
本資料は次回の専門部会にもご持参ください。 
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１
　

主
要

指
標

の
推

移
 
(
1
)
 
G
D
P
、

鉱
工

業
生

産
指

数
、

製
造

工
業

稼
働

率
指

数
、

倒
産

件
数

、
完

全
失

業
者

数
及

び
完

全
失

業
率

年
率
換
算

（
億
円
）

（
％
）

（
％
）

（
億
円
）

（
％
）

（
27
年
=1
0
0）

（
％
）

（
27
年
=1
00
）

（
％
）

（
件
）

（
％
）

平
成

22
年

5,
00
3,
53
9

2.
2

-
4,
92
0,
23
4

4.
2

10
1.
8

15
.6

9
9
.
0

1
9
.
6

1
3
,
3
2
1

△
 
1
3
.
9

23
年

4,
91
4,
08
5

△
 1
.8

-
4,
91
4,
55
5

△
 0
.1

98
.9

△
 2
.8

9
4
.
8

△
 
4
.
2

1
2
,
7
3
4

△
 
4
.
4

24
年

4,
94
9,
57
2

0.
7

-
4,
98
8,
03
2

1.
5

99
.6

0.
6

9
6
.
8

2
.
1

1
2
,
1
2
4

△
 
4
.
7

25
年

5,
03
1,
75
6

1.
7

-
5,
08
7,
80
6

2.
0

99
.2

△
 0
.8

9
8
.
6

1
.
9

1
0
,
8
5
5

△
 
1
0
.
5

26
年

5,
13
8,
76
0

2.
1

-
5,
10
6,
87
1

0.
4

10
1.
2

2.
0

1
0
2
.
8

4
.
3

9
,
7
3
1

△
 
1
0
.
4

27
年

5,
31
3,
19
8

3.
4

-
5,
16
9,
32
4

1.
2

10
0.
0

△
 1
.2

1
0
0
.
0

△
 
2
.
7

8
,
8
1
2

△
 
9
.
4

28
年

5,
35
5,
37
2

0.
8

-
5,
19
6,
30
5

0.
5

10
0.
0

0.
0

9
8
.
5

△
 
1
.
5

8
,
4
4
6

△
 
4
.
2

29
年

5,
45
8,
97
4

1.
9

-
5,
30
8,
97
5

2.
2

10
3.
1

3.
1

1
0
2
.
3

3
.
9

8
,
4
0
5

△
 
0
.
5

30
年

5,
46
8,
51
7

0.
2

-
5,
32
3,
59
9

0.
3

10
4.
2

1.
1

1
0
3
.
1

0
.
8

8
,
2
3
5

△
 
2
.
0

令
和

元
年

5,
53
7,
40
7

1.
3

-
5,
35
9,
01
3

0.
7

10
1.
1

△
 3
.0

9
9
.
9

△
 
3
.
1

8
,
3
8
3

1
.
8

平
成

31
年

１
～
３
月

5,
52
4,
80
0

1.
1

4.
6

5,
36
5,
52
8

0.
6

10
2.
8

△
 2
.1

1
0
1
.
6

△
 
3
.
0

1
,
9
1
6

△
 
6
.
1

令
和

元
年

４
～
６
月

5,
55
8,
88
0

0.
6

2.
5

5,
39
4,
12
1

0.
5

10
2.
8

0.
0

1
0
2
.
1

0
.
5

2
,
0
7
4

△
 
1
.
6

７
～
９
月

5,
58
1,
36
0

0.
4

1.
6

5,
39
4,
32
9

0.
0

10
1.
7

△
 1
.1

1
0
0
.
2

△
 
1
.
9

2
,
1
8
2

8
.
2

10
～
12
月

5,
49
5,
30
3

△
 1
.5

△
 6
.0

5,
29
4,
17
9

△
 1
.9

98
.0

△
 3
.6

9
5
.
6

△
 
4
.
6

2
,
2
1
1

6
.
8

2
年

１
～
３
月

5,
46
8,
49
6

△
 0
.5

△
 1
.9

5,
26
4,
25
8

△
 0
.6

98
.4

0.
4

9
5
.
1

△
 
0
.
5

2
,
1
6
4

1
2
.
9

令
和

2
年

１
月

-
-

-
-

-
99
.8

1.
9

9
7
.
4

2
.
6

7
7
3

1
6
.
1

２
月

-
-

-
-

-
99
.5

△
 0
.3

9
5
.
6

△
 
1
.
8

6
5
1

1
0
.
7

３
月

-
-

-
-

-
95
.8

△
 3
.7

9
2
.
2

△
 
3
.
6

7
4
0

1
1
.
8

４
月

-
-

-
-

-
86
.4

△
 9
.8

7
9
.
9

△
 
1
3
.
3

7
4
3

1
5
.
2

５
月

-
-

-
-

-
3
1
4

△
 
5
4
.
8

（
注
）
国
民
経
済
計
算
及
び
鉱
工
業
生
産
指
数
の
四
半
期
別
・
月
別
の
数
値
及
び
完
全
失
業
率
の
月
別
の
数
値
は
、
季
節
調
整
値
及
び
前
期
（
月
）
比
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
24
年
以
前
の
鉱
工
業
生
産
指
数
、
製
造
工
業
稼
働
率
指
数
は
接
続
指
数
よ
り
推
計
し
た
値
で
あ
る
。

資
料
出
所

内
閣
府
「
国
民
経
済
計
算
」

経
済
産
業
省
「
鉱
工
業
指
数
」

東
京

商
工

リ
サ

ー
チ

調
べ

総
務
省
「
労
働
力
調
査
」

（
※
）
完
全
失
業
者
数
及
び
完
全
失
業
率
の
〈
括
弧
内
〉
の
数
値
は
補
完
的
に
推
計
し
た
値
（
20
15
年
国
勢
調
査
基
準
）
で
あ
る
。

1
7
8

1
2

2
.
6

1
6
6

4
2
.
4

1
7
2

1
2
.
5

1
6
4

△
 
7

2
.
4

1
5
3

△
 
1
0

2
.
2

1
6
5

0
2
.
4

1
6
8

△
 
1

2
.
4

1
6
1

△
 
7

2
.
3

1
6
5

△
 
1

2
.
4

1
6
2

△
 
4

2
.
4

1
9
0

△
 
1
8

2
.
8

1
6
6

△
 
2
4

2
.
4

2
2
2

△
 
1
4

3
.
4

2
0
8

△
 
1
4

3
.
1

2
6
5

△
 
2
0

4
.
0

2
3
6

△
 
2
9

3
.
6

<
3
0
2
>

〈
△
3
2
〉

<
4
.
6
>

2
8
5

△
 
1
7

4
.
3

3
3
4

△
 
2

5
.
1

実
数

前
年
差

（
万
人
）

（
万
人
）

（
％
）

完
全
失
業
者
数
（
※
）

（
月
平
均
）

完
全
失
業
率

（
※
）

名
目

前
期
比

実
質

前
期
比

指
数

前
期
比

指
数

前
期
比

実
数

前
年
比

Ｇ
Ｄ
Ｐ
（
国
内
総
生
産
）

鉱
工
業
生
産
指
数

製
造
工
業
稼
働
率
指
数

倒
産
件
数

-
1
-
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１
　

主
要

指
標

の
推

移
 
(
2
)
 
求

人
倍

率
、

消
費

者
物

価
指

数
、

国
内

企
業

物
価

指
数

、
賃

金
（

現
金

給
与

総
額

）
指

数

（
倍

）
（

倍
）

（
2
7
年

=
1
0
0
）

（
％

）
（

2
7
年

=
1
0
0
）

（
％

）
（

2
7
年

=
1
0
0
）

（
％

）
（

2
7
年

=
1
0
0
）

（
％

）
（

％
）

（
2
7
年

=
1
0
0
）

（
％

）
（
27
年
=1
00
）

（
％

）
（

％
）

平
成

2
2
年

0
.
8
9

0
.
5
2

9
5
.
6

△
 
0
.
8

9
7
.
4

△
 
0
.
1

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2
3
年

1
.
0
5

0
.
6
5

9
5
.
4

△
 
0
.
3

9
8
.
8

1
.
4

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2
4
年

1
.
2
8

0
.
8
0

9
5
.
4

0
.
0

9
8
.
0

△
 
0
.
9

9
8
.
9
 
 
 
 
 
 
 
-

1
0
3
.
7
 
 
 
 
 
 
 
-

2
4
.
1
0

9
8
.
1
 
 
 
 
 
 
 
-

1
0
2
.
8
 
 
 
 
 
 
 
-

1
0
.
0
8

2
5
年

1
.
4
6

0
.
9
3

9
5
.
8

0
.
5

9
9
.
2

1
.
2

9
8
.
9

△
 
0
.
1

1
0
3
.
1

△
 
0
.
6

2
4
.
3
7

9
8
.
0

△
 
0
.
1

1
0
2
.
2

△
 
0
.
6

1
0
.
3
0

2
6
年

1
.
6
6

1
.
0
9

9
9
.
0

3
.
3

1
0
2
.
4

3
.
2

1
0
0
.
0

1
.
1

1
0
1
.
0

△
 
2
.
2

2
4
.
5
0

9
9
.
8

1
.
9

1
0
0
.
8

△
 
1
.
5

1
0
.
4
0

2
7
年

1
.
8
0

1
.
2
0

1
0
0
.
0

1
.
0

1
0
0
.
0

△
 
2
.
3

1
0
0
.
0

0
.
1

1
0
0
.
0

△
 
0
.
9

2
5
.
4
0

1
0
0
.
0

0
.
2

1
0
0
.
0

△
 
0
.
7

1
1
.
5
2

2
8
年

2
.
0
4

1
.
3
6

9
9
.
9

△
 
0
.
1

9
6
.
5

△
 
3
.
5

1
0
1
.
2

1
.
1

1
0
1
.
3

1
.
3

2
5
.
2
2

1
0
0
.
7

0
.
8

1
0
0
.
8

0
.
9

1
1
.
3
2

2
9
年

2
.
2
4

1
.
5
0

1
0
0
.
5

0
.
6

9
8
.
7

2
.
3

1
0
1
.
7

0
.
5

1
0
1
.
2

△
 
0
.
1

2
5
.
0
9

1
0
2
.
0

1
.
3

1
0
1
.
5

0
.
7

1
0
.
7
8

3
0
年

2
.
3
9

1
.
6
1

1
0
1
.
7

1
.
2

1
0
1
.
3

2
.
6

1
0
2
.
9

1
.
2

1
0
1
.
2

0
.
0

2
5
.
0
9

1
0
3
.
5

1
.
5

1
0
1
.
8

0
.
3

1
0
.
1
6

令
和

元
年

2
.
4
2

1
.
6
0

1
0
2
.
3

0
.
6

1
0
1
.
5

0
.
2

1
0
2
.
7

△
 
0
.
2

1
0
0
.
4

△
 
0
.
8

2
5
.
5
9

1
0
3
.
7

0
.
2

1
0
1
.
4

△
 
0
.
4

1
0
.
2
8

平
成

3
1
年

１
～
３
月

2
.
4
4

1
.
6
3

1
0
1
.
9

△
 
0
.
3

1
0
1
.
2

△
 
0
.
7

1
0
2
.
0

△
 
1
.
4

9
9
.
9

△
 
1
.
5

2
5
.
8
6

1
0
3
.
1

△
 
1
.
1

1
0
1
.
0

△
 
1
.
2

1
0
.
6
1

令
和

元
年

４
～
６
月

2
.
4
1

1
.
6
2

1
0
2
.
2

0
.
2

1
0
1
.
6

0
.
4

1
0
3
.
2

1
.
2

1
0
1
.
0

1
.
1

2
5
.
2
4

1
0
4
.
7

1
.
6

1
0
2
.
5

1
.
5

1
0
.
2
0

７
～
９
月

2
.
3
8

1
.
5
9

1
0
2
.
2

0
.
1

1
0
1
.
0

△
 
0
.
7

1
0
2
.
1

△
 
1
.
1

9
9
.
8

△
 
1
.
2

2
5
.
5
7

1
0
3
.
3

△
 
1
.
3

1
0
0
.
9

△
 
1
.
6

1
0
.
0
9

1
0～

12
月

2
.
4
2

1
.
5
7

1
0
2
.
8

0
.
6

1
0
2
.
2

1
.
2

1
0
3
.
1

1
.
0

1
0
0
.
6

0
.
8

2
5
.
7
0

1
0
4
.
3

1
.
0

1
0
1
.
7

0
.
8

1
0
.
1
9

2
年

１
～
３
月

2
.
1
7

1
.
4
4

1
0
2
.
5

△
 
0
.
3

1
0
1
.
8

△
 
0
.
4

1
0
2
.
5

△
 
0
.
6

9
9
.
8

△
 
0
.
8

2
5
.
7
1

1
0
1
.
8

△
 
2
.
4

9
9
.
1

△
 
2
.
6

1
0
.
8
3

令
和

2
年

１
月

2
.
0
4

1
.
4
9

1
0
2
.
7

0
.
0

1
0
2
.
4

0
.
1

1
0
2
.
7

△
 
0
.
5

9
9
.
9

△
 
0
.
6

2
5
.
7
4

1
0
1
.
3

△
 
1
.
5

9
8
.
5

△
 
1
.
7

1
0
.
8
7

２
月

2
.
2
2

1
.
4
5

1
0
2
.
6

△
 
0
.
2

1
0
2
.
0

△
 
0
.
4

1
0
2
.
7

0
.
0

1
0
0
.
1

0
.
2

2
5
.
6
9

1
0
2
.
3

1
.
0

9
9
.
7

1
.
2

1
0
.
7
0

３
月

2
.
2
6

1
.
3
9

1
0
2
.
6

0
.
0

1
0
1
.
1

△
 
0
.
9

1
0
2
.
0

△
 
0
.
7

9
9
.
4

△
 
0
.
7

2
5
.
6
9

1
0
1
.
8

△
 
0
.
5

9
9
.
2

△
 
0
.
5

1
0
.
9
1

４
月

1
.
8
5

1
.
3
2

1
0
2
.
3

△
 
0
.
3

9
9
.
5

△
 
1
.
6

1
0
1
.
2

△
 
0
.
8

9
9
.
0

△
 
0
.
4

2
4
.
6
4

1
0
0
.
8

△
 
1
.
0

9
8
.
6

△
 
0
.
6

1
0
.
3
5

５
月

1
0
2
.
3

0
.
0

（
注

）
１

　
職

業
安

定
業

務
統

計
、

毎
月

勤
労

統
計

調
査

の
四

半
期

別
・

月
別

の
数

値
及

び
消

費
者

物
価

指
数

の
月

別
の

数
値

は
、

季
節

調
整

値
及

び
前

期
（

月
）

比
で

あ
り

、

　
　

　
　

国
内

企
業

物
価

指
数

の
同

数
値

は
、

原
数

値
及

び
前

期
（

月
）

比
で

あ
る

。
　

　
　

２
　

毎
月

勤
労

統
計

調
査

の
結

果
は

、
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

　
　

　
３

　
求

人
倍

率
は

、
新

規
学

卒
者

を
除

き
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

を
含

ん
で

い
る

。

　
　

　
４

　
賃

金
指

数
は

、
事

業
所

規
模

3
0
人

以
上

の
数

値
で

あ
る

。

求
人

倍
率

消
費

者
物

価
指

数
国

内
企

業
物

価
指

数
賃

金
（

現
金

給
与

総
額

）
指

数

（
持
家
の
帰
属
家
賃
を

除
く

総
合

）
調

査
産

業
計

製
造

業

有
効

指
数

前
期

比
指

数
前

期
比

前
期

比
実

質
指

数
前

期
比

パ
ー

ト
比

率

資
料

出
所

厚
生
労
働
省
「
職
業
安
定
業
務
統
計
」

総
務

省
「

消
費

者
物

価
指

数
」

日
本

銀
行

「
企

業
物

価
指

数
」

厚
生

労
働

省
「

毎
月

勤
労

統
計

調
査

」

名
目

指
数

前
期

比
実

質
指

数
前

期
比

パ
ー

ト
比

率
名

目
指

数
新

規

-
2
-
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２
　

有
効

求
人

倍
率

の
推

移
　

(
1
)
　

有
効

求
人

倍
率

の
推

移

（
単

位
：
倍

）

年

区
分

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

全
国

0
.
5
2

0
.
6
5

0
.
8
0

0
.
9
3

1
.
0
9

1
.
2
0

1
.
3
6

1
.
5
0

1
.
6
1

1
.
6
0

1
.
4
9

1
.
4
5

1
.
3
9

1
.
3
2

Ａ
ラ

ン
ク

0
.
5
3

0
.
6
7

0
.
8
4

1
.
0
0

1
.
1
9

1
.
2
8

1
.
4
4

1
.
5
2

1
.
6
2

1
.
6
0

1
.
4
8

1
.
4
4

1
.
4
0

1
.
3
2

Ｂ
ラ

ン
ク

0
.
5
4

0
.
6
7

0
.
7
8

0
.
8
7

1
.
0
5

1
.
1
7

1
.
3
2

1
.
5
1

1
.
6
3

1
.
6
0

1
.
4
6

1
.
4
2

1
.
3
5

1
.
2
8

Ｃ
ラ

ン
ク

0
.
5
6

0
.
7
3

0
.
8
9

1
.
0
0

1
.
1
6

1
.
2
5

1
.
4
2

1
.
5
7

1
.
6
8

1
.
6
9

1
.
5
6

1
.
5
4

1
.
4
7

1
.
4
1

Ｄ
ラ

ン
ク

0
.
5
0

0
.
6
1

0
.
7
3

0
.
8
5

0
.
9
7

1
.
0
8

1
.
2
3

1
.
3
8

1
.
4
7

1
.
4
5

1
.
3
6

1
.
3
4

1
.
2
9

1
.
2
1

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
職

業
安

定
業

務
統

計
」

（
注

）
１

　
各

ラ
ン

ク
に

お
け

る
数

値
は

、
都

道
府

県
ご

と
の

単
純

平
均

で
あ

る
。

　
　

　
２

　
新

規
学

卒
者

を
除

き
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

を
含

ん
で

い
る

。

　
　

　
３

　
各

ラ
ン

ク
は

、
各

年
に

お
け

る
適

用
ラ

ン
ク

で
あ

る
。

　
　

　
４

　
各

月
の

数
値

は
季

節
調

整
値

で
あ

る
。

2
3
年

2
2
年

3
0
年

2
9
年

令
和

元
年

令
和

２
年

2
4
年

2
5
年

2
6
年

2
7
年

2
8
年 -
3
-

10



　
(
2
)
　

年
齢

別
常

用
求

人
倍

率
の

推
移

（
単

位
：

倍
）

区
分

年
齢

計
１

９
歳

２
０

～
２

５
～

３
０

～
３

５
～

４
０

～
４

５
～

５
０

～
５

５
～

６
０

～
６

５
歳

以
下

２
４

歳
２

９
歳

３
４

歳
３

９
歳

４
４

歳
４

９
歳

５
４

歳
５

９
歳

６
４

歳
以

上

平
成

2
2
年

0
.
4
8

2
.
6
3

0
.
5
4

0
.
3
9

0
.
4
0

0
.
3
8

0
.
4
2

0
.
4
4

0
.
4
8

0
.
4
0

0
.
3
4

1
.
0
5

2
3
年

0
.
5
9

3
.
3
2

0
.
7
0

0
.
5
0

0
.
5
1

0
.
4
6

0
.
4
7

0
.
5
3

0
.
5
9

0
.
5
3

0
.
3
8

1
.
1
5

2
4
年

0
.
7
2

4
.
5
6

0
.
9
0

0
.
6
1

0
.
6
3

0
.
5
7

0
.
5
6

0
.
6
5

0
.
7
2

0
.
7
0

0
.
4
7

1
.
1
1

2
5
年

0
.
8
3

5
.
2
9

1
.
0
4

0
.
7
1

0
.
7
3

0
.
6
7

0
.
6
3

0
.
7
2

0
.
8
2

0
.
8
3

0
.
5
8

1
.
0
7

2
6
年

0
.
9
7

6
.
2
9

1
.
2
3

0
.
8
4

0
.
8
7

0
.
8
2

0
.
7
4

0
.
8
4

0
.
9
6

1
.
0
0

0
.
7
1

1
.
0
5

2
7
年

1
.
0
8

7
.
1
2

1
.
3
8

0
.
9
5

0
.
9
8

0
.
9
3

0
.
8
3

0
.
9
1

1
.
0
3

1
.
1
1

0
.
7
9

1
.
0
4

2
8
年

1
.
2
2

8
.
0
3

1
.
6
0

1
.
1
1

1
.
1
4

1
.
1
0

0
.
9
5

0
.
9
8

1
.
1
5

1
.
2
3

0
.
8
9

1
.
0
7

2
9
年

1
.
3
5

8
.
7
6

1
.
8
1

1
.
2
7

1
.
3
0

1
.
2
7

1
.
1
0

1
.
0
6

1
.
2
5

1
.
3
4

0
.
9
7

1
.
0
6

3
0
年

1
.
4
5

9
.
5
8

2
.
0
2

1
.
4
4

1
.
4
7

1
.
4
3

1
.
2
5

1
.
1
4

1
.
3
1

1
.
4
1

1
.
0
2

0
.
9
6

令
和

元
年

1
.
4
5

9
.
8
3

2
.
0
6

1
.
4
7

1
.
5
2

1
.
4
9

1
.
3
2

1
.
1
5

1
.
2
8

1
.
3
9

0
.
9
8

0
.
8
6

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
職

業
安

定
業

務
統

計
」

（
注

）
新

規
学

卒
者

、
臨

時
・

季
節

労
働

者
を

除
き

、
常

用
的

パ
ー

ト
タ

イ
ム

を
含

ん
で

い
る

。

-
4
-

11



３
　

賃
金

・
労

働
時

間
の

推
移

　
(
1
)
　

賃
金

　
　
イ
　
賃
金
（
現
金
給
与
総
額

・
定
期
給
与
額
）
増
減
率
の
推
移

年

区
分

１
月

２
月

３
月

４
月

△
 
0
.
1

1
.
1

0
.
1

1
.
1

0
.
5

1
.
2

△
 
0
.
2

0
.
7

0
.
7

△
 
0
.
1

△
 
1
.
0

5
0
0
人

以
上

△
 
0
.
9

0
.
1

△
 
0
.
2

0
.
5

0
.
0

4
.
0

△
 
1
.
1

1
.
6

1
.
8

0
.
1

△
 
0
.
4

1
0
0
～

4
9
9
人

△
 
0
.
4

0
.
4

0
.
1

0
.
9

△
 
0
.
2

2
.
4

0
.
1

△
 
0
.
4

△
 
0
.
1

△
 
2
.
1

△
 
1
.
1

3
0
～

9
9
人

△
 
0
.
3

1
.
1

△
 
0
.
2

1
.
4

1
.
4

△
 
0
.
9

△
 
0
.
5

0
.
6

0
.
5

1
.
0

△
 
2
.
1

△
 
0
.
2

0
.
0

1
.
0

0
.
3

1
.
0

△
 
0
.
7

△
 
0
.
1

2
.
3

1
.
3

1
.
0

0
.
6

△
 
0
.
7

0
.
3

0
.
5

0
.
6

0
.
4

0
.
7

0
.
1

0
.
4

0
.
3

△
 
0
.
4

△
 
1
.
2

(
△

 
0
.
9
)

(
0
.
0
)

(
0
.
6
)

(
0
.
6
)

(
0
.
6
)

(
0
.
7
)

(
0
.
1
)

(
0
.
7
)

(
0
.
6
)

(
0
.
1
)

(
△

 
0
.
1
)

△
 
1
.
5

△
 
0
.
8

0
.
0

0
.
5

△
 
0
.
1

3
.
0

△
 
0
.
3

1
.
3

0
.
9

0
.
1

△
 
0
.
4

(
△

 
1
.
6
)

(
△

 
1
.
2
)

(
△

 
0
.
1
)

(
0
.
6
)

(
0
.
1
)

(
3
.
1
)

(
△

 
0
.
2
)

(
1
.
5
)

(
1
.
2
)

(
0
.
4
)

(
1
.
1
)

△
 
0
.
7

△
 
0
.
3

0
.
4

0
.
3

△
 
0
.
1

2
.
0

0
.
2

△
 
0
.
5

△
 
0
.
6

△
 
0
.
8

△
 
2
.
2

(
△

 
0
.
9
)

(
△

 
0
.
6
)

(
0
.
7
)

(
0
.
3
)

(
0
.
1
)

(
2
.
2
)

(
0
.
4
)

(
△

 
0
.
4
)

(
△

 
0
.
6
)

(
△

 
0
.
7
)

(
△

 
1
.
5
)

△
 
1
.
1

0
.
6

0
.
5

0
.
6

1
.
1

△
 
1
.
1

△
 
0
.
6

0
.
2

0
.
1

△
 
0
.
8

△
 
1
.
6

(
△

 
1
.
3
)

(
0
.
5
)

(
0
.
3
)

(
0
.
7
)

(
1
.
0
)

(
△

 
1
.
3
)

(
△

 
0
.
7
)

(
0
.
9
)

(
0
.
7
)

(
△

 
0
.
1
)

(
△

 
0
.
2
)

△
 
0
.
4

△
 
0
.
3

0
.
4

0
.
1

1
.
0

△
 
0
.
6

△
 
0
.
2

1
.
7

1
.
1

1
.
1

△
 
0
.
1

(
△

 
0
.
7
)

(
△

 
0
.
4
)

(
0
.
2
)

(
0
.
2
)

(
0
.
7
)

(
△

 
0
.
5
)

(
△

 
0
.
1
)

(
1
.
6
)

(
0
.
9
)

(
1
.
2
)

(
0
.
6
)

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

　
　

　
２

　
各

年
（

月
）

の
数

値
は

、
指

数
の

対
前

年
（

同
月

）
増

減
率

で
あ

る
。

　
　

　
３

　
（

　
）

内
の

数
値

は
所

定
内

給
与

額
に

つ
い

て
の

増
減

率
で

あ
る

。

令
和

元
年

2
9
年

令
和

２
年

3
0
年

3
0
人

以
上

2
8
年

定 期 給 与 額

3
0
人

以
上

5
0
0
人

以
上

1
0
0
～

4
9
9
人

3
0
～

9
9
人

5
～

2
9
人

5
～

2
9
人

現 金 給 与 総 額

2
5
年

2
6
年

2
7
年

-
5
-

12



　
　
ロ
　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
比
率
の
推
移

年

区
分

１
月

２
月

３
月

４
月

2
4
.
1
0

2
4
.
3
7

2
4
.
5
0

2
5
.
4
0

2
5
.
2
2

2
5
.
0
9

2
5
.
0
9

2
5
.
5
9

2
5
.
7
4

2
5
.
6
9

2
5
.
6
9

2
4
.
6
4

5
0
0
人

以
上

1
5
.
9
2

1
6
.
3
0

1
6
.
6
7

1
7
.
3
1

1
7
.
0
6

1
6
.
6
3

1
5
.
8
5

1
6
.
0
3

1
6
.
0
2

1
5
.
9
6

1
5
.
7
0

1
4
.
9
7

1
0
0
～

4
9
9
人

2
2
.
8
8

2
3
.
2
9

2
3
.
7
2

2
4
.
9
3

2
4
.
4
6

2
4
.
9
9

2
4
.
6
0

2
4
.
7
8

2
5
.
3
9

2
5
.
1
8

2
5
.
2
6

2
4
.
3
0

3
0
～

9
9
人

2
8
.
6
8

2
9
.
1
2

2
9
.
1
9

3
0
.
1
2

3
0
.
3
9

2
9
.
9
5

3
0
.
2
8

3
1
.
4
7

3
1
.
4
3

3
1
.
5
2

3
1
.
5
9

3
0
.
3
3

3
5
.
4
1

3
6
.
4
7

3
6
.
9
1

3
7
.
2
3

3
7
.
8
0

3
7
.
9
0

3
9
.
0
6

3
9
.
7
8

4
0
.
1
4

4
0
.
0
3

3
9
.
6
7

3
8
.
7
2

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

パ ー ト 比 率

3
0
人

以
上

5
～

2
9
人

2
4
年

2
5
年

2
9
年

令
和

２
年

3
0
年

2
6
年

2
7
年

2
8
年

令
和

元
年

-
6
-

13



　
　
ハ
　
初
任
給
の
上
昇
額
・
率
の
推
移

上
段

：
上

昇
額

（
単

位
：

円
）

下
段

：
上

昇
率

（
単

位
：

％
）

区
分

高
専

卒
短

大
卒

大
学

院

（
現

業
）

（
技

術
）

（
事

務
）

（
修

士
）

一
律

一
律

卒

年
度

基
幹

職
補

助
職

基
幹

職
補

助
職

6
2

0
0

2
6

7
0

9
8

1
0
8

1
7
9

8
3

6
8

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
1

0
.
1

0
.
1

0
.
0

0
.
0

1
7
8

5
2

5
1

1
5
0

1
6
1

2
6
6

2
3
9

8
6

9
8

3
0
3

0
.
1

0
.
0

0
.
0

0
.
1

0
.
1

0
.
2

0
.
1

0
.
0

0
.
1

0
.
1

1
4
0

1
6
1

9
1

7
2

9
1

1
2
5

2
0
7

2
3
2

3
0

1
7
6

0
.
1

0
.
1

0
.
1

0
.
0

0
.
1

0
.
1

0
.
1

0
.
1

0
.
0

0
.
1

1
4
1

1
8
7

1
2
5

3
8

1
5
3

2
2
3

1
3
2

4
6
1

1
7
5

1
6
1

0
.
1

0
.
1

0
.
1

0
.
0

0
.
1

0
.
1

0
.
1

0
.
2

0
.
1

0
.
1

7
0
2

5
6
9

5
4
4

7
3
6

8
4
2

6
5
5

8
0
6

6
0
1

4
6
4

7
8
7

0
.
4

0
.
3

0
.
3

0
.
5

0
.
5

0
.
4

0
.
4

0
.
3

0
.
3

0
.
4

1
2
3
9

9
0
4

7
0
6

1
1
5
1

1
5
7
9

1
3
4
2

1
5
7
4

1
9
3
3

1
3
1
8

1
8
7
5

0
.
8

0
.
5

0
.
4

0
.
7

0
.
9

0
.
8

0
.
8

0
.
9

0
.
7

0
.
9

8
2
4

5
8
2

6
1
6

7
4
8

9
9
5

7
6
7

8
8
0

1
2
6
3

6
3
1

1
1
5
3

0
.
5

0
.
3

0
.
4

0
.
5

0
.
5

0
.
4

0
.
4

0
.
6

0
.
3

0
.
5

1
0
9
3

5
6
5

5
3
2

8
3
4

9
6
6

8
5
1

1
1
0
9

1
1
3
2

7
4
5

9
3
0

0
.
7

0
.
3

0
.
3

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
5

0
.
4

0
.
4

1
3
6
1

2
6
1
8

2
3
8
5

1
3
8
6

1
6
6
0

1
4
9
3

1
6
3
7

2
1
7
1

1
5
1
1

1
7
0
7

0
.
8

1
.
6

1
.
5

0
.
8

0
.
9

0
.
8

0
.
8

1
.
0

0
.
8

0
.
8

1
6
7
0

1
7
3
7

1
6
4
1

1
6
1
3

1
4
9
0

1
6
4
2

1
5
4
4

1
2
5
1

1
0
4
1

1
5
6
9

1
.
0

1
.
0

1
.
0

1
.
0

0
.
8

0
.
9

0
.
7

0
.
6

0
.
6

0
.
7

1
2
5
5

8
0
0

9
2
7

1
0
8
8

1
2
4
3

1
1
5
8

1
1
4
3

1
6
0
5

1
4
3
4

1
4
6
6

0
.
7

0
.
5

0
.
6

0
.
6

0
.
7

0
.
6

0
.
5

0
.
7

0
.
8

0
.
6

資
料

出
所

　
労

務
行

政
研

究
所

「
労

政
時

報
」

大
学

卒

（
事

務
・

技
術

）
（

事
務

・
技

術
）

差
あ

り
差

あ
り

高
校

卒

（
注

）
１

　
上

昇
額

・
率

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
調

査
年

度
に

お
い

て
付

帯
的

に
調

査
し

た
前

年
度

の
初

任
給

を
も

と
に

算
出

し
た

も
の

で
あ

る
。

　
　

　
２

　
調

査
対

象
は

、
東

証
第

１
部

上
場

企
業

と
生

命
保

険
、

新
聞

、
出

版
で

こ
れ

に
匹

敵
す

る
大

手
企

業
を

加
え

た
も

の
で

あ
る

。
　

　
　

３
　

令
和

２
年

度
は

速
報

値
。

2
3
年

度

2
4
年

度

2
5
年

度

2
6
年

度

2
7
年

度

2
8
年

度

3
0
年

度

2
9
年

度

平
成

2
2
年

度

２
年

度

令
和

元
年

度

-
7
-

14



　
(2

)　
賃

金
・
労

働
時

間
　

　
イ

　
賃

金
・労

働
時

間
指

数
の

推
移

①

時
間

当
た

り
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
所

定
内

給
与

①
②

①
／

②
③

④
③

／
④

（
％

）
（

％
）

（
％

）
（

円
）

（
時

間
）

（
円

）

平
成

2
4
年

1
0
0
.
3

－
1
0
2
.
0

－
9
8
.
3

－
2
6
7
,
3
1
3

1
3
8
.
5

1
,
9
3
0

2
5
年

9
9
.
4

△
 
0
.
9

1
0
0
.
7

△
 
1
.
3

9
8
.
7

0
.
4

2
6
6
,
8
6
0

1
3
6
.
9

1
,
9
4
9

2
6
年

9
9
.
4

0
.
0

1
0
0
.
1

△
 
0
.
5

9
9
.
3

0
.
6

2
6
8
,
8
8
1

1
3
6
.
3

1
,
9
7
3

2
7
年

1
0
0
.
0

0
.
6

1
0
0
.
0

△
 
0
.
1

1
0
0
.
0

0
.
7

2
6
5
,
5
4
0

1
3
5
.
8

1
,
9
5
5

2
8
年

1
0
0
.
6

0
.
6

1
0
0
.
0

0
.
0

1
0
0
.
6

0
.
6

2
6
7
,
2
1
0

1
3
5
.
8

1
,
9
6
8

2
9
年

1
0
1
.
2

0
.
6

9
9
.
9

△
 
0
.
1

1
0
1
.
3

0
.
7

2
6
8
,
7
3
6

1
3
5
.
7

1
,
9
8
0

3
0
年

1
0
1
.
9

0
.
7

9
9
.
3

△
 
0
.
6

1
0
2
.
6

1
.
3

2
7
0
,
6
9
4

1
3
4
.
9

2
,
0
0
7

令
和

元
年

1
0
2
.
0

0
.
1

9
7
.
2

△
 
2
.
1

1
0
4
.
9

2
.
3

2
7
0
,
9
1
2

1
3
2
.
1

2
,
0
5
1

3
0
年

１
～

３
月

1
0
1
.
0

0
.
4

9
6
.
2

△
 
1
.
5

1
0
5
.
0

2
.
0

2
6
8
,
1
3
8

1
3
0
.
7

2
,
0
5
2

４
～

６
月

1
0
2
.
2

0
.
6

1
0
1
.
1

△
 
0
.
5

1
0
1
.
1

1
.
1

2
7
1
,
3
4
2

1
3
7
.
3

1
,
9
7
6

７
～

９
月

1
0
2
.
1

0
.
7

9
9
.
0

△
 
0
.
7

1
0
3
.
1

1
.
4

2
7
1
,
1
7
8

1
3
4
.
5

2
,
0
1
6

1
0
～

1
2
月

1
0
2
.
4

1
.
1

1
0
0
.
9

0
.
2

1
0
1
.
5

0
.
9

2
7
2
,
0
9
9

1
3
7
.
0

1
,
9
8
7

3
1
年

１
～

３
月

1
0
1
.
0

0
.
0

9
4
.
6

△
 
1
.
7

1
0
6
.
8

1
.
7

2
6
8
,
1
0
0

1
2
8
.
5

2
,
0
8
7

令
和

元
年

４
～

６
月

1
0
2
.
3

0
.
1

9
8
.
1

△
 
3
.
0

1
0
4
.
3

3
.
2

2
7
1
,
7
3
2

1
3
3
.
2

2
,
0
4
0

７
～

９
月

1
0
2
.
3

0
.
2

9
7
.
7

△
 
1
.
3

1
0
4
.
7

1
.
5

2
7
1
,
5
6
5

1
3
2
.
7

2
,
0
4
6

1
0
～

1
2
月

1
0
2
.
5

0
.
1

9
8
.
5

△
 
2
.
4

1
0
4
.
1

2
.
5

2
7
2
,
2
2
6

1
3
3
.
8

2
,
0
3
4

２
年

１
～

３
月

1
0
1
.
4

0
.
4

9
4
.
2

△
 
0
.
4

1
0
7
.
6

0
.
8

2
6
9
,
3
7
3

1
2
7
.
9

2
,
1
0
6

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

　
　

　
２

　
事

業
所

規
模

3
0
人

以
上

、
調

査
産

業
計

の
数

値
で

あ
る

。

　
　

　
３

　
四

半
期

の
実

数
値

及
び

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

は
、

労
働

基
準

局
賃

金
課

に
て

算
出

。

年
・

期

指
数

（
平

成
2
7
年

＝
1
0
0
）

実
数

（
参

考
）

所
定

内
給

与
所

定
内

労
働

時
間

所
定

内
給

与
所

定
内

労
働

時
間

前
年

比
前

年
比

前
年

比

-
8
-

15



　
　

イ
　

賃
金

・労
働

時
間

指
数

の
推

移
②

時
間

当
た

り
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
所

定
内

給
与

①
②

①
／

②
③

④
③

／
④

（
％

）
（

％
）

（
％

）
（

円
）

（
時

間
）

（
円

）

平
成

2
4
年

1
0
0
.
9

－
1
0
2
.
8

－
9
8
.
2

－
2
0
8
,
9
1
8

1
3
4
.
0

1
,
5
5
9

2
5
年

1
0
0
.
2

△
 
0
.
7

1
0
1
.
3

△
 
1
.
5

9
8
.
9

0
.
8

2
0
7
,
5
6
0

1
3
2
.
0

1
,
5
7
2

2
6
年

9
9
.
8

△
 
0
.
4

1
0
0
.
6

△
 
0
.
7

9
9
.
2

0
.
3

2
0
6
,
7
2
0

1
3
1
.
1

1
,
5
7
7

2
7
年

1
0
0
.
0

0
.
2

1
0
0
.
0

△
 
0
.
6

1
0
0
.
0

0
.
8

2
0
7
,
1
6
5

1
3
0
.
3

1
,
5
9
0

2
8
年

1
0
0
.
2

0
.
2

9
8
.
9

△
 
1
.
0

1
0
1
.
2

1
.
2

2
0
7
,
4
4
7

1
2
8
.
9

1
,
6
0
9

2
9
年

1
0
0
.
9

0
.
7

9
8
.
3

△
 
0
.
6

1
0
2
.
6

1
.
4

2
0
8
,
9
5
6

1
2
8
.
2

1
,
6
3
0

3
0
年

1
0
0
.
4

△
 
0
.
5

9
7
.
0

△
 
1
.
3

1
0
3
.
5

0
.
8

2
0
7
,
9
0
2

1
2
6
.
4

1
,
6
4
5

令
和

元
年

1
0
0
.
3

△
 
0
.
1

9
4
.
7

△
 
2
.
4

1
0
5
.
9

2
.
3

2
0
7
,
7
8
0

1
2
3
.
5

1
,
6
8
2

3
0
年

１
～

３
月

9
9
.
7

0
.
0

9
4
.
5

△
 
1
.
3

1
0
5
.
5

1
.
3

2
0
6
,
4
4
3

1
2
3
.
1

1
,
6
7
7

４
～

６
月

1
0
1
.
1

△
 
0
.
3

9
8
.
9

△
 
1
.
1

1
0
2
.
2

0
.
8

2
0
9
,
3
7
3

1
2
8
.
8

1
,
6
2
5

７
～

９
月

1
0
0
.
3

△
 
0
.
8

9
6
.
7

△
 
1
.
8

1
0
3
.
7

1
.
1

2
0
7
,
8
1
6

1
2
5
.
9

1
,
6
5
0

1
0
～

1
2
月

1
0
0
.
4

△
 
0
.
8

9
8
.
0

△
 
1
.
2

1
0
2
.
4

0
.
4

2
0
7
,
9
7
3

1
2
7
.
6

1
,
6
2
9

3
1
年

１
～

３
月

9
8
.
8

△
 
0
.
9

9
2
.
2

△
 
2
.
4

1
0
7
.
2

1
.
6

2
0
4
,
5
8
1

1
2
0
.
2

1
,
7
0
2

令
和

元
年

４
～

６
月

1
0
0
.
4

△
 
0
.
7

9
5
.
4

△
 
3
.
5

1
0
5
.
2

3
.
0

2
0
7
,
9
8
5

1
2
4
.
3

1
,
6
7
3

７
～

９
月

1
0
0
.
9

0
.
6

9
5
.
1

△
 
1
.
7

1
0
6
.
1

2
.
3

2
0
8
,
9
5
8

1
2
4
.
0

1
,
6
8
6

1
0
～

1
2
月

1
0
1
.
1

0
.
7

9
6
.
1

△
 
1
.
9

1
0
5
.
2

2
.
7

2
0
9
,
5
2
6

1
2
5
.
3

1
,
6
7
3

２
年

１
～

３
月

1
0
0
.
0

1
.
2

9
1
.
9

△
 
0
.
3

1
0
8
.
8

1
.
5

2
0
7
,
1
5
1

1
1
9
.
7

1
,
7
3
1

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

　
　

　
２

　
事

業
所

規
模

５
～

２
９

人
、

調
査

産
業

計
の

数
値

で
あ

る
。

　
　

　
３

　
四

半
期

の
実

数
値

及
び

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

に
つ

い
て

は
、

労
働

基
準

局
賃

金
課

に
て

算
出

。

年
・

期

指
数

（
平

成
2
7
年

＝
1
0
0
）

実
数

（
参

考
）

所
定

内
給

与
所

定
内

労
働

時
間

所
定

内
給

与
所

定
内

労
働

時
間

前
年

比
前

年
比

前
年

比

-
9
-

16



　
　

ロ
　

一
般

労
働

者
の

賃
金

・労
働

時
間

の
推

移

年
所

定
内

時
間

当
た

り
所

定
内

時
間

当
た

り
所

定
内

時
間

当
た

り

実
労

働
時

間
所

定
内

給
与

実
労

働
時

間
所

定
内

給
与

実
労

働
時

間
所

定
内

給
与

①
②

①
／

②
③

④
③

／
④

⑤
⑥

⑤
／

⑥

（
千

円
）

（
時

間
）

（
円

）
（

％
）

（
千

円
）

（
時

間
）

（
円

）
（

％
）

（
千

円
）

（
時

間
）

（
円

）
（

％
）

平
成

2
2
年

2
9
6
.
2

1
6
5

1
,
7
9
5

0
.
6

2
5
9
.
2

1
7
1

1
,
5
1
6

△
0
.
3

2
5
5
.
5

1
7
4

1
,
4
6
8

△
0
.
3

2
3
年

2
9
6
.
8

1
6
6

1
,
7
8
8

△
0
.
4

2
5
7
.
4

1
7
2

1
,
4
9
7

△
1
.
3

2
5
3
.
9

1
7
4

1
,
4
5
9

△
0
.
6

2
4
年

2
9
7
.
7

1
6
5

1
,
8
0
4

0
.
9

2
5
8
.
2

1
7
2

1
,
5
0
1

0
.
3

2
5
5
.
5

1
7
4

1
,
4
6
8

0
.
6

2
5
年

2
9
5
.
7

1
6
3

1
,
8
1
4

0
.
5

2
6
1
.
5

1
7
0

1
,
5
3
8

2
.
5

2
5
9
.
9

1
7
2

1
,
5
1
1

2
.
9

2
6
年

2
9
9
.
6

1
6
3

1
,
8
3
8

1
.
3

2
6
2
.
4

1
7
1

1
,
5
3
5

△
0
.
2

2
6
0
.
3

1
7
4

1
,
4
9
6

△
1
.
0

2
7
年

3
0
4
.
0

1
6
4

1
,
8
5
4

0
.
8

2
6
4
.
4

1
7
2

1
,
5
3
7

0
.
2

2
6
4
.
6

1
7
4

1
,
5
2
1

1
.
7

2
8
年

3
0
4
.
0

1
6
4

1
,
8
5
4

0
.
0

2
6
6
.
4

1
7
1

1
,
5
5
8

1
.
3

2
6
0
.
5

1
7
3

1
,
5
0
6

△
1
.
0

2
9
年

3
0
4
.
3

1
6
5

1
,
8
4
4

△
0
.
5

2
6
9
.
0

1
7
1

1
,
5
7
3

1
.
0

2
6
2
.
6

1
7
2

1
,
5
2
7

1
.
4

3
0
年

3
0
6
.
2

1
6
4

1
,
8
6
7

1
.
2

2
6
8
.
3

1
7
1

1
,
5
6
9

△
0
.
3

2
6
8
.
6

1
7
1

1
,
5
7
1

2
.
9

令
和

元
年

3
0
7
.
7

1
6
0

1
,
9
2
3

3
.
0

2
7
3
.
2

1
6
8

1
,
6
2
6

3
.
6

2
7
0
.
6

1
6
9

1
,
6
0
1

1
.
9

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
数

値
は

、
各

年
と

も
６

月
に

つ
い

て
調

査
し

た
も

の
で

あ
り

、
調

査
産

業
計

で
あ

る
。

　
　

　
２

　
一

般
労

働
者

と
は

、
短

時
間

労
働

者
以

外
の

労
働

者
を

い
う

。
短

時
間

労
働

者
（

平
成

1
6
年

以
前

は
パ

ー
ト

タ
イ

ム
労

働
者

）
と

は
、

１
日

の
所

定
労

働
時

間
又

は
１

週
の

所
定

労
働

日
数

が

　
　

　
　

一
般

の
労

働
者

よ
り

も
少

な
い

労
働

者
を

い
う

。

　
　

　
３

　
前

年
比

は
、

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

の
対

前
年

増
減

率
で

あ
る

。

　
　

　
４

　
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
は

、
労

働
基

準
局

賃
金

課
に

て
算

出
。

1
0
人

以
上

1
0
～

9
9
人

５
～

９
人

所
定

内
給

与
所

定
内

給
与

所
定

内
給

与

前
年

比
前

年
比

前
年

比

-
1
0
-

17



　
　

ハ
　

月
間

労
働

時
間

の
動

き

(時
間
)

（
％

）
(時

間
)

（
％

）
(時

間
)

（
％

）
(時

間
)

（
％

）
(時

間
)

（
％

）
(
時

間
)

（
％

）

平
成
24
年

13
8.
5

-
13

4.
0

－
12

.2
-

15
.8

-
7.

7
－

1
0
.
8

－

25
年

13
6.
9

△
 1

.3
13

2.
0

△
 1

.5
12

.4
2.

7
16

.4
4.

2
8.

0
4.

6
1
0
.
6

△
 
1
.
8

26
年

13
6.
3

△
 0

.5
13

1.
1

△
 0

.7
12

.8
3.

9
17

.5
6.

9
8.

5
6.

5
1
1
.
2

5
.
4

27
年

13
5.
8

△
 0

.1
13

0.
3

△
 0

.6
12

.9
△
 1

.0
17

.6
△

 0
.4

8.
4

△
 2

.3
1
1
.
4

1
.
9

28
年

13
5.
8

0.
0

12
8.

9
△

 1
.0

12
.7

△
 1

.7
17

.5
△

 0
.6

8.
3

△
 0

.8
1
0
.
6

△
 
6
.
8

29
年

13
5.
7

△
 0

.1
12

8.
2

△
 0

.6
12

.7
△
 0

.1
17

.9
2.

4
8.

7
4.

7
1
1
.
2

5
.
4

30
年

13
4.
9

△
 0

.6
12

6.
4

△
 1

.3
12

.5
△
 1

.1
18

.0
0.

6
8.

3
△

 4
.7

1
1
.
5

2
.
5

令
和
元
年

13
2.
1

△
 2

.1
12

3.
5

△
 2

.4
12

.4
△
 1

.0
16

.7
△

 7
.5

8.
0

△
 3

.6
1
0
.
0

△
 
1
2
.
5

令
和
２
年
１
月

12
5.
9

1.
1

11
5.

0
1.

1
11

.8
△
 2

.5
14

.7
△

 9
.2

7.
5

0.
0

8
.
5

△
 
8
.
6

２
月

12
7.
7

△
 1

.5
12

2.
0

△
 1

.3
12

.1
△
 3

.2
15

.9
△

 1
0.

2
7.

9
△

 2
.5

1
0
.
0

△
 
1
1
.
5

３
月

13
0.
2

△
 0

.8
12

2.
1

△
 1

.0
11

.9
△
 7

.1
15

.8
△

 1
0.

2
7.

9
△

 6
.0

9
.
2

△
 
1
8
.
6

４
月

13
3.
3

△
 1

.7
12

2.
6

△
 4

.0
10

.6
△

 1
9.

1
13

.4
△

 2
3.

9
6.

8
△

 1
9.

0
7
.
8

△
 
2
9
.
1

資
料

出
所
　
厚
生
労
働
省
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」

（
注

）
１
　
再
集
計
さ
れ
た
平
成
24
年
以
降
の
公
表
値
を
掲
載
し

て
い

る
。

　
　

　
２
　
常
用
労
働
者
で
あ
り
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
を
含

ん
で

い
る

。

　
　

　
３
　
各
年
（
月
）
の
前
年
比
の
数
値
は
、
指
数
の
対
前
年

（
同

月
）

増
減

率
で

あ
る

。

前
年

比

製
造

業
調

査
産

業
計

年
・
期

所
定
内
労
働
時
間

所
定

外
労

働
時

間

30
人
以
上

５
～

29
人

30
人

以
上

５
～

29
人

調
査
産
業
計

調
査
産

業
計

調
査

産
業

計
製

造
業

前
年

比
前

年
比

前
年

比
前

年
比

前
年

比

-
1
1
-
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４
　

春
季

賃
上

げ
妥

結
状

況

　
(
1
)
　

春
季

賃
上

げ
妥

結
状

況
（

令
和

２
年

）

連
合

第
６

回
 
回

答
集

計
結

果
(
令

和
2
年

6
月

5
日

)
経

団
連

(
大

手
企

業
)
第

１
回

集
計

(
令

和
2
年

5
月

2
1
日

)

平
均

賃
上

げ
方

式

（
加

重
平

均
）

2
6
1
組

合
1
,
0
3
7
,
9
8
9
人

2
5
組

合
7
7
,
9
4
4
人

2
7
組

合
1
0
8
,
1
4
3
人

8
6
社

6
,
4
6
7
円

(
6
,
4
9
9
円

)
1
,
0
5
6
円

(
2
,
0
3
3
円

)
7
8
5
円

(
1
,
0
4
1
円

)
7
,
2
9
7
円

(
8
,
3
1
0
円

)

2
.1

4
%

(
2
.
1
4
%
)

0
.3

2
%

(
0
.
6
2
%
)

0
.2

7
%

(
0
.
3
8
%
)

2
.1

7
%

(
2
.
4
6
%
)

4
5
5
組

合
2
4
7
,
4
3
7
人

4
5
組

合
2
5
,
5
7
1
人

3
2
組

合
1
7
,
0
7
1
人

(
注

)
１

　
原

則
と

し
て

東
証

一
部

上
場

、
従

業
員

数

5
,
6
2
0
円

(
5
,
6
9
6
円

)
1
,
3
7
4
円

(
2
,
0
6
8
円

)
2
,
2
8
8
円

(
1
,
1
6
0
円

)
　

　
　

5
0
0
人

以
上

の
企

業
を

対
象

。

2
.0

9
%

(
2
.
1
1
%
)

0
.4

8
%

(
0
.
7
3
%
)

0
.9

5
%

(
0
.
4
7
%
)

　
　

２
　

1
4
3
社

(
5
7
,
0
%
)
か

ら
回

答
が

出
て

い
る

が
、

6
0
9
組

合
1
1
1
,
4
9
9
人

6
2
組

合
1
1
,
0
8
1
人

5
4
組

合
9
,
6
0
1
人

　
　

　
こ

の
う

ち
5
7
社

は
平

均
金

額
不

明
等

の
た

め
、

5
,
3
5
0
円

(
5
,
5
2
6
円

)
1
,
3
9
5
円

(
1
,
7
7
0
円

)
1
,
0
6
4
円

(
2
,
0
0
1
円

)
　

　
　

集
計

よ
り

除
外

。

2
.1

0
%

(
2
.
1
9
%
)

0
.5

2
%

(
0
.
6
6
%
)

0
.4

5
%

(
0
.
8
3
%
)

　
　

３
　

（
　

）
内

の
数

値
は

、
平

成
3
1
年

4
月

2
3
日

付

5
0
3
組

合
2
6
,
2
2
6
人

6
4
組

合
3
,
1
5
2
人

7
1
組

合
3
,
3
9
7
人

　
　

　
第

1
回

集
計

結
果

。

5
,
2
7
8
円

(
5
,
2
7
3
円

)
8
5
0
円

(
1
,
6
5
4
円

)
1
,
3
3
3
円

(
1
,
7
8
9
円

)

2
.1

8
%

(
2
.
2
0
%
)

0
.3

4
%

(
0
.
6
6
%
)

0
.5

7
%

(
0
.
7
8
%
)

1
,
8
2
8
組

合
1
,
4
2
3
,
1
5
1
人

1
9
6
組

合
1
1
7
,
7
4
8
人

1
8
4
組

合
1
3
8
,
2
1
2
人

6
,
1
8
8
円

(
6
,
2
8
0
円

)
1
,
1
6
9
円

(
1
,
8
5
1
円

)
1
,
3
4
0
円

(
1
,
5
9
3
円

)

2
.1

3
%

(
2
.
1
4
%
)

0
.4

3
%

(
0
.
6
7
%
)

0
.5

5
%

(
0
.
6
6
%
)

経
団

連
(
中

小
企

業
)
第

１
回

集
計

(
令

和
2
年

6
月

1
2
日

)

(
注

)
１

　
(
　

)
内

の
数

値
は

、
令

和
元

年
6
月

7
日

付
　

第
6
回

回
答

集
計

結
果

。
平

均
賃

上
げ

方
式

　
　

２
　

平
均

賃
上

げ
方

式
は

、
賃

上
げ

分
が

明
確

に
分

か
る

組
合

を
対

象
に

集
計

。
（

加
重

平
均

）

　
　

３
　

個
別

賃
金

方
式

は
「

純
ベ

ア
」

と
「

定
昇

込
み

」
方

式
が

あ
る

が
、

表
中

は
「

純
ベ

ア
」

方
式

の
数

値
で

あ
る

。
2
0
1
社

4
,
4
7
1
円

(
4
,
7
6
4
円

)

1
.7

2
%

(
1
.
8
7
%
)

連
合

(
有

期
・

短
時

間
・

契
約

等
労

働
者

)
第

６
回

 
回

答
集

計
結

果
(
令

和
2
年

6
月

5
日

)
(
注

)
１

　
原

則
と

し
て

従
業

員
数

5
0
0
人

未
満

の
企

業

　
　

　
を

対
象

。

賃
上

げ
額

2
5
.
1
8
円

(
2
4
.
3
2
円

)
2
7
.
1
6
円

（
2
5
.
8
8
円

）
　

　
２

　
2
0
4
社

(
2
7
.
1
%
)
か

ら
回

答
が

出
て

い
る

が
、

平
均

時
給

1
0
2
9
.
7
2
円

(
1
0
0
4
.
3
1
円

)
1
0
2
6
.
5
8
円

（
9
9
4
.
5
6
円

）
　

　
　

こ
の

う
ち

3
社

は
平

均
金

額
不

明
等

の
た

め
、

賃
上

げ
額

4
,
2
1
9
円

(
3
,
7
9
8
円

)
6
,
3
3
9
円

(
4
,
0
4
9
円

）
　

　
　

集
計

よ
り

除
外

。

賃
上

げ
率

2
.
0
5
%
(
1
.
8
5
%
)

3
.
0
3
%
(
1
.
9
7
%
)

　
　

３
　

了
承

、
妥

結
を

含
む

。

(
注

)
１

　
(
　

)
内

の
数

値
は

、
令

和
元

年
6
月

7
日

付
　

第
6
回

回
答

集
計

結
果

。
　

　
４

　
（

　
）

の
数

値
は

、
令

和
元

年
6
月

1
8
日

付

　
　

　
第

1
回

集
計

結
果

。

単
純

平
均

加
重

平
均

時
給

3
5
1
組

合
7
2
0
,
1
8
4
人

月
給

1
2
0
組

合
3
2
,
6
6
5
人

3
0
0
～

9
9
9
人

1
0
0
～

2
9
9
人

～
9
9
人

規
模

計

1
,
0
0
0
人

以
上

1
7
業

種
7
5
2
社

平
均

賃
上

げ
方

式
個

別
賃

金
方

式
（

１
組

合
当

た
り

単
純

平
均

）

（
加

重
平

均
）

3
5
歳

3
0
歳

主
要

2
1
業

種
大

手
2
5
1
社

-
1
2
-
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（

２
）

賃
上

げ
額

・
率

の
推

移

　
　
イ
　
１
人
当
た
り
平
均
賃
金
の
改
定
額
及
び
改
定
率
の
推
移

　
　
ロ
　
賃
金
の
改
定
の
状
況
、
賃
金
の
改
定
の
決
定
に
当
た
り
最
も
重
視
し
た

　
　
　
要
素
別
企
業
割
合
（
令
和
元
年
）

（
単
位
：
％
）

加
重

平
均

単
純

平
均

加
重

平
均

単
純

平
均

平
成

2
2

年
3
,
6
7
2

2
,
8
6
2

1
.
3

1
.
1

2
3

年
3
,
5
1
3

2
,
7
6
2

1
.
2

1
.
0

(
9
4
.
3
)

(
0
.
0
)

(
5
.
6
)

2
4

年
4
,
0
3
6

3
,
3
4
4

1
.
4

1
.
2

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

1
0
0
.
0

2
5

年
4
,
3
7
5

3
,
9
1
1

1
.
5

1
.
5

企
業

業
績

4
9
.
7

7
7
.
8

4
2
,
5

2
6

年
5
,
2
5
4

4
,
0
9
3

1
.
8

1
.
5

世
間

相
場

6
.
8

-
0
.
5

2
7

年
5
,
2
8
2

4
,
2
3
1

1
.
9

1
.
7

雇
用

の
維

持
6
.
2

-
1
.
4

2
8

年
5
,
1
7
6

4
,
5
5
9

1
.
9

1
.
8

労
働

力
の

確
保

・
定

着
1
0
.
2

-
5
.
3

2
9

年
5
,
6
2
7

4
,
9
2
0

2
.
0

1
.
9

物
価

の
動

向
0
.
2

-
-

3
0

年
5
,
6
7
5

4
,
9
5
2

2
.
0

1
.
9

労
使

関
係

の
安

定
1
.
7

-
-

令
和

元
年

5
,
5
9
2

5
,
0
8
0

2
.
0

1
.
9

親
会

社
又

は
関

連
（

グ
ル

ー
プ

）
会

社
の

改
定

の
動

向
3
.
8

-
0
.
3

前
年

度
の

改
定

の
実

績
4
.
7

2
2
.
2

-

そ
の

他
2
.
0

-
1
.
6

重
視

し
た

要
素

は
な

い
1
3
.
6

-
2
8
.
1

不
明

1
.
3

-
2
0
.
3

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃

金
引

上
げ

等
の

実
態

に
関

す
る

調
査

」
資

料
出

所
　

厚
生

労
働

省
「

賃
金

引
上

げ
等

の
実

態
に

関
す

る
調

査
特

別
集

計
」

（
注

）
１

　
１

人
当

た
り

平
均

賃
金

の
改

定
額

及
び

改
定

率
は

、
１

か
月

当
た

り
の

１
人

（
注

）
（

　
）

内
は

全
企

業
に

占
め

る
賃

金
の

改
定

状
況

そ
れ

ぞ
れ

の
企

業
割

合
で

あ
る

。
　

　
　

　
平

均
所

定
内

賃
金

の
改

定
額

、
改

定
率

で
あ

る
。

　
　

　
２

　
加

重
平

均
と

は
常

用
労

働
者

数
に

よ
る

加
重

平
均

、
単

純
平

均
と

は
企

業
数

　
　

　
　

に
よ

る
平

均
で

あ
る

。

賃
金

の
改

定
を

実
施

し
な

い
企

業

計

年
賃

金
の

改
定

額
（

円
）

賃
金

の
改

定
率

（
％

）
１

人
当

た
り

平
均

賃
金

を
引

き
上

げ
た

・
引

き
上

げ
る

企
業

１
人

当
た

り
平

均
賃

金
を

引
き

下
げ

た
・

引
き

下
げ

る
企

業

-
1
3
-
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５
　

夏
季

賞
与

・
一

時
金

妥
結

状
況

連
合

第
６

回
 回

答
集

計
結

果
(令

和
2
年

6
月

5
日

)

集
計

対
象

組
合

対
象

組
合

員
数

（参
考

）昨
年

対
比

集
計

対
象

組
合

対
象

組
合

員
数

1,
64

4組
合

1,
32

3,
42

8人
1
,9

8
6
組

合
1
,5

8
8
,8

8
7
人

1,
19

1組
合

74
2,

78
4人

1
,2

6
8
組

合
7
4
0
,6

5
0
人

1,
79

5組
合

1,
75

3,
34

1人
2
,2

3
4
組

合
1
,9

1
2
,3

6
2
人

1,
08

6組
合

1,
04

5,
14

5人
1
,2

0
7
組

合
1
,0

6
8
,0

0
9
人

注
　

（１
）△

は
マ

イ
ナ

ス
を

表
す

。
以

下
同

じ
。

　
　

 （
２

）2
01

9年
回

答
の

数
値

は
20

19
年

6月
7日

付
　

第
6回

集
計

結
果

経
団

連
第

1回
集

計
(令

和
2
年

6
月

1
7
日

)

社
数

妥
結

額
増

減
率

（％
）

社
数

妥
結

額
増

減
率

（
％

）

総
平

均
86

92
5,

94
7

△
 6

.0
0

83
97

1,
77

7
△

 2
.5

2

製
造

業
平

均
79

90
0,

96
0

△
 5

.1
4

75
94

2,
30

6
△

 2
.2

9

非
製

造
業

平
均

7
1,

07
9,

91
5

△
 9

.8
8

8
1,

34
0,

27
5

△
 3

.3
1

注
（１

）調
査

対
象

は
主

要
21

業
種

・大
手

25
7社

。
東

証
一

部
上

場
、

従
業

員
50

0人
以

上
が

原
則

。
　

（２
）1

8業
種

14
4社

（5
6.

0％
）で

妥
結

が
出

て
い

る
が

、
こ

の
う

ち
58

社
は

平
均

額
不

明
な

ど
の

た
め

集
計

よ
り

除
外

。
　

（３
）数

値
は

組
合

員
一

人
当

た
り

の
加

重
平

均
（一

部
従

業
員

平
均

含
む

）。
　

（４
）２

０
１

９
年

夏
季

の
数

値
は

、
20

19
年

6月
1
1日

付
第

1回
集

計
結

果
。

調
査

対
象

は
主

要
2
1
業

種
・
大

手
2
5
1
社

。
  
 1

7業
種

1
16

社
（4

6.
2％

）で
妥

結
が

出
て

い
る

が
、

こ
の

う
ち

33
社

は
平

均
額

不
明

な
ど

の
た

め
集

計
よ

り
除

外
。

　
（５

）増
減

率
は

、
各

年
の

集
計

企
業

の
前

年
の

妥
結

額
か

ら
の

増
減

率
を

示
し

た
も

の
（同

対
象

比
較

）
。

一
時

金
20

20
回

答
2
0
1
9
回

答

夏 季

回
答

月
数

2.
28

ヶ
月

△
0.

1
7
ヶ

月

2
.4

5
ヶ

月

回
答

額
68

0,
03

3円

２
０

２
０

年
夏

季
２

０
１

９
年

夏
季

△
2
0
,8

8
3
円

7
0
0
,9

1
6
円

年 間

回
答

月
数

4.
83

ヶ
月

△
0.

0
3
ヶ

月

4
.8

6
ヶ

月

回
答

額
1,

58
6,

31
4円

3
3
,6

1
3
円

1
,5

5
2
,7

0
1
円

-
1
4
-
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６

　
消

費
者

物
価

指
数

の
対

前
年

上
昇

率
の

推
移

（
全

国
・

ラ
ン

ク
別

）

年

区
分

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

全
国

△
 
0
.
8

△
 
0
.
3

0
.
0

0
.
5

3
.
3

1
.
0

△
 
0
.
1

0
.
6

1
.
2

0
.
6

0
.
8

0
.
5

0
.
5

0
.
1

0
.
0

Ａ
ラ

ン
ク

△
 
1
.
0

△
 
0
.
5

0
.
0

0
.
4

3
.
0

1
.
2

△
 
0
.
1

0
.
3

1
.
1

0
.
6

0
.
6

0
.
3

0
.
2

0
.
0

0
.
2

Ｂ
ラ

ン
ク

△
 
0
.
8

△
 
0
.
3

0
.
1

0
.
5

3
.
3

1
.
2

△
 
0
.
1

0
.
6

1
.
2

0
.
6

0
.
7

0
.
6

0
.
4

0
.
1

0
.
1

Ｃ
ラ

ン
ク

△
 
0
.
9

△
 
0
.
3

△
 
0
.
1

0
.
4

3
.
3

1
.
0

△
 
0
.
1

0
.
6

1
.
2

0
.
6

0
.
8

0
.
5

0
.
4

0
.
0

△
 
0
.
1

Ｄ
ラ

ン
ク

△
 
0
.
8

△
 
0
.
2

0
.
0

0
.
3

3
.
2

0
.
9

0
.
0

0
.
7

1
.
2

0
.
5

0
.
6

0
.
4

0
.
3

△
 
0
.
1

△
 
0
.
4

資
料

出
所

　
総

務
省

「
消

費
者

物
価

指
数

」

（
注

）
１

　
指

数
は

、
「

持
家

の
帰

属
家

賃
を

除
く

総
合

」
を

用
い

た
。

　
　

　
２

　
各

ラ
ン

ク
の

数
値

は
都

道
府

県
の

県
庁

所
在

地
に

お
け

る
指

数
を

単
純

平
均

し
、

そ
の

対
前

年
上

昇
率

を
算

出
し

た
も

の
で

あ
る

。

　
　

　
３

　
各

ラ
ン

ク
は

、
各

年
に

お
け

る
適

用
ラ

ン
ク

で
あ

る
。

令
和

２
年

2
6
年

2
7
年

2
8
年

2
9
年

3
0
年

令
和

元
年

2
5
年

平
成

2
2
年

2
3
年

2
4
年

-
1
5
-
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７
　

地
域

別
最

低
賃

金
額

（時
間

額
）
、

未
満

率
及

び
影

響
率

の
推

移

平
成
22

年
23

年
24
年

25
年

26
年

27
年

2
8
年

2
9
年

3
0
年

令
和
元
年

７
３
０

７
３
７

７
４

９
７

６
４

７
８

０
７

９
８

８
２
３

８
４
８

８
７
４

９
０
１

１
．
６

１
．
７

２
．

１
１

．
９

２
．

０
１

．
９

２
．
７

１
．
７

１
．
９

１
．
６

４
．
１

３
．
４

４
．

９
７

．
４

７
．

３
９

．
０

１
１
．
１

１
１
．
９

１
３
．
８

１
６
．
３

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
最
低
賃
金
に
関
す
る
基
礎
調
査
」

（
注
）
１
　
最
低
賃
金
額
は
、
全
国
加
重
平
均
で
あ
る
。

　
　
　
２
　
「
未
満
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
正
す
る
前
に
、
最
低
賃
金
額
を
下
回
っ
て
い
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
３
　
「
影
響
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
正
し
た
後
に
、
改
正
後
の
最
低
賃
金
額
を
下
回
る
こ
と
と
な
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
４
　
事
業
所
規
模
30
人
未
満
（
製
造
業
等
は
10
0人

未
満
）
を
調
査
対
象
と
し
て
い
る
。

地
域

別
最

低
賃

金
（

円
）

未
満

率
（

％
）

影
響

率
（

％
）

-
1
6
-
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８
　
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
特
別
集
計
に
よ
る
未
満
率
及
び
影
響
率

未
満
率
及
び
影
響
率
の
イ
メ
ー
ジ
図

（
単
位
：
％
）

平
成
22
年

23
年

24
年

25
年

26
年

27
年

28
年

29
年

30
年

令
和
元
年

未
満
率

１
．
５

１
．
８

１
．
８

２
．
０

１
．
９

１
．
９

１
．
５

１
．
５

１
．
６

１
．
９

影
響
率

２
．
６

２
．
５

２
．
８

３
．
６

３
．
６

４
．
０

４
．
５

４
．
９

５
．
１

６
．
０

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
特
別
集
計
」

（
注
）
１
　
「
未
満
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
正
す
る
前
に
、
最
低
賃
金
額
を
下
回
っ
て
い
る

　
　
　
　
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
２
　
「
影
響
率
」
と
は
、
最
低
賃
金
額
を
改
正
し
た
後
に
、
改
正
後
の
最
低
賃
金
額
を
下
回
る

　
　
　
　
こ
と
と
な
る
労
働
者
割
合
で
あ
る
。

　
　
　
３
　
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
の
調
査
対
象
事
業
所
に
は
、
事
業
所
規
模
１
～
４
人

　
　
　
　
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

※
曲
線
は
、
賃
金
額
を
横
軸
に
と
っ
た
と
き
の
労
働
者
分
布
を
表
し
て
い
る
。

改 正 前 最 低 賃 金 額

改 正 後 最 低 賃 金 額

賃
金
額

労 働 者 数

影
響

率

未
満
率

-
1
7
-
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９
　

地
域

別
最

低
賃

金
と

賃
金

水
準

と
の

関
係

（
一

般
労

働
者

）

項
目

地
域

別
最

低
賃

金

（
全

国
加

重
平

均
額

）

年
①

②
③

④
＝

②
／

③
①

／
④

⑤
⑥

⑦
＝

⑤
／

⑥
①

／
⑦

（
円

）
（

千
円

）
（

時
間

）
（

円
）

（
％

）
（

千
円

）
（

時
間

）
（

円
）

（
％

）

平
成

2
2
年

7
3
0

2
9
6
.
2

1
6
5

1
,
7
9
5

4
0
.
7

2
5
9
.
2

1
7
1

1
,
5
1
6

4
8
.
2

2
3
年

7
3
7

2
9
6
.
8

1
6
6

1
,
7
8
8

4
1
.
2

2
5
7
.
4

1
7
2

1
,
4
9
7

4
9
.
2

2
4
年

7
4
9

2
9
7
.
7

1
6
5

1
,
8
0
4

4
1
.
5

2
5
8
.
2

1
7
2

1
,
5
0
1

4
9
.
9

2
5
年

7
6
4

2
9
5
.
7

1
6
3

1
,
8
1
4

4
2
.
1

2
6
1
.
5

1
7
0

1
,
5
3
8

4
9
.
7

2
6
年

7
8
0

2
9
9
.
6

1
6
3

1
,
8
3
8

4
2
.
4

2
6
2
.
4

1
7
1

1
,
5
3
5

5
0
.
8

2
7
年

7
9
8

3
0
4
.
0

1
6
4

1
,
8
5
4

4
3
.
1

2
6
4
.
4

1
7
2

1
,
5
3
7

5
1
.
9

2
8
年

8
2
3

3
0
4
.
0

1
6
4

1
,
8
5
4

4
4
.
4

2
6
6
.
4

1
7
1

1
,
5
5
8

5
2
.
8

2
9
年

8
4
8

3
0
4
.
3

1
6
5

1
,
8
4
4

4
6
.
0

2
6
9
.
0

1
7
1

1
,
5
7
3

5
3
.
9

3
0
年

8
7
4

3
0
6
.
2

1
6
4

1
,
8
6
7

4
6
.
8

2
6
8
.
3

1
7
1

1
,
5
6
9

5
5
.
7

令
和

元
年

9
0
1

3
0
7
.
7

1
6
0

1
,
9
2
3

4
6
.
9

2
7
3
.
2

1
6
8

1
,
6
2
6

5
5
.
4

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
」

（
注

）
　

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

及
び

時
間

額
比

は
、

労
働

基
準

局
賃

金
課

に
て

算
出

。

時
間

額
所

定
内

給
与

(
月

額
)

所
定

内
実

労
働

時
間

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

時
間

額
比

時
間

額
比

一
般

労
働

者
（

男
女

計
）

産
業

計
・

企
業

規
模

1
0
人

以
上

産
業

計
・

企
業

規
模

1
0
～

9
9
人

所
定

内
給

与
(
月

額
)

所
定

内
実

労
働

時
間

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

-
1
8
-
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９
　

地
域

別
最

低
賃

金
と

賃
金

水
準

と
の

関
係

（
短

時
間

労
働

者
）

地
域

別
最

低
賃

金

（
全

国
加

重
平

均
額

）

所
定

内
給

与
所

定
内

給
与

所
定

内
給

与
所

定
内

給
与

（
時

間
額

）
（

時
間

額
）

（
時

間
額

）
（

時
間

額
）

（
男

女
計

）
（

女
性

）
（

男
女

計
）

（
女

性
）

年
①

②
①

／
②

③
①

／
③

④
①

／
④

⑤
①

／
⑤

（
円

）
（

円
）

（
％

）
（

円
）

（
％

）
（

円
）

（
％

）
（

円
）

（
％

）

平
成

2
2
年

7
3
0

1
,
0
0
4

7
2
.
7

9
7
9

7
4
.
6

1
,
0
0
4

7
2
.
7

9
7
0

7
5
.
3

2
3
年

7
3
7

1
,
0
1
5

7
2
.
6

9
8
8

7
4
.
6

1
,
0
2
4

7
2
.
0

9
8
8

7
4
.
6

2
4
年

7
4
9

1
,
0
2
6

7
3
.
0

1
,
0
0
1

7
4
.
8

1
,
0
3
8

7
2
.
2

1
,
0
0
2

7
4
.
8

2
5
年

7
6
4

1
,
0
3
0

7
4
.
2

1
,
0
0
7

7
5
.
9

1
,
0
2
9

7
4
.
2

9
9
7

7
6
.
6

2
6
年

7
8
0

1
,
0
4
1

7
4
.
9

1
,
0
1
2

7
7
.
1

1
,
0
4
4

7
4
.
7

1
,
0
0
1

7
7
.
9

2
7
年

7
9
8

1
,
0
5
9

7
5
.
4

1
,
0
3
2

7
7
.
3

1
,
0
6
9

7
4
.
6

1
,
0
3
2

7
7
.
3

2
8
年

8
2
3

1
,
0
7
5

7
6
.
6

1
,
0
5
4

7
8
.
1

1
,
0
6
8

7
7
.
1

1
,
0
3
7

7
9
.
4

2
9
年

8
4
8

1
,
0
9
6

7
7
.
4

1
,
0
7
4

7
9
.
0

1
,
0
8
9

7
7
.
9

1
,
0
5
5

8
0
.
4

3
0
年

8
7
4

1
,
1
2
8

7
7
.
5

1
,
1
0
5

7
9
.
1

1
,
1
1
7

7
8
.
2

1
,
0
8
2

8
0
.
8

令
和

元
年

9
0
1

1
,
1
4
8

7
8
.
5

1
,
1
2
7

7
9
.
9

1
,
1
4
7

7
8
.
6

1
,
1
1
5

8
0
.
8

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
賃

金
構

造
基

本
統

計
調

査
」

（
注

）
　

時
間

額
比

は
、

労
働

基
準

局
賃

金
課

に
て

算
出

。

短
時

間
労

働
者

産
業

計
・

企
業

規
模

1
0
人

以
上

産
業

計
・

企
業

規
模

1
0
～

9
9
人

時
間

額
時

間
額

比
時

間
額

比
時

間
額

比
時

間
額

比

-
1
9
-
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９
　

地
域

別
最

低
賃

金
と

賃
金

水
準

と
の

関
係

（
毎

月
勤

労
統

計
調

査
、

産
業

計
・

事
業

所
規

模
3
0
人

以
上

）

項
目

地
域

別
最

低
賃

金

（
全

国
加

重
平

均
額

）

年
①

②
③

④
 
②

／
③

⑤
＝

②
／

④
①

／
⑤

（
円

）
（

円
）

（
日

）
（

時
間

）
（

円
）

（
円

）
（

％
）

平
成

2
4
年

7
4
9

2
6
7
,
3
1
3

1
9
.
1

1
3
8
.
5

1
3
,
9
9
5

1
,
9
3
0

3
8
.
8

2
5
年

7
6
4

2
6
6
,
8
6
0

1
8
.
9

1
3
6
.
9

1
4
,
1
2
0

1
,
9
4
9

3
9
.
2

2
6
年

7
8
0

2
6
8
,
8
8
1

1
8
.
9

1
3
6
.
3

1
4
,
2
2
7

1
,
9
7
3

3
9
.
5

2
7
年

7
9
8

2
6
5
,
5
4
0

1
8
.
8

1
3
5
.
8

1
4
,
1
2
4

1
,
9
5
5

4
0
.
8

2
8
年

8
2
3

2
6
7
,
2
1
0

1
8
.
8

1
3
5
.
8

1
4
,
2
1
3

1
,
9
6
8

4
1
.
8

2
9
年

8
4
8

2
6
8
,
7
3
6

1
8
.
7

1
3
5
.
7

1
4
,
3
7
1

1
,
9
8
0

4
2
.
8

3
0
年

8
7
4

2
7
0
,
6
9
4

1
8
.
6

1
3
4
.
9

1
4
,
5
5
3

2
,
0
0
7

4
3
.
6

令
和

元
年

9
0
1

2
7
0
,
9
1
2

1
8
.
2

1
3
2
.
1

1
4
,
8
8
5

2
,
0
5
1

4
3
.
9

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
」

（
注

）
１

　
再

集
計

さ
れ

た
平

成
2
4
年

以
降

の
公

表
値

を
掲

載
し

て
い

る
。

　
　

　
２

　
常

用
労

働
者

で
あ

り
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
を

含
ん

で
い

る
。

　
　

　
３

　
一

日
当

た
り

所
定

内
給

与
、

時
間

当
た

り
所

定
内

給
与

及
び

時
間

額
比

は
労

働
基

準
局

賃
金

課
に

て
算

出
。

厚
生

労
働

省
「

毎
月

勤
労

統
計

調
査

」

産
業

計
・

事
業

所
規

模
３

０
人

以
上

時
間

額
所

定
内

給
与

（
月

額
）

月
間

出
勤

日
数

所
定

内
労

働
時

間
一

日
当

た
り

所
定

内
給

与
時

間
当

た
り

所
定

内
給

与
時

間
額

比

-
2
0
-

27



1
0
　

企
業

の
業

況
判

断
及

び
収

益
　
(1
)
　
日
銀
短
観
に
よ
る
企
業
の
業
況
判
断
及
び
収
益

　
イ
　
業
況
判
断
（
Ｄ
Ｉ
）

（
「

良
い

」
－

「
悪

い
」

・
％

ポ
イ

ン
ト

）

平
成

31
年

３
月

６
月

９
月

12
月

３
月

６
月

９
月

12
月

３
月

６
月

９
月

12
月

最
近

先
行

き

製
造
業

8
11

15
19

18
17

16
16

7
3

-1
-4

-1
2

-
2
2

非
製
造
業

11
13

14
14

15
15

14
15

15
14

14
11

1
-
1
4

製
造
業

12
17

22
25

24
21

19
19

12
7

5
0

-8
-
1
1

非
製
造
業

20
23

23
23

23
24

22
24

21
23

21
20

8
-
1

製
造
業

11
12

17
19

19
20

15
17

7
5

2
1

-8
-
2
0

非
製
造
業

17
18

19
20

21
20

18
17

18
18

18
14

0
-
1
4

製
造
業

5
7

10
15

15
14

14
14

6
-1

-4
-9

-1
5

-
2
9

非
製
造
業

4
7

8
9

10
8

10
11

12
10

10
7

-1
-
1
9

資
料
出
所
　
日
本
銀
行
「
全
国
企
業
短
期
経
済
観
測
調
査
」
（

日
銀

短
観

）

（
注
）
１
 調

査
対
象

調
査
対
象
企
業
は
下
表
の
と
お
り

で
あ

る
。

な
お

、
平

成
30

年
３

月
調

査
に

お
い

て
「

平
成

26
年

経
済

セ
ン

サ
ス

‐
基

礎
調

査
」

に
基

づ
く

調
査

対
象

企
業

の
見

直
し

を

行
っ
て
い
る
（
前
回
の
見
直
し
は

平
成

27
年

３
月

調
査

）
。

調
査

対
象

企
業

数
は

、
平

成
30

年
３

月
調

査
の

時
点

で
、

10
,0

20
で

あ
る

。

大
企
業

中
堅
企
業

中
小
企
業

　
　
　
２
　
業
況
判
断
（
Ｄ
Ｉ
）

(1
)　

回
答
企
業
の
収
益
を
中
心
と
し
た
、
業
況

に
つ

い
て

の
全

般
的

な
判

断
を

、
「

最
近

（
回

答
時

点
）

の
状

況
」

お
よ

び
「

先
行

き
（

３
か

月
後

）
の

状
況

」
に

つ
い

て
、

　
　
季
節
変
動
を
除
い
た
実
勢
ベ
ー
ス
で
、
３
つ

の
選

択
肢

（
「

１
．

良
い

」
、

「
２

．
さ

ほ
ど

良
く

な
い

」
、

「
３

．
悪

い
」

）
の

中
か

ら
１

つ
を

選
び

回
答

し
て

も
ら

う
。

(2
)　

３
つ
の
選
択
肢
毎
の
回
答
社
数
を
単
純
集

計
し

、
全

回
答

社
数

に
対

す
る

「
回

答
社

数
構

成
百

分
比

」
を

算
出

す
る

。

　
　
そ
し
て
、
次
式
に
よ
り
デ
ィ
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン

・
イ

ン
デ

ッ
ク

ス
（

Di
ff

us
io

nI
nd

ex
）

を
算

出
す

る
。

令
和

２
年

３
月

規
模
計

1億
円
以
上
10

億
円
未

満

平
成
29

年
平

成
30

年
令

和
元

年

大
企
業

中
堅

企
業

中
小

企
業

資
本
金

10
億
円
以
上

2千
万
円
以
上
1億

円
未
満

Ｄ
.Ｉ

.＝
（
第
１
選
択
肢
の
回
答
者
数
構
成

百
分

比
）

－
（

第
３

選
択

肢
の

回
答

者
数

構
成

百
分

比
）

-
2
1
-
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ロ
　
経
常
利
益
増
減

　
　
ハ
　
売
上
高
経
常
利
益
率

（
前

年
度

比
・

％
）

（
％

）

平
成

2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
令

和
元

年
度

令
和

2
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
令

和
元

年
度

令
和

2
年

度

（
計

画
）

（
計

画
）

（
計

画
）

（
計

画
）

製
造

業
1
6
.
2

-
0
.
3

-
1
2
.
8

-
2
.
8

製
造

業
7
.
3
2

7
.
0
9

6
.
3
1

6
.
1
1

非
製

造
業

9
.
1

0
.
9

-
3
.
9

-
2
.
4

非
製

造
業

5
.
0
8

5
.
0
1

4
.
8
1

4
.
7
0

製
造

業
2
0
.
8

-
0
.
9

-
1
3
.
3

-
2
.
8

製
造

業
8
.
5
2

8
.
2
1

7
.
2
6

7
.
0
2

非
製

造
業

1
4
.
3

-
0
.
1

-
4
.
5

-
1
.
2

非
製

造
業

6
.
6
7

6
.
5
3

6
.
3
2

6
.
2
1

製
造

業
1
.
6

5
.
8

-
4
.
4

-
5
.
0

製
造

業
5
.
2
3

5
.
3
3

5
.
1
3

4
.
8
5

非
製

造
業

4
.
7

4
.
0

-
2
.
6

-
4
.
0

非
製

造
業

3
.
8
5

3
.
8
8

3
.
7
1

3
.
5
5

製
造

業
4
.
0

-
1
.
8

-
1
8
.
1

-
0
.
1

製
造

業
4
.
7
1

4
.
5
2

3
.
8
1

3
.
8
2

非
製

造
業

-
0
.
5

1
.
1

-
3
.
3

-
4
.
4

非
製

造
業

3
.
5
5

3
.
5
1

3
.
3
9

3
.
2
9

資
料

出
所

　
日

本
銀

行
「

全
国

企
業

短
期

経
済

観
測

調
査

」
（

日
銀

短
観

）
資

料
出

所
　

日
本

銀
行

「
全

国
企

業
短

期
経

済
観

測
調

査
」

（
日

銀
短

観
）

（
注

）
経

常
利

益
増

減
（

注
）

売
上

高
経

常
利

益
率

　
　

回
答

企
業

の
経

常
損

益
（

損
益

計
算

書
を

作
成

す
る

場
合

の
経

常
損

益
。

財
務

　
　

回
答

企
業

の
総

売
上

高
（

財
務

諸
表

等
規

則
に

準
拠

し
、

回
答

企
業

の

　
諸

表
等

規
則

に
準

拠
し

、
回

答
企

業
の

個
別

決
算

ベ
ー

ス
。

）
に

つ
い

て
、

年
度

　
個

別
決

算
ベ

ー
ス

。
）

に
つ

い
て

、
経

常
利

益
増

減
と

同
様

の
方

法
に

　
の

実
績

計
数

、
お

よ
び

計
画

（
予

測
）

計
数

を
回

答
し

て
も

ら
い

、
こ

れ
を

単
純

　
よ

り
母

集
団

推
計

値
を

算
出

し
、

こ
れ

で
経

常
損

益
の

母
集

団
推

計
値

を

　
集

計
し

、
「

平
成

2
6
年

経
済

セ
ン

サ
ス

‐
基

礎
調

査
」

（
総

務
省

・
経

済
産

業
省

）
　

除
し

て
、

売
上

高
経

常
利

益
率

を
算

出
す

る
。

　
に

収
録

の
民

間
企

業
を

母
集

団
と

し
て

推
計

値
に

換
算

し
た

も
の

を
、

前
期

値
と

　
比

較
し

て
率

を
算

出
す

る
。

中
堅

企
業

中
堅

企
業

中
小

企
業

中
小

企
業

規
模

計
規

模
計

大
企

業
大

企
業

-
2
2
-

29



（
注

）
1
.
シ

ャ
ド

ー
は

、
景

気
後

退
期

（
内

閣
府

調
べ

、
以

下
同

じ
）

。

 
 
 
 
 
 
2
.
2
0
0
4
年

3
月

調
査

よ
り

調
査

対
象

企
業

等
の

見
直

し
を

行
な

っ
た

こ
と

か
ら

、
2
0
0
3
年

1
2
月

調
査

以
前

と
2
0
0
4
年

3
月

調
査

以
降

の
計

数
は

連
続

し
な

い
(
2
0
0
3
年

1
2
月

調
査

に
つ

い
て

は
、

新
ベ

ー
ス

に
よ

る

 
 
 
 
 
 
 
 
再

集
計

結
果

を
併

記
）

。
以

下
同

じ
。

▽
業
況
判

断
の

推
移

「
良
い
」
超

「
悪
い
」
超

（
参

考
）

「
良
い
」
超

「
悪
い
」
超

「
良
い
」
超

「
悪
い
」
超

（
参

考
）

「
良
い
」
超

「
悪
い
」
超

「
良
い
」
超

「
悪
い
」
超

（
参

考
）

「
良
い
」
超

「
悪
い
」
超

－
23
－

30



▽
売
上
高
経
常
利
益
率
の
推
移

製
  
造
  
業

非
 製

 造
 業

－
24
－

31



　
(
2
)
　

法
人

企
業

統
計

に
よ

る
企

業
収

益

（
単

位
：

億
円

、
％

）

9
.
9

1
1
.
4

0
.
4

1
0
.
3

▲
 
1
2
.
0

▲
 
5
.
3

▲
 
4
.
6

▲
 
3
2
.
0

　
資

本
金

規
模

1
0
億

円
以

上

　
　

前
年

同
期

比
5
.
5

9
.
1

4
.
2

1
2
.
7

▲
 
1
8
.
5

▲
 
1
2
.
7

▲
 
2
.
6

▲
 
4
6
.
1

　
　

〃
　

１
億

円
～

1
0
億

円

　
　

前
年

同
期

比
1
1
.
9

1
6
.
3

5
.
1

6
.
9

▲
 
3
.
9

▲
 
1
.
3

▲
 
1
0
.
7

▲
 
2
9
.
3

　
　

〃
　

1
,
0
0
0
万

円
～

１
億

円

　
　

前
年

同
期

比
1
7
.
3

1
3
.
3

▲
 
1
1
.
2

8
.
6

4
.
4

8
.
7

▲
 
5
.
3

▲
 
1
1
.
5

5
.
2

5
.
4

5
.
5

6
.
0

6
.
7

5
.
0

5
.
3

4
.
2

　
資

本
金

規
模

1
0
億

円
以

上
7
.
9

8
.
1

8
.
2

7
.
4

1
0
.
3

6
.
4

7
.
6

3
.
8

　
　

〃
　

１
億

円
～

1
0
億

円
4
.
2

4
.
5

4
.
6

4
.
8

4
.
0

4
.
2

3
.
9

3
.
5

　
　

〃
　

1
,
0
0
0
万

円
～

１
億

円
3
.
5

3
.
8

3
.
6

5
.
1

4
.
4

3
.
8

3
.
6

5
.
1

資
料

出
所

　
財

務
省

「
法

人
企

業
統

計
」

（
注

）
　

金
融

業
、

保
険

業
を

除
く

全
産

業
。

1
7
3
,
2
3
2

1
8
5
,
7
5
9

平
成

３
０

年
度

8
3
9
,
1
7
7

1
1
2
,
6
9
9

1
4
5
,
2
3
2

4
8
2
,
3
7
8

2
3
2
,
3
2
5

平
成

2
8
年

度
平

成
2
9
年

度

8
3
5
,
5
4
3

1
3
6
,
6
1
7

1
8
3
,
7
8
9

4
2
4
,
3
2
5

令
和

２
年

１
～

３
月

期
４

～
６

月
期

７
～

９
月

期
1
0
～

1
2
月

期
１

～
３

月
期

平
成

3
1
年

令
和

元
年

売 上 高 経 常 利 益 率

規
模

計

2
5
,
7
8
8

1
8
2
,
5
6
6

7
3
,
2
5
7

1
1
1
,
7
7
3

3
6
,
4
8
4

2
8
,
1
4
2

2
0
6
,
8
8
3

2
9
,
2
3
9

5
8
,
9
5
0

5
0
,
5
8
2

4
7
,
6
3
0

6
4
,
8
1
9

経 常 利 益

9
1
,
2
4
2

1
0
8
,
8
9
0

6
0
,
7
5
4

3
1
,
4
0
7

4
6
2
,
9
9
8

1
3
0
,
0
4
5

1
5
1
,
3
6
0

前
年

同
期

比

規
模

計
7
4
9
,
8
7
2

2
2
2
,
4
4
0

-
2
5
-

32



　
(
3
)
　

中
小

企
業

景
況

調
査

に
よ

る
業

況
判

断
（

Ｄ
Ｉ

）

（
「

好
転

」
－

「
悪

化
」

・
％

ポ
イ

ン
ト

、
前

年
同

期
比

）

平
成

3
1
年

令
和

２
年

１
－

３
月

４
－

６
月

７
－

９
月

1
0
－

1
2
月

１
－

３
月

４
－

６
月

７
－

９
月

1
0
－

1
2
月

１
－

３
月

４
－

６
月

７
－

９
月

1
0
－

1
2
月

１
－

３
月

合
計

-
2
3
.
2

-
1
5
.
9

-
1
6
.
9

-
1
7
.
4

-
1
9
.
3

-
1
6
.
1

-
1
8
.
5

-
1
8
.
0

-
2
0
.
1

-
1
7
.
3

-
1
9
.
7

-
2
3
.
9

-
3
2
.
6

製
造

業
-
1
8
.
3

-
1
1
.
7

-
1
2
.
1

-
7
.
4

-
1
1
.
7

-
9
.
4

-
1
3
.
4

-
1
2
.
5

-
1
8
.
2

-
1
7
.
2

-
2
1
.
9

-
2
5
.
9

-
3
7
.
3

建
設

業
-
1
2
.
3

-
8
.
2

-
8
.
2

-
5
.
4

-
7
.
1

-
6
.
6

-
7
.
9

-
3
.
8

-
4
.
3

-
1
.
9

-
1
.
9

-
3
.
4

-
1
1
.
6

卸
売

業
-
1
9
.
7

-
1
5
.
6

-
1
5
.
9

-
1
4
.
8

-
1
4
.
8

-
1
5
.
9

-
1
4
.
7

-
1
3
.
8

-
2
0
.
1

-
2
0
.
2

-
2
2
.
2

-
2
8
.
1

-
3
7
.
9

小
売

業
-
3
7
.
4

-
2
8
.
7

-
3
0
.
3

-
3
3
.
7

-
3
3
.
6

-
3
0
.
0

-
3
1
.
4

-
3
1
.
0

-
3
2
.
2

-
2
9
.
2

-
3
0
.
4

-
3
6
.
2

-
4
1
.
0

サ
ー

ビ
ス

業
-
2
1
.
3

-
1
2
.
5

-
1
3
.
7

-
1
8
.
1

-
2
0
.
0

-
1
4
.
6

-
1
7
.
7

-
1
8
.
6

-
1
8
.
5

-
1
3
.
9

-
1
6
.
6

-
2
0
.
6

-
2
9
.
9

資
料

出
所

　
中

小
企

業
庁

「
中

小
企

業
景

況
調

査
」

（
注

）
１

　
本

調
査

の
調

査
対

象
企

業
は

以
下

の
と

お
り

（
全

国
で

約
１

万
９

千
社

）
で

あ
る

。

　
　

　
　

製
造

業
・

建
設

業
資

本
金

３
億

円
以

下
又

は
従

業
員

３
０

０
人

以
下

　
　

　
　

卸
売

業
資

本
金

１
億

円
以

下
又

は
従

業
員

１
０

０
人

以
下

　
　

　
　

小
売

業
資

本
金

５
千

万
円

以
下

又
は

従
業

員
５

０
人

以
下

　
　

　
　

サ
ー

ビ
ス

業
資

本
金

５
千

万
円

以
下

又
は

従
業

員
１

０
０

人
以

下

　
　

　
２

　
「

Ｄ
Ｉ

」
と

は
、

D
i
f
f
u
s
i
o
n
I
n
d
e
x
の

略
で

、
「

増
加

」
・

「
好

転
」

し
た

な
ど

と
す

る
企

業
の

割
合

（
百

分
率

）
か

ら
、

　
　

　
　

「
減

少
」

・
「

悪
化

」
し

た
な

ど
と

す
る

企
業

の
割

合
（

百
分

率
）

を
引

い
た

値
で

あ
る

。

令
和

元
年

平
成

2
9
年

平
成

3
0
年

-
2
6
-

33



▲
50

▲
40

▲
30

▲
20

▲
10

0102030

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
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Ⅲ
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Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ

Ⅰ
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年
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年
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年
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年

30
年
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年

元
年

2年

業
況

判
断

D
Iの

推
移

（５
業

種
別

）

製
造

業

建
設

業

卸
売

業

小
売

業

サ
ー

ビ
ス

業

（期
）

（年
）

資
料

出
所

中
小

企
業

庁
「中

小
企

業
景

況
調

査
」

-
2
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１
１

　
法

人
企

業
統

計
で

み
た

労
働

生
産

性
の

推
移

年
度

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

前
年

度
比

平
成

21
年

度
64

1
0.

3
91

0
▲

 4
.9

52
5

▲
 3

.8
39

1
▲

 1
9
.4

8
9
2

▲
 1

.5
5
4
8

6
.0

4
4
6

▲
 2

.8

22
年

度
67

1
4.

7
1,

04
6

14
.9

54
8

4.
4

41
7

6
.6

9
2
9

4
.1

5
5
2

0
.7

4
4
5

▲
 0

.2

23
年

度
66

8
▲

 0
.4

1,
01

7
▲

 2
.8

54
4

▲
 0

.7
43

8
5
.0

9
1
6

▲
 1

.4
5
5
5

0
.5

4
8
6

9
.2

24
年

度
66

6
▲

 0
.3

1,
02

3
0.

6
53

5
▲

 1
.7

43
4

▲
 0

.9
9
3
6

2
.2

5
5
0

▲
 0

.9
4
7
9

▲
 1

.4

25
年

度
69

0
3.

6
1,

13
5

10
.9

54
3

1.
5

45
3

4
.4

9
6
4

3
.0

5
5
9

1
.6

4
7
8

▲
 0

.2

26
年

度
70

5
2.

2
1,

14
9

1.
2

54
7

0.
7

44
6

▲
 1

.5
9
7
2

0
.8

5
7
0

2
.0

4
9
0

2
.5

27
年

度
72

5
2.

8
1,

13
7

▲
 1

.0
55

5
1.

5
52

1
1
6
.8

1
,0

0
7

3
.6

5
8
6

2
.8

4
9
1

0
.2

28
年

度
72

7
0.

3
1,

15
8

1.
8

55
4

▲
 0

.2
52

7
1
.2

1
,0

3
3

2
.6

5
8
2

▲
 0

.7
5
0
3

2
.4

29
年

度
73

9
1.

7
1,

22
7

6.
0

57
2

3.
2

48
4

▲
 8

.2
1
,0

3
6

0
.3

5
9
1

1
.5

5
0
2

▲
 0

.2

30
年

度
73

0
▲

 1
.2

1,
20

1
▲

 2
.1

57
0

▲
 0

.3
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5
0
.2

1
,0

5
9

2
.2

5
6
6

▲
 4

.2
4
9
4

▲
 1

.6

（資
料

出
所

）　
法

人
企

業
統

計
 年

次
別

調
査

 ｢
金

融
業

、
保

険
業

以
外

の
業

種
｣ 

従
業

員
一

人
当

た
り

付
加

価
値

額
（労

働
生

産
性

）　
＝

　
付

加
価

値
額

　
/　

従
業

員
数

 

「付
加

価
値

額
」の

算
出

は
下

記
の

と
お

り

付
加

価
値

額
＝

営
業

純
益

（営
業

利
益

－
支

払
利

息
等

）＋
役

員
給

与
＋

役
員

賞
与

＋
従

業
員

給
与

＋
従

業
員

賞
与

 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

＋
福

利
厚

生
費

＋
支

払
利

息
等

＋
動

産
・不

動
産

賃
借

料
＋

租
税

公
課

 

「従
業

員
数

」は
常

用
者

の
期

中
平

均
人

員
と

、
当

期
中

の
臨

時
従

業
員

（総
従

事
時

間
数

を
常

用
者

の
１

か
月

平
均

労
働

時
間

数
で

除
し

た
も

の
）
と

の
合

計
 

資
本

金
１

千
万

円
未

満
資

本
金

１
億

円
以

上
資

本
金

１
千

万
円

以
上

１
億

円
未

満
資

本
金

１
千

万
円

未
満

従
業

員
一

人
当

た
り

付
加

価
値

額
の

推
移

（
単

位
：
万

円
、

％
）

産
業

・資
本

金
規

模
計

製
造

業
非

製
造

業

資
本

金
１

億
円

以
上

資
本

金
１

千
万

円
以

上
１

億
円

未
満
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（
資

料
出

所
）
　

法
人

企
業

統
計

 年
次

別
調

査
 ｢

金
融

業
、

保
険

業
以

外
の

業
種

｣ 

従
業

員
一

人
当

た
り

付
加

価
値

額
（
労

働
生

産
性

）
　

＝
　

付
加

価
値

額
　

/
　

従
業

員
数

 

「
付

加
価

値
額

」
の

算
出

は
下

記
の

と
お

り

［
平

成
1
8
年

度
（
2
0
0
6
年

度
）
調

査
以

前
］
 

［
平

成
1
9
年

度
（
2
0
0
7
年

度
）
調

査
以

降
］
 

付
加

価
値

額
＝

営
業

純
益

（
営

業
利

益
－

支
払

利
息

等
）
＋

役
員

給
与

＋
従

業
員

給
与

 
付

加
価

値
額

＝
営

業
純

益
（
営

業
利

益
－

支
払

利
息

等
）
＋

役
員

給
与

＋
役

員
賞

与
＋

従
業

員
給

与
＋

従
業

員
賞

与
 

　
　

　
　

　
　

　
　

　
＋

福
利

厚
生

費
＋

支
払

利
息

等
＋

動
産

・
不

動
産

賃
借

料
＋

租
税

公
課

 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

＋
福

利
厚

生
費

＋
支

払
利

息
等

＋
動

産
・
不

動
産

賃
借

料
＋

租
税

公
課

 

「
従

業
員

数
」
は

常
用

者
の

期
中

平
均

人
員

と
、

当
期

中
の

臨
時

従
業

員
（
総

従
事

時
間

数
を

常
用

者
の

１
か

月
平

均
労

働
時

間
数

で
除

し
た

も
の

）
と

の
合

計
で

あ
る

従
業

員
一

人
当

た
り

付
加

価
値

額
の

推
移

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

7
0
0

8
0
0

9
0
0

1
0
0
0

1
1
0
0

1
2
0
0

1
3
0
0

1
4
0
0

①
製

造
業

（
資

本
金

１
億

円
以

上
）

②
製

造
業

（
資

本
金

１
千

万
円

以
上

１
億

円
未

満
）

③
製

造
業

（
資

本
金

１
千

万
円

未
満

）
④

非
製

造
業

（
資

本
金

１
億

円
以

上
）

⑤
非

製
造

業
（
資

本
金

１
千

万
円

以
上

１
億

円
未

満
）

⑥
非

製
造

業
（
資

本
金

１
千

万
円

未
満

）

（
万

円
）

① ④ ⑤ ③⑥②

-
2
9
-
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１
　

各
種

関
連

指
標

（
都

道
府

県
別

）
ラ

ン
ク

都
道

府
県

指
数

順
位

４
人

世
帯

指
数

順
位

指
数

順
位

指
数

順
位

（
千

円
）

（
東
京
=
1
00

）
（

位
）

（
円

）
（
東
京
=1
00
）

（
位

）
（

東
京

=
1
0
0
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（
位

）
（

東
京
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1
0
0
）

（
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.
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.
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.
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0
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.
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0
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0
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5

0
.
7
1

0
.
7
5

0
.
8
7

1
.
0
2

1
.
1
9

1
.
3
1

1
.
3
5

佐
賀

0
.
4
9

0
.
6
2

0
.
7
2

0
.
7
8

0
.
8
9

0
.
9
3

1
.
1
1

1
.
2
3

1
.
3
1

1
.
2
9

青
森

0
.
3
5

0
.
4
3

0
.
5
9

0
.
6
9

0
.
8
0

0
.
9
1

1
.
0
8

1
.
2
4

1
.
3
0

1
.
2
4

秋
田

0
.
4
2

0
.
5
3

0
.
6
8

0
.
7
2

0
.
9
0

1
.
0
5

1
.
1
6

1
.
3
5

1
.
5
2

1
.
4
8

宮
崎

0
.
4
5

0
.
5
8

0
.
6
9

0
.
7
7

0
.
9
3

1
.
0
3

1
.
2
2

1
.
4
0

1
.
5
0

1
.
4
5

沖
縄

0
.
3
1

0
.
2
9

0
.
4
0

0
.
5
3

0
.
6
9

0
.
8
4

0
.
9
7

1
.
1
1

1
.
1
7

1
.
1
9

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
職

業
安

定
業

務
統

計
」

（
注

）
新

規
学

卒
者

を
除

き
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

を
含

ん
で

い
る

。
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３
　

失
業

率
の

推
移

（
都

道
府

県
別

）
（

単
位

：
％

）
ラ

ン
ク

都
道

府
県

平
成

2
2
年

2
3
年

2
4
年

2
5
年

2
6
年

2
7
年

2
8
年

2
9
年

3
0
年

令
和

元
年

2
年

1
月

～
3
月

東
京

5
.
5

4
.
8

4
.
5

4
.
2

3
.
8

3
.
6

3
.
2

2
.
9

2
.
6

2
.
3

2
.
6

神
奈

川
4
.
9

4
.
5

4
.
4

3
.
9

3
.
4

3
.
3

3
.
1

2
.
7

2
.
3

2
.
1

2
.
1

大
阪

6
.
9

5
.
1

5
.
4

4
.
8

4
.
5

4
.
2

4
.
0

3
.
4

3
.
2

2
.
9

2
.
9

愛
知

4
.
3

3
.
6

3
.
7

3
.
2

2
.
7

2
.
5

2
.
4

2
.
4

1
.
7

1
.
9

1
.
8

埼
玉

5
.
2

4
.
7

4
.
4

4
.
1

3
.
5

3
.
2

3
.
1

2
.
9

2
.
5

2
.
3

2
.
4

千
葉

4
.
7

4
.
4

4
.
1

3
.
7

3
.
2

3
.
1

2
.
9

2
.
6

2
.
3

2
.
1

2
.
0

京
都

5
.
7

4
.
8

4
.
8

3
.
9

3
.
6

3
.
3

3
.
1

2
.
7

2
.
5

2
.
3

2
.
7

兵
庫

5
.
3

4
.
6

4
.
7

4
.
1

3
.
9

3
.
7

3
.
4

2
.
7

2
.
6

2
.
3

2
.
5

静
岡

3
.
9

3
.
6

3
.
3

3
.
2

2
.
8

2
.
7

2
.
5

2
.
3

1
.
9

2
.
0

2
.
0

滋
賀

4
.
3

3
.
7

4
.
0

3
.
0

2
.
8

2
.
2

2
.
5

2
.
0

2
.
1

1
.
9

2
.
0

茨
城

4
.
8

4
.
4

3
.
9

3
.
9

3
.
3

3
.
2

2
.
8

2
.
4

2
.
2

2
.
3

2
.
4

栃
木

4
.
7

4
.
2

3
.
7

3
.
7

3
.
2

3
.
1

2
.
7

2
.
3

2
.
0

2
.
2

2
.
1

広
島

4
.
1

3
.
6

3
.
6

3
.
6

3
.
2

3
.
0

2
.
8

2
.
4

2
.
4

2
.
4

2
.
3

長
野

4
.
0

3
.
7

3
.
5

3
.
5

2
.
9

2
.
7

2
.
5

2
.
0

1
.
7

1
.
9

2
.
1

富
山

3
.
8

3
.
3

3
.
0

2
.
8

2
.
6

2
.
5

2
.
3

2
.
1

1
.
8

1
.
7

1
.
8

三
重

4
.
0

3
.
5

3
.
2

2
.
9

2
.
3

2
.
2

2
.
0

1
.
8

1
.
2

1
.
2

1
.
1

山
梨

4
.
4

3
.
8

3
.
4

3
.
1

2
.
9

2
.
8

2
.
6

2
.
0

2
.
0

2
.
0

1
.
3

群
馬

4
.
7

4
.
2

3
.
4

3
.
5

3
.
0

2
.
8

2
.
5

2
.
1

2
.
0

2
.
3

2
.
3

岡
山

4
.
3

3
.
7

3
.
7

3
.
7

3
.
2

3
.
0

2
.
7

2
.
4

2
.
3

2
.
3

2
.
2

石
川

4
.
3

3
.
8

3
.
4

3
.
2

2
.
9

2
.
3

2
.
1

2
.
0

1
.
5

1
.
6

1
.
6

香
川

3
.
9

3
.
7

3
.
4

3
.
2

3
.
0

2
.
8

2
.
6

2
.
6

2
.
2

2
.
0

2
.
0

奈
良

4
.
8

4
.
5

4
.
3

3
.
8

3
.
5

3
.
2

3
.
0

2
.
6

2
.
4

1
.
9

2
.
4

宮
城

5
.
7

5
.
7

4
.
8

4
.
2

3
.
6

3
.
7

3
.
3

2
.
9

2
.
6

2
.
5

2
.
6

福
岡

6
.
0

5
.
6

5
.
2

5
.
0

4
.
5

4
.
1

3
.
5

3
.
3

2
.
9

2
.
8

2
.
8

山
口

3
.
9

3
.
5

3
.
5

3
.
4

3
.
0

2
.
8

2
.
4

2
.
0

1
.
8

1
.
8

1
.
3

岐
阜

3
.
7

3
.
7

3
.
4

3
.
0

2
.
5

2
.
3

2
.
1

1
.
9

1
.
4

1
.
3

1
.
2

福
井

3
.
3

3
.
0

2
.
6

2
.
6

2
.
4

1
.
8

1
.
9

1
.
7

1
.
4

1
.
4

1
.
4

和
歌

山
4
.
3

3
.
8

3
.
6

3
.
1

2
.
7

2
.
4

2
.
2

1
.
8

1
.
9

1
.
6

2
.
3

北
海

道
5
.
1

5
.
2

5
.
2

4
.
6

4
.
1

3
.
5

3
.
6

3
.
3

2
.
9

2
.
6

2
.
5

新
潟

4
.
4

4
.
0

3
.
7

3
.
5

3
.
3

2
.
9

2
.
8

2
.
6

2
.
1

2
.
1

2
.
3

徳
島

4
.
7

4
.
3

4
.
1

3
.
5

3
.
3

3
.
0

2
.
7

2
.
5

1
.
9

1
.
9

1
.
9

福
島

5
.
2

4
.
8

4
.
0

3
.
6

3
.
1

3
.
1

2
.
7

2
.
4

2
.
1

2
.
1

2
.
2

大
分

4
.
6

4
.
1

4
.
0

3
.
8

3
.
3

2
.
9

2
.
5

2
.
4

2
.
2

2
.
0

2
.
0

山
形

4
.
5

4
.
3

3
.
4

3
.
1

2
.
9

2
.
7

2
.
4

1
.
9

1
.
7

1
.
7

2
.
1

愛
媛

4
.
6

4
.
2

3
.
8

3
.
4

3
.
2

2
.
8

2
.
6

2
.
5

1
.
7

1
.
6

2
.
0

島
根

3
.
2

2
.
9

2
.
5

2
.
8

2
.
5

2
.
6

1
.
7

1
.
1

1
.
4

1
.
9

1
.
7

鳥
取

4
.
2

4
.
0

3
.
7

3
.
4

2
.
7

2
.
4

2
.
3

2
.
0

2
.
0

2
.
3

2
.
0

熊
本

5
.
0

4
.
7

4
.
3

4
.
2

3
.
9

3
.
5

3
.
2

3
.
0

2
.
7

2
.
7

2
.
7

長
崎

5
.
0

4
.
6

4
.
4

4
.
2

3
.
6

3
.
2

2
.
9

2
.
6

2
.
2

2
.
2

2
.
1

高
知

5
.
0

4
.
3

3
.
8

3
.
3

3
.
3

3
.
0

3
.
3

3
.
0

2
.
2

1
.
9

2
.
2

岩
手

5
.
1

5
.
0

3
.
9

3
.
3

2
.
9

2
.
9

2
.
4

2
.
1

1
.
8

2
.
1

2
.
1

鹿
児

島
5
.
1

4
.
8

4
.
5

4
.
3

3
.
9

3
.
5

2
.
8

2
.
8

2
.
4

2
.
4

2
.
1

佐
賀

4
.
5

4
.
2

3
.
8

3
.
4

3
.
4

3
.
0

2
.
1

2
.
0

1
.
8

1
.
9

2
.
2

青
森

6
.
5

6
.
2

5
.
3

4
.
9

4
.
2

4
.
2

3
.
7

3
.
1

2
.
8

2
.
7

3
.
1

秋
田

5
.
4

5
.
2

4
.
4

4
.
0

3
.
7

3
.
5

3
.
2

3
.
0

2
.
6

2
.
8

3
.
3

宮
崎

4
.
9

4
.
4

4
.
3

3
.
7

3
.
1

3
.
2

2
.
3

2
.
0

1
.
3

1
.
6

2
.
1

沖
縄

7
.
5

6
.
9

6
.
8

5
.
7

5
.
4

5
.
1

4
.
4

3
.
8

3
.
4

2
.
7

3
.
0

資
料

出
所

　
総

務
省

統
計

局
「

労
働

力
調

査
都

道
府

県
別

結
果

（
モ

デ
ル

推
計

値
）

」
（

注
）

１
　

数
値

は
、

労
働

力
調

査
の

結
果

を
都

道
府

県
別

に
モ

デ
ル

に
よ

っ
て

推
計

し
た

値
。

（
北

海
道

、
東

京
都

、
神

奈
川

県
、

愛
知

県
、

大
阪

府
、

沖
縄

県
は

比
推

定
に

よ
っ

て
推

計
）

　
　

　
２

　
都

道
府

県
別

に
表

章
す

る
よ

う
に

標
本

設
計

を
行

っ
て

お
ら

ず
（

北
海

道
、

沖
縄

県
を

除
く

）
、

標
本

規
模

も
小

さ
い

こ
と

な
ど

か
ら

、
標

本
誤

差
が

大
き

く
、

利
用

に
際

し
て

　
　

　
　

注
意

が
必

要
。

　
　

　
３

　
平

成
2
3
年

の
岩

手
県

、
宮

城
県

及
び

福
島

県
に

つ
い

て
は

、
補

完
推

計
値

を
用

い
て

推
計

し
た

値
で

あ
る

。
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４
　
賃
金
・
労
働
時
間
の
実
情
と
推
移

　
(1

)　
賃
金

　
　

定
期

給
与

の
推

移
(
円
)

ラ
ン
ク

都
道
府
県

平
成
22
年

23
年

24
年

25
年

26
年

27
年

28
年

2
9
年

3
0
年

令
和
元
年

東
京

37
0,
02
5

36
8,
74
5

36
3,
26
7

36
3,
98
2

36
5,
20
3

35
8,
96
3

35
7,
89
2

3
5
9
,
2
5
5

3
6
1
,
0
0
9

-
神

奈
川

29
4,
86
6

29
6,
50
8

29
4,
61
4

29
4,
66
7

29
6,
71
7

30
1,
15
3

30
1,
20
5

3
0
4
,
7
7
7

3
1
1
,
7
5
8

-
大

阪
31
3,
26
8

31
1,
14
8

30
2,
99
7

29
9,
30
2

30
1,
14
2

30
0,
75
1

30
1,
15
3

2
9
8
,
0
3
1

2
9
8
,
4
7
0

-
愛

知
30
0,
03
0

30
0,
14
4

29
4,
81
3

29
8,
09
3

30
2,
81
7

30
5,
27
8

30
8,
27
1

3
0
7
,
6
3
9

3
0
9
,
8
4
2

-
埼

玉
26
4,
82
5

26
4,
47
9

25
8,
80
3

25
8,
13
9

25
8,
45
1

25
0,
62
9

25
2,
46
7

2
5
5
,
9
2
0

2
6
7
,
4
9
3

-
千

葉
26
5,
32
5

26
5,
86
6

26
4,
87
2

26
4,
10
7

26
0,
67
5

26
3,
35
4

26
4,
58
1

2
6
7
,
5
1
2

2
7
1
,
5
4
1

-
京

都
27
8,
42
6

27
7,
47
2

25
4,
27
2

25
6,
07
9

26
0,
84
0

26
6,
27
2

26
8,
47
4

2
7
1
,
0
2
6

2
6
8
,
3
8
0

-
兵

庫
27
0,
45
1

26
9,
79
5

27
0,
56
9

27
3,
21
2

27
6,
05
5

26
4,
31
1

26
8,
13
5

2
7
0
,
6
0
1

2
8
2
,
4
9
7

-
静

岡
28
2,
22
3

27
9,
99
9

27
6,
56
1

27
7,
71
3

27
9,
57
0

27
3,
18
8

27
4,
15
7

2
7
4
,
8
3
9

2
7
4
,
6
3
1

-
滋

賀
27
7,
19
7

27
6,
91
7

27
5,
52
4

27
5,
21
4

27
4,
64
7

28
7,
62
4

29
0,
23
1

2
8
8
,
4
0
0

2
8
5
,
7
0
0

-
茨

城
27
7,
12
9

27
9,
92
6

28
3,
53
9

28
1,
94
0

28
3,
37
4

27
9,
69
9

28
2,
91
9

2
8
4
,
8
3
1

2
9
0
,
2
2
0

-
栃

木
28
9,
46
1

29
1,
11
0

28
6,
93
0

28
6,
35
7

28
5,
24
8

28
1,
69
8

28
4,
33
6

2
8
7
,
2
7
1

2
8
1
,
8
8
0

-
広

島
28
1,
91
8

28
4,
23
6

26
6,
03
1

26
8,
01
1

27
3,
07
0

28
3,
56
0

28
6,
96
2

2
9
0
,
0
0
2

2
8
8
,
1
1
3

-
長

野
26
7,
51
5

26
6,
60
9

26
8,
85
6

26
7,
51
5

26
7,
79
1

27
4,
11
3

27
4,
31
2

2
7
6
,
1
8
3

2
7
4
,
7
3
8

-
富

山
26
2,
34
1

26
3,
74
1

27
1,
06
9

27
1,
77
6

27
3,
59
0

27
1,
96
6

27
4,
81
0

2
7
3
,
5
8
2

2
7
3
,
6
4
6

-
三

重
27
2,
35
2

27
4,
91
1

28
2,
50
5

28
5,
79
8

28
9,
35
6

27
5,
49
5

27
7,
99
3

2
8
1
,
5
3
7

2
8
5
,
7
6
0

-
山

梨
26
3,
11
0

26
5,
84
2

26
3,
27
4

26
3,
60
8

26
6,
27
4

26
5,
27
4

26
6,
47
6

2
6
9
,
7
7
8

2
7
3
,
4
3
3

-
群

馬
27
3,
40
9

27
2,
59
7

27
1,
60
3

27
2,
31
3

27
4,
91
8

27
2,
58
5

27
3,
94
3

2
8
0
,
3
5
0

2
8
1
,
0
6
2

-
岡

山
29
2,
05
7

29
1,
21
5

27
2,
85
8

27
6,
16
3

27
7,
92
8

28
1,
69
8

28
1,
31
6

2
8
5
,
7
8
9

2
6
9
,
3
1
1

-
石

川
26
4,
03
5

26
9,
18
3

25
9,
45
2

25
9,
85
3

26
4,
96
9

27
7,
96
8

27
9,
70
8

2
7
9
,
8
3
4

2
7
8
,
3
8
7

-
香

川
26
5,
22
0

26
0,
49
9

26
7,
40
7

26
5,
19
3

26
7,
75
5

26
7,
76
6

26
6,
42
5

2
6
4
,
9
2
8

2
7
5
,
1
3
0

-
奈

良
26
1,
18
9

26
0,
02
4

25
2,
76
3

24
8,
68
8

24
9,
90
8

24
9,
52
9

24
7,
71
6

2
5
0
,
7
1
9

2
4
6
,
5
8
5

-
宮

城
26
6,
98
9

27
0,
83
5

26
9,
22
2

26
9,
44
5

27
6,
60
2

25
8,
08
4

25
9,
70
9

2
6
2
,
2
8
3

2
6
9
,
7
9
9

-
福

岡
28
0,
18
3

27
9,
23
5

27
1,
60
0

27
1,
17
6

27
8,
45
9

27
5,
66
9

27
7,
90
3

2
8
0
,
5
9
0

2
7
4
,
8
9
3

-
山

口
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5,
82
9

27
8,
42
3

26
7,
58
2

26
7,
75
3

27
1,
12
1

27
1,
65
3

27
2,
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3

2
7
2
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8
8
9

2
6
7
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6
4
9

-
岐

阜
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7,
71
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14
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70
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3
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8
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7
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7,
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57
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6
0
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7
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0
7

-
和

歌
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24
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6
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6
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2

2
4
8
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3
0
7

2
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3
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8
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23
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7,
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9
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1
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49
4
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2

2
3
7
,
5
3
3

2
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4
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9
6

-
秋

田
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2,
28
3

23
0,
10
6

23
5,
25
8

23
4,
98
3

24
0,
65
2

24
0,
19
9

24
3,
52
5

2
4
9
,
0
4
0

2
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0
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8
5
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-
宮

崎
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2,
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7

23
2,
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5
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36
5
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4
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24
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4

2
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,
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9
8
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4
,
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1

-
沖

縄
23
3,
06
4
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3,
89
2
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4,
69
9
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6,
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5
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4

23
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66
2

2
4
0
,
6
7
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2
3
3
,
5
8
8

-

資
料
出
所
　
厚
生
労
働
省
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
地
方
調
査
」

（
注
）
１
　
事
業
所
規
模
30
人
以
上
の
数
値
で
あ
る
。

　
　
　
２
　
令
和
元
年
結
果
は
、
令
和
２
年
７
月
公
表
予
定
。

Ａ ラ ン ク Ｂ ラ ン ク Ｃ ラ ン ク Ｄ ラ ン ク

-
3
3
-
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(2

)　
労
働
時
間

　
　
常
用
労
働
者
１
人
平
均
月
間
総
実
労
働
時
間
と
所
定
外
労
働
時
間
の
推
移
（
調
査
産
業
計
、
事
業
所
規
模
30
人
以
上
）

（
時

間
）

ラ
ン

ク
都
道
府
県

平
成
22
年

23
年

24
年

25
年

2
6年

2
7
年

2
8年

29
年

30
年

令
和

元
年

平
成

2
2
年

23
年

24
年

25
年

26
年

27
年

28
年

29
年

30
年

令
和

元
年

東
京

1
50

.
3

1
49

.
5

1
52

.
4

15
0.

1
14

9
.9

1
47

.
7

14
6
.
6

14
6.

7
14

6.
5

-
13

.3
13

.0
13

.7
13

.7
14

.0
13

.5
12

.7
12

.4
12
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-

神
奈

川
1
43

.
0

1
42

.
3

1
43

.
6

14
2.

3
14

2
.0

1
45

.
1

14
4
.
9

14
4.

8
14

1.
8

-
13

.1
13

.0
12

.0
12

.1
12

.7
13

.5
13

.1
12

.6
12

.6
-

大
阪

1
48

.
6

1
48

.
3

1
47

.
8

14
6.

4
14

7
.1

1
46

.
6

14
6
.
7

14
5.

2
14

3.
8

-
10

.9
11

.2
11

.9
11

.8
12

.6
12

.5
12

.5
12

.0
11

.5
-

愛
知

1
52

.
0

1
51

.
6

1
52

.
0

15
0.

8
15

1
.2

1
51

.
4

15
1
.
7

15
1.

4
15

1.
5

-
14

.2
14

.0
13

.9
14

.5
15

.2
16

.3
16

.2
16

.1
16

.3
-

埼
玉

1
44

.
9

1
41

.
8

1
43

.
7

14
2.

3
14

1
.1

1
41

.
9

14
1
.
2

14
0.

9
14

3.
9

-
11

.7
10

.3
11

.3
11

.2
11

.2
11

.8
11

.5
11

.5
12

.1
-

千
葉

1
44

.
6

1
43

.
9

1
44

.
0

14
1.

5
13

9
.5

1
43

.
6

14
4
.
1

14
4.

3
14

1.
8

-
11

.0
10

.8
11

.7
11

.5
11

.5
12

.5
12

.5
12

.5
11

.5
-

京
都

1
47

.
2

1
46

.
4

1
43

.
8

14
3.

2
14

2
.2

1
41

.
7

14
1
.
1

14
1.

6
13

8.
9

-
11

.4
11

.2
12

.3
12

.8
12

.4
12

.3
11

.7
12

.0
10

.6
-

兵
庫

1
46

.
4

1
46

.
8

1
47

.
5

14
6.

0
14

6
.2

1
43

.
0

14
2
.
4

14
2.

1
14

3.
9

-
12

.9
13

.3
11

.4
11

.5
12

.1
12

.2
11

.8
11

.5
12

.8
-

静
岡

1
53

.
9

1
51

.
8

1
50

.
9

15
0.

8
15

1
.5

1
52

.
2

15
3
.
1

15
3.

6
15

0.
2

-
13

.7
13

.6
12

.2
12

.7
13

.5
14

.2
14

.5
14

.7
13

.4
-

滋
賀

1
49

.
4

1
49

.
3

1
51

.
4

14
9.

6
14

8
.0

1
48

.
0

14
7
.
0

14
7.

5
14

7.
3

-
12

.7
13

.2
13

.0
13

.1
12

.9
11

.9
11

.7
12

.8
14

.0
-

茨
城

1
51

.
8

1
51

.
3

1
57

.
7

15
6.

4
15

6
.4

1
51

.
9

15
1
.
2

15
1.

1
15

1.
5

-
12

.7
12

.7
16

.3
17

.1
17

.1
14

.2
13

.3
12

.9
14

.3
-

栃
木

1
57

.
3

1
56

.
5

1
56

.
9

15
5.

3
15

4
.3

1
53

.
5

15
3
.
9

15
4.

1
15

1.
6

-
13

.6
13

.6
14

.8
15

.2
15

.5
14

.3
14

.6
15

.1
13
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-

広
島

1
54

.
0

1
53

.
1

1
50

.
5

15
0.

6
15

0
.3

1
54

.
1

15
4
.
8

15
4.

8
15

3.
3

-
13

.5
13

.6
12

.4
13
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14

.6
14
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14

.6
14
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-

長
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1
53
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1

1
52

.
7

1
53

.
7

15
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1
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1
52

.
9

15
2
.
4

15
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1
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-

富
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1
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.
9

1
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0

1
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1
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1
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4

15
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15
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-

三
重

1
46

.
9

1
47

.
1

1
53

.
0

15
3.

6
15

3
.0

1
49

.
1

14
9
.
9

14
9.

8
14

9.
2

-
11

.8
11
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14
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15
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12
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-

群
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1
51
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3

1
55
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3

15
4.
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15
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.6

1
52

.
6

15
2
.
7

15
3.

3
15

4.
3
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11

.9
11
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14
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14
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13
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13
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13
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7

1
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6

1
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15
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7
15
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1
56
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15
4
.
6

15
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14
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13
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14
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13
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1
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15
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56
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4

15
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15
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15
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55
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1

14
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0
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岐
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-
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4
.
3

-
大

　
分

3
9

3
9

3
9

3
8

-
1
.
5

0
.
4

0
.
2

△
 
2
.
5

-
山

　
形

3
8

3
8

3
8

3
8

-
1
.
5

0
.
3

0
.
5

△
 
0
.
9

-
愛

　
媛

4
3

4
3

4
3

4
5

-
△

 
0
.
1

0
.
0

0
.
4

3
.
8

-
島

　
根

2
3

2
3

2
4

2
3

-
1
.
8

0
.
1

1
.
7

△
 
1
.
2

-
鳥

　
取

1
8

1
8

1
8

1
8

-
1
.
4

0
.
4

0
.
9

△
 
3
.
7

-
熊

　
本

5
4

5
4

5
4

5
7

-
0
.
2

0
.
6

0
.
3

5
.
2

-
長

　
崎

4
2

4
2

4
2

4
3

-
△

 
0
.
2

0
.
8

△
 
0
.
1

1
.
9

-
高

　
知

2
1

2
1

2
2

2
3

-
△

 
0
.
6

2
.
0

2
.
2

2
.
8

-
岩

　
手

4
1

4
2

4
1

4
2

-
△

 
0
.
7

0
.
8

△
 
0
.
4

2
.
4

-
鹿

児
島

4
8

4
7

4
7

5
1

-
△

 
1
.
2

△
 
1
.
1

0
.
5

8
.
2

-
佐

　
賀

2
6

2
6

2
5

2
8

-
0
.
8

0
.
4

△
 
1
.
2

8
.
5

-
青

　
森

3
9

4
0

4
1

4
2

-
1
.
8

1
.
6

1
.
0

4
.
5

-
秋

　
田

3
2

3
2

3
2

3
3

-
0
.
7

1
.
5

0
.
4

2
.
1

-
宮

　
崎

3
2

3
1

3
1

3
4

-
△

 
2
.
5

△
 
1
.
2

0
.
5

9
.
5

-
沖

　
縄

4
0

4
1

4
1

4
6

-
1
.
1

1
.
3

1
.
5

1
1
.
0

-

4
,
7
7
7

4
,
8
7
7

5
,
0
0
3

4
,
9
8
1

-
2
.
1

2
.
1

2
.
6

△
 
0
.
4

-

　
　

　
３

　
令

和
元

年
結

果
は

、
令

和
２

年
７

月
公

表
予

定
。

（
注

）
１

　
事

業
所

規
模

５
人

以
上

の
数

値
で

あ
る

。

　
　

　
２

　
全

国
計

の
数

値
は

、
毎

月
勤

労
統

計
調

査
全

国
調

査
の

結
果

で
あ

り
、

都
道

府
県

別
の

数
値

の
合

計
と

は
一

致
し

な
い

。

Ａ ラ ン ク B ラ ン ク Ｃ ラ ン ク D ラ ン ク

資
料

出
所

　
厚

生
労

働
省

「
毎

月
勤

労
統

計
調

査
地

方
調

査
」

全
国

計

　
６
　
労
働
者
数
等
の
推
移

　
　

(
1
)
　

常
用

労
働

者
数

［
事

業
所

規
模

５
人

以
上

］
（

ラ
ン

ク
別

・
都

道
府

県
別

・
暦

年
）

ラ
ン

ク
都

道
府

県
人

数
（

万
人

）
増

減
（

％
）

-3
7-

45



平
成
27
年

28
年

29
年

30
年

令
和
元
年

平
成
27
年

28
年

29
年

30
年

令
和
元
年

東
　
京

9
3
5

9
5
3

9
8
3

1
,
0
0
6

1
,
0
2
8

2
.
6

1
.
9

3
.
1

2
.
3

2
.
2

神
奈
川

2
0
5

2
0
9

2
1
5

2
2
0

2
2
3

2
.
1

2
.
0

3
.
2

2
.
0

1
.
4

大
　
阪

3
3
9

3
4
4

3
5
4

3
6
2

3
6
8

1
.
4

1
.
4

2
.
8

2
.
2

1
.
7

愛
　
知

2
6
8

2
7
2

2
8
1

2
8
6

2
9
1

1
.
7

1
.
7

3
.
1

1
.
9

1
.
8

埼
　
玉

1
3
8

1
4
2

1
4
8

1
5
1

1
5
4

1
.
6

2
.
5

4
.
1

2
.
4

1
.
7

千
　
葉

1
1
1

1
1
4

1
1
9

1
2
2

1
2
4

2
.
3

2
.
5

4
.
6

2
.
4

2
.
0

京
　
都

7
2

7
2

7
4

7
5

7
6

1
.
2

1
.
0

2
.
6

1
.
4

1
.
3

兵
　
庫

1
3
2

1
3
4

1
3
8

1
4
1

1
4
2

1
.
1

1
.
3

3
.
3

1
.
8

1
.
3

静
　
岡

1
1
0

1
1
2

1
1
5

1
1
7

1
1
8

0
.
7

1
.
1

3
.
0

1
.
5

1
.
2

滋
　
賀

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

1
.
4

1
.
7

3
.
6

2
.
1

1
.
8

茨
　
城

7
4

7
5

7
8

7
9

8
0

1
.
2

1
.
3

3
.
1

1
.
8

1
.
3

栃
　
木

5
4

5
5

5
6

5
7

5
8

1
.
1

1
.
5

2
.
9

1
.
8

1
.
3

広
　
島

9
6

9
7

9
9

1
0
1

1
0
2

1
.
8

1
.
5

2
.
5

1
.
5

0
.
9

長
　
野

6
0

6
1

6
2

6
3

6
4

1
.
2

1
.
4

2
.
5

1
.
6

1
.
0

富
　
山

3
6

3
6

3
7

3
7

3
7

0
.
9

0
.
9

2
.
3

1
.
0

0
.
6

三
　
重

4
7

4
7

4
9

5
0

5
0

1
.
4

1
.
1

3
.
2

2
.
3

1
.
2

山
　
梨

2
1

2
1

2
2

2
2

2
2

1
.
7

1
.
6

3
.
3

2
.
2

1
.
5

群
　
馬

5
7

5
8

6
0

6
1

6
2

1
.
2

1
.
8

3
.
4

2
.
2

1
.
6

岡
　
山

5
6

5
7

5
9

6
0

6
0

1
.
7

1
.
7

2
.
7

1
.
1

1
.
2

石
　
川

3
6

3
7

3
8

3
8

3
9

1
.
8

1
.
8

3
.
1

1
.
7

0
.
8

香
　
川

3
1

3
1

3
2

3
2

3
3

1
.
5

1
.
1

2
.
5

1
.
4

0
.
9

奈
　
良

2
3

2
3

2
4

2
5

2
5

2
.
3

2
.
0

3
.
7

1
.
9

1
.
3

宮
　
城

6
9

7
0

7
2

7
3

7
4

1
.
8

1
.
4

2
.
8

1
.
4

0
.
9

福
　
岡

1
6
0

1
6
2

1
6
8

1
7
2

1
7
4

1
.
8

1
.
7

3
.
6

2
.
0

1
.
5

山
　
口

3
9

3
9

4
0

4
1

4
1

1
.
7

1
.
6

2
.
6

1
.
0

0
.
7

岐
　
阜

5
6

5
7

5
9

6
0

6
0

1
.
5

1
.
5

2
.
8

1
.
6

1
.
2

福
　
井

2
5

2
5

2
6

2
6

2
6

1
.
6

1
.
1

2
.
8

1
.
1

0
.
9

和
歌
山

2
3

2
3

2
4

2
4

2
4

0
.
8

1
.
1

2
.
8

1
.
2

0
.
8

北
海
道

1
4
6

1
4
8

1
5
2

1
5
4

1
5
6

1
.
2

1
.
4

2
.
7

1
.
2

1
.
1

新
　
潟

7
1

7
1

7
2

7
3

7
3

0
.
6

0
.
6

1
.
6

1
.
2

0
.
6

徳
　
島

1
9

2
0

2
0

2
0

2
0

1
.
6

1
.
4

1
.
0

0
.
4

0
.
7

福
　
島

5
6

5
6

5
8

5
8

5
8

2
.
9

1
.
3

2
.
0

0
.
9

0
.
4

大
　
分

3
2

3
2

3
3

3
4

3
4

1
.
2

0
.
8

2
.
5

1
.
0

0
.
1

山
　
形

3
2

3
2

3
2

3
3

3
3

1
.
1

0
.
3

1
.
6

0
.
8

0
.
2

愛
　
媛

3
9

3
9

4
0

4
1

4
1

1
.
3

1
.
4

2
.
5

1
.
2

0
.
5

島
　
根

2
0

2
0

2
0

2
1

2
1

0
.
7

0
.
4

1
.
9

0
.
7

0
.
3

鳥
　
取

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

1
.
7

1
.
0

2
.
3

1
.
0

0
.
7

熊
　
本

4
6

4
6

4
8

4
9

4
9

1
.
6

0
.
8

2
.
5

2
.
4

1
.
1

長
　
崎

3
5

3
6

3
7

3
7

3
7

1
.
3

1
.
2

2
.
3

0
.
8

0
.
0

高
　
知

1
9

1
9

2
0

2
0

2
0

0
.
8

0
.
7

1
.
8

0
.
5

0
.
1

岩
　
手

3
6

3
6

3
7

3
7

3
7

0
.
9

0
.
4

1
.
6

0
.
6

0
.
2

鹿
児
島

4
4

4
4

4
5

4
6

4
6

1
.
2

0
.
7

2
.
2

0
.
9

0
.
8

佐
　
賀

2
3

2
3

2
4

2
4

2
4

1
.
8

1
.
0

1
.
9

1
.
2

0
.
6

青
　
森

3
5

3
5

3
6

3
6

3
6

0
.
7

0
.
6

1
.
7

0
.
7

0
.
3

秋
　
田

2
8

2
8

2
9

2
9

2
9

0
.
4

△
 
0
.
1

1
.
4

0
.
3

△
 
0
.
2

宮
　
崎

2
8

2
9

2
9

3
0

3
0

1
.
3

0
.
9

2
.
7

1
.
5

0
.
9

沖
　
縄

3
8

3
9

4
1

4
2

4
3

3
.
4

3
.
1

4
.
4

2
.
7

2
.
2

4
,
0
7
0

4
,
1
3
4

4
,
2
5
6

4
,
3
3
5

4
,
3
9
9

1
.
8

1
.
6

3
.
0

1
.
8

1
.
5

　
　
　
　
　
（

＝
雇
用
保
険
に
お
け
る
一
括
適
用
）

　
　
　
２
　
一

括
適
用
事
業
所
と
な
っ
た
場
合
、
雇
用
保
険
デ
ー
タ
に
お
け
る
被
保
険
者
数
の
計
上

は
、
届
出
の
あ
っ
た
都
道
府
県
の
み
で
計
上
さ
れ
る
。

　
　
　
３
　
被

保
険
者
に
は
、
一
般
被
保
険
者
の
他
、
高
年
齢
継
続
被
保
険
者
、
短
期
雇
用
特
例
被

保
険
者
、
日
雇
労
働
被
保
険
者
を
含
む
。

　
　
　
４
　
一

般
被
保
険
者
の
雇
用
保
険
加
入
要
件
に
つ
い
て
は
、
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
20

時
間
以
上
及
び
31
日
以
上
の
雇
用
見
込
み
。

B ラ ン ク Ｃ ラ ン ク D ラ ン ク

全
国
計

資
料
出
所
　
厚

生
労
働
省
「
雇
用
保
険
事
業
月
報
」

（
注
）
１
　
労

働
者
が
雇
用
さ
れ
る
事
業
所
ご
と
に
適
用
事
業
所
と
し
て
届
け
出
る
こ
と
が
原
則
で

あ
る
が
、
本
社
の
み
で
労
務
管
理
を
行
っ
て
い
る
場
合
な
ど
は
、
本
社
が
支
社
を
一
括
し
て
適
用
事
業
所
の
届
出
を
行
う
場
合
が
あ
る
。

Ａ ラ ン ク

(
2
)
 
雇

用
保

険
の

被
保

険
者

数
（

ラ
ン

ク
別

・
都

道
府

県
別

・
暦

年
）

ラ
ン
ク

都
道

府
県

人
数

（
万

人
）

増
減

（
％

）

-
3
8
-

46



平
成

2
7
年

2
8
年

2
9
年

3
0
年

令
和

元
年

平
成

2
7
年

2
8
年

2
9
年

3
0
年

令
和

元
年

東
　

京
7
4
2

7
5
2

7
6
8

7
9
2

8
0
6

1
.
3

1
.
3

2
.
2

3
.
1

1
.
8

神
奈

川
4
6
6

4
7
8

4
8
5

4
9
6

5
0
9

0
.
1

2
.
5

1
.
6

2
.
3

2
.
6

大
　

阪
4
2
4

4
2
9

4
3
4

4
4
2

4
5
8

0
.
2

1
.
3

1
.
0

1
.
9

3
.
6

愛
　

知
3
9
0

3
9
2

3
9
6

4
0
8

4
1
5

△
 
0
.
5

0
.
6

1
.
1

3
.
0

1
.
7

埼
　

玉
3
7
2

3
7
6

3
8
3

3
9
3

3
9
9

1
.
4

0
.
9

1
.
9

2
.
7

1
.
5

千
　

葉
3
2
1

3
2
4

3
2
7

3
3
2

3
3
6

0
.
5

1
.
0

1
.
0

1
.
5

1
.
0

京
　

都
1
3
0

1
3
3

1
3
5

1
3
6

1
3
7

0
.
7

2
.
1

1
.
4

1
.
0

1
.
0

兵
　

庫
2
6
3

2
6
8

2
7
2

2
7
5

2
7
5

0
.
3

1
.
7

1
.
4

1
.
1

0
.
0

静
　

岡
1
9
3

1
9
4

1
9
7

2
0
0

1
9
9

△
 
0
.
1

0
.
4

1
.
4

1
.
6

△
 
0
.
3

滋
　

賀
7
0

7
0

7
3

7
6

7
7

△
 
2
.
7

0
.
0

5
.
3

3
.
1

1
.
6

茨
　

城
1
4
7

1
4
8

1
4
8

1
5
0

1
5
0

0
.
2

0
.
2

0
.
5

0
.
8

0
.
3

栃
　

木
1
0
2

1
0
2

1
0
2

1
0
3

1
0
3

0
.
0

0
.
2

0
.
4

0
.
6

0
.
2

広
　

島
1
4
0

1
4
1

1
4
3

1
4
3

1
4
4

0
.
8

0
.
9

0
.
9

0
.
5

0
.
7

長
　

野
1
1
1

1
1
1

1
1
2

1
1
3

1
1
3

1
.
2

0
.
2

0
.
6

1
.
3

0
.
2

富
　

山
5
6

5
6

5
6

5
6

5
6

0
.
5

0
.
5

△
 
0
.
2

0
.
5

0
.
5

三
　

重
9
4

9
5

9
3

9
6

9
9

0
.
7

0
.
6

△
 
2
.
0

3
.
6

3
.
1

山
　

梨
4
2

4
2

4
4

4
5

4
5

△
 
3
.
5

△
 
0
.
5

5
.
1

3
.
0

△
 
0
.
2

群
　

馬
9
9

1
0
0

1
0
0

1
0
2

1
0
3

0
.
1

0
.
4

0
.
6

1
.
5

0
.
7

岡
　

山
9
3

9
4

9
4

9
5

9
5

0
.
4

0
.
5

0
.
6

0
.
7

0
.
3

石
　

川
6
0

6
0

6
0

6
1

6
1

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
3

0
.
2

香
　

川
4
8

4
8

4
8

4
9

4
9

△
 
0
.
6

0
.
0

0
.
8

1
.
7

△
 
0
.
2

奈
　

良
6
3

6
4

6
5

6
5

6
6

0
.
5

0
.
6

1
.
6

1
.
2

0
.
5

宮
　

城
1
1
6

1
1
6

1
1
9

1
2
1

1
2
3

△
 
0
.
7

0
.
4

2
.
7

1
.
8

1
.
1

福
　

岡
2
4
7

2
4
9

2
5
3

2
5
7

2
5
9

0
.
9

0
.
8

1
.
6

1
.
5

0
.
7

山
　

口
6
7

6
9

6
9

7
0

6
9

0
.
1

2
.
1

0
.
7

1
.
0

△
 
0
.
4

岐
　

阜
1
0
9

1
1
0

1
1
1

1
1
3

1
1
3

1
.
0

0
.
9

1
.
3

1
.
5

0
.
4

福
　

井
4
3

4
2

4
2

4
2

4
2

4
.
4

△
 
0
.
7

△
 
1
.
7

1
.
2

0
.
5

和
歌

山
4
8

4
8

4
9

4
7

4
8

1
.
0

0
.
2

0
.
6

△
 
2
.
9

1
.
5

北
海

道
2
5
6

2
5
7

2
5
8

2
6
4

2
6
6

0
.
5

0
.
3

0
.
4

2
.
3

0
.
9

新
　

潟
1
1
7

1
1
7

1
1
8

1
1
9

1
1
9

0
.
6

0
.
2

0
.
5

0
.
9

0
.
3

徳
　

島
3
6

3
6

3
6

3
6

3
6

0
.
0

△
 
0
.
3

0
.
0

0
.
8

0
.
0

福
　

島
9
7

9
7

9
8

9
8

9
8

△
 
0
.
1

0
.
5

0
.
4

0
.
4

0
.
1

大
　

分
5
7

5
8

5
8

5
9

5
9

1
.
1

1
.
8

0
.
3

1
.
0

1
.
0

山
　

形
5
9

5
7

5
7

5
8

5
8

1
.
6

△
 
2
.
0

△
 
1
.
6

1
.
8

1
.
6

愛
　

媛
6
7

6
7

6
7

6
8

6
8

1
.
4

0
.
6

0
.
3

1
.
3

0
.
4

島
　

根
3
4

3
4

3
4

3
6

3
6

△
 
0
.
3

0
.
0

0
.
3

4
.
9

△
 
0
.
6

鳥
　

取
2
9

2
9

3
0

3
0

3
0

0
.
7

1
.
0

1
.
7

1
.
4

0
.
0

熊
　

本
8
8

8
9

9
0

9
1

9
1

1
.
3

1
.
0

1
.
1

1
.
1

0
.
4

長
　

崎
6
7

6
7

6
7

6
8

6
7

0
.
5

0
.
2

0
.
2

1
.
3

△
 
0
.
4

高
　

知
3
6

3
6

3
6

3
6

3
6

0
.
0

0
.
0

0
.
0

0
.
6

0
.
0

岩
　

手
6
4

6
5

6
6

6
7

6
7

0
.
6

2
.
5

0
.
2

1
.
8

△
 
0
.
1

鹿
児

島
7
7

7
9

8
1

8
1

8
0

1
.
9

3
.
1

1
.
6

0
.
4

△
 
1
.
6

佐
　

賀
4
3

4
2

4
3

4
4

4
2

0
.
0

△
 
0
.
9

2
.
4

0
.
7

△
 
2
.
5

青
　

森
6
5

6
5

6
5

6
5

6
5

△
 
0
.
2

0
.
3

0
.
3

0
.
5

0
.
3

秋
　

田
4
9

4
9

4
9

4
9

4
9

△
 
2
.
0

△
 
0
.
6

0
.
4

0
.
6

△
 
0
.
2

宮
　

崎
5
4

5
5

5
5

5
5

5
5

△
 
2
.
0

0
.
6

0
.
5

0
.
7

0
.
2

沖
　

縄
6
7

6
8

6
9

7
1

7
3

2
.
9

1
.
9

1
.
5

2
.
3

2
.
7

6
,
4
0
1

6
,
4
6
5

6
,
5
3
0

6
,
6
6
4

6
,
7
2
4

0
.
5

1
.
0

1
.
0

2
.
1

0
.
9

 
 
 
 
 
 
４

　
全

国
計

の
数

値
は

労
働

力
調

査
結

果
の

数
値

で
あ

り
、

都
道

府
県

別
の

数
値

の
合

計
と

は
一

致
し

な
い

。

Ａ ラ ン ク

(3
)　

就
業

者
数

（
ラ

ン
ク

別
・

都
道

府
県

別
・

暦
年
）

ラ
ン

ク
都

道
府

県
人

数
（

万
人

）
増

減
（

％
）

 
 
 
 
 
 
３

　
毎

年
１

～
３

月
期

平
均

公
表

時
に

，
新

た
な

結
果

を
追

加
し

て
再

計
算

を
行

い
，

前
年

ま
で

の
過

去
５

年
間

の
四

半
期

平
均

及
び

年
平

均
結

果
を

遡
っ

て
一

部
改

定
し

て
い

る
。

　
　

　
２

　
平

成
2
3
年

の
岩

手
県

、
宮

城
県

及
び

福
島

県
に

つ
い

て
は

、
補

完
推

計
値

を
用

い
て

推
計

し
た

値
で

あ
る

。

B ラ ン ク Ｃ ラ ン ク D ラ ン ク

全
国

計

資
料

出
所

　
総

務
省

統
計

局
「

労
働

力
調

査
都

道
府

県
別

結
果

（
モ

デ
ル

推
計

値
）

」
、

「
労

働
力

調
査

」
（

注
）

１
　

都
道

府
県

別
に

表
章

す
る

よ
う

に
標

本
設

計
を

行
っ

て
お

ら
ず

(
北

海
道

、
沖

縄
県

を
除

く
)
、

標
本

規
模

も
小

さ
い

こ
と

な
ど

か
ら

、
標

本
誤

差
が

大
き

く
、

利
用

に
際

し
て

注
意

が
必

要
。

-3
9-
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Ⅲ
　

業
 務

 統
 計

 資
 料

 編
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最低賃金額
(円)

引上げ額
(円)

引上げ率
（％）

A 東  京 985 1013 28 2.84% 8月5日 ◐ 10月1日

A 神奈川 983 1011 28 2.85% 8月5日 ● 10月1日

A 大　阪 936 964 28 2.99% 8月5日 〇 10月1日

A 愛　知 898 926 28 3.12% 8月5日 〇 10月1日

A 埼　玉 898 926 28 3.12% 8月5日 〇 10月1日

A 千　葉 895 923 28 3.13% 8月5日 ● 10月1日

B 京　都 882 909 27 3.06% 8月5日 ● 10月1日

B 兵　庫 871 899 28 3.21% 8月5日 〇 10月1日

B 静　岡 858 885 27 3.15% 8月8日 ● 10月4日

B 滋　賀 839 866 27 3.22% 8月7日 ◐ ◭ 10月3日

B 茨　城 822 849 27 3.28% 8月5日 ▲ 10月1日

B 栃　木 826 853 27 3.27% 8月5日 〇 10月1日

B 広　島 844 871 27 3.20% 8月5日 ● 10月1日

B 長  野 821 848 27 3.29% 8月8日 ● 10月4日

B 富　山 821 848 27 3.29% 8月5日 〇 10月1日

B 三　重 846 873 27 3.19% 8月5日 〇 10月1日

B 山　梨 810 837 27 3.33% 8月5日 ● 10月1日

C 群　馬 809 835 26 3.21% 8月9日 ◐ ◭ 10月6日

C 岡　山 807 833 26 3.22% 8月6日 ● 10月2日

C 石　川 806 832 26 3.23% 8月6日 〇 10月2日

C 香　川 792 818 26 3.28% 8月5日 〇 10月1日

C 奈　良 811 837 26 3.21% 8月9日 〇 10月5日

C 宮　城 798 824 26 3.26% 8月5日 ▲ 10月1日

C 福　岡 814 841 27 3.32% 8月5日 ● 10月1日

C 山　口 802 829 27 3.37% 8月9日 ● 10月5日

C 岐　阜 825 851 26 3.15% 8月5日 〇 10月1日

C 福　井 803 829 26 3.24% 8月7日 〇 10月4日

C 和歌山 803 830 27 3.36% 8月5日 〇 10月1日

C 北海道 835 861 26 3.11% 8月7日 ● 10月3日

C 新　潟 803 830 27 3.36% 8月9日 ● 10月6日

C 徳　島 766 793 27 3.52% 8月5日 ◐ ◭ 10月1日

D 福　島 772 798 26 3.37% 8月5日 ◐ 10月1日

D 大　分 762 790 28 3.67% 8月5日 ● 10月1日

D 山　形 763 790 27 3.54% 8月5日 ● 10月1日

D 愛　媛 764 790 26 3.40% 8月5日 〇 10月1日

D 島　根 764 790 26 3.40% 8月1日 〇 10月1日

D 鳥　取 762 790 28 3.67% 8月9日 ● 10月5日

D 熊　本 762 790 28 3.67% 8月5日 ● 10月1日

D 長　崎 762 790 28 3.67% 8月7日 ● 10月3日

D 高　知 762 790 28 3.67% 8月8日 〇 10月5日

D 岩　手 762 790 28 3.67% 8月8日 ● 10月4日

D 鹿児島 761 790 29 3.81% 8月7日 ● 10月3日

D 佐　賀 762 790 28 3.67% 8月8日 ● 10月4日

D 青　森 762 790 28 3.67% 8月8日 ● 10月4日

D 秋　田 762 790 28 3.67% 8月7日 ● 10月3日

D 宮　崎 762 790 28 3.67% 8月8日 ● 10月4日

D 沖　縄 762 790 28 3.67% 8月6日 ● 10月3日

874 901 - -

備考

- 
40

 -

　１　全国加重平均額　901円

　２　答申時の裁決状況　〇全会一致 16件　　●使用者側反対 24件　　▲労働者側反対 2件

　　　　　　　　　　　　◐使側一部反対 2件　　　◭　◐労側一部反対・使側一部反対 3件

　３　答申時期　前年より早い 3件　　前年より遅い 12件　　前年と同じ 32件

　４　発効日　前年より早い 4件　　前年より遅い 12件　　前年と同じ 31件

　５　目安との比較　目安を上回る 19件（前年度23件）

　６　異議申出状況　45局（前年度43局）

全国加重平均額

令和元年度　地域別最低賃金の審議・決定状況

目安
ランク

都道府県名
前年度決定金額

(円)

改定最低賃金額
結審年月日
(答申日)

裁決状況 効力発生日
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(2
)　

目
安
と
改
定
額
と
の
関
係
の
推
移
（
都
道
府
県
別
）

（
単

位
：

円
）

年
度

都
道

府
県

名
 
 
 

平
成

２
２

２
３

２
４

２
５

２
６

２
７

２
８

２
９

３
０

令
和

元
都

道
府

県
名

　
東

　
京

東
　

京
Ａ

神
奈

川
－

１
神

奈
川

ラ
大

　
阪

＋
１

大
　

阪
ン

愛
　

知
＋

３
＋

１
＋

３
＋

３
＋

１
＋

１
愛

　
知

ク
埼

　
玉

＋
１

＋
２

＋
２

＋
１

埼
　

玉
千

　
葉

＋
６

＋
２

＋
２

＋
２

千
　

葉
京

　
都

＋
１

＋
２

＋
１

京
　

都
兵

　
庫

＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

兵
　

庫
Ｂ

静
　

岡
＋

２
＋

２
＋

３
＋

２
＋

１
静

　
岡

滋
　

賀
＋

３
＋

２
＋

３
＋

２
＋

１
滋

　
賀

ラ
茨

　
城

＋
２

＋
１

＋
３

＋
２

＋
１

茨
　

城
栃

　
木

＋
２

＋
２

＋
１

＋
１

栃
　

木
ン

広
　

島
＋

２
＋

２
＋

１
広

　
島

長
　

野
＋

２
＋

２
＋

１
長

　
野

ク
富

　
山

＋
２

＋
４

＋
１

富
　

山
三

　
重

＋
２

＋
２

＋
３

＋
１

＋
１

三
　

重
　

山
　

梨
＋

２
＋

１
＋

１
＋

１
山

　
梨

群
　

馬
＋

２
＋

１
＋

２
＋

１
＋

１
群

　
馬

岡
　

山
＋

３
＋

１
＋

２
＋

２
＋

２
＋

１
岡

　
山

Ｃ
石

　
川

＋
２

＋
２

＋
１

＋
１

石
　

川
香

　
川

＋
２

＋
２

＋
３

＋
２

＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

香
　

川
　

奈
　

良
＋

２
＋

１
＋

２
＋

１
奈

　
良

ラ
宮

　
城

＋
２

＊
＋

１
＋

１
宮

　
城

福
　

岡
＋

２
＋

２
＋

２
＋

１
＋

１
＋

１
福

　
岡

　
山

　
口

＋
２

＋
２

＋
２

＋
１

＋
１

山
　

口
ン

岐
　

阜
＋

２
＋

１
岐

　
阜

　
福

　
井

＋
２

＋
２

＋
１

＋
１

福
　

井
和

歌
山

＋
１

＋
１

＋
１

＋
１

和
歌

山
ク

北
海

道
北

海
道

　
新

　
潟

＋
２

＋
１

＋
２

＋
２

＋
１

＋
１

新
　

潟
　

徳
　

島
＋

２
＋

１
＋

３
＋

２
＋

１
＋

１
徳

　
島

福
　

島
＋

３
＊

＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

福
　

島
大

　
分

＋
２

＋
３

＋
２

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

大
　

分
山

　
形

＋
４

＋
１

＋
３

＋
１

＋
２

＋
１

＋
１

山
　

形
Ｄ

愛
　

媛
＋

２
＋

２
＋

３
＋

２
＋

１
＋

２
愛

　
媛

島
　

根
＋

２
＋

３
＋

２
＋

２
＋

２
＋

１
＋
１

＋
１

島
　

根
鳥

　
取

＋
２

＋
３

＋
３

＋
１

＋
１

＋
１

＋
１

＋
２

鳥
　

取
ラ

熊
　

本
＋

３
＋

３
＋

２
＋

１
＋

１
＋

２
＋

２
熊

　
本

　
長

　
崎

＋
３

＋
３

＋
３

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

長
　

崎
高

　
知

＋
１

＋
２

＋
３

＋
２

＋
１

＋
２

＋
２

高
　

知
ン

岩
　

手
＋

３
＊

＋
４

＋
２

＋
１

＋
１

＋
２

岩
　

手
　

鹿
児

島
＋

２
＋

４
＋

３
＋

１
＋

１
＋

３
鹿

児
島

佐
　

賀
＋

３
＋

３
＋

３
＋

１
＋

１
＋

２
＋

２
佐

　
賀

ク
青

　
森

＋
２

＋
１

＋
２

＋
１

＋
１

＋
１

＋
２

青
　

森
秋

　
田

＋
３

＋
１

＋
３

＋
１

＋
１

＋
１

＋
２

秋
　

田
宮

　
崎

＋
３

＋
３

＋
３

＋
１

＋
１

＋
２

＋
２

宮
　

崎
　

沖
　

縄
＋

３
＋

２
＋

４
＋

１
＋

１
＋

２
＋

２
沖

　
縄

　
目

安
と

改
定

額
と

の
差

額
を

記
載

し
て

い
な

い
。

＊
平

成
2
3
年

度
の

岩
手

、
宮

城
及

び
福

島
の

３
県

に
つ

い
て

は
、

同
年

度
の

目
安

が
、

「
各

県
ご

と
の

被
害

状
況

等
に

十
分

に
配

慮
」

等
し

た
審

議
を

求
め

た
経

緯
を

踏
ま

え
、

-
 4

1
 -
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(
3
)
　

効
力

発
生

年
月

日
の

推
移

年
度

都
道
府
県
名

平
成
22

23
24

25
26

27
28

29
30

令
和
元

都
道
府
県

東
　

京
10
.2
4

10
.1

10
.1

10
.1
9

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

東
　

京

Ａ
神

奈
川

10
.2
1

10
.1

10
.1

10
.2
0

1
0.
1

10
.1
8

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

神
奈

川

ラ
大

　
阪

10
.1
5

9.
30

9.
30

10
.1
8

1
0.
5

10
.1

10
.1

9.
30

10
.1

10
.1

大
　

阪

ン
愛

　
知

10
.2
4

10
.7

10
.1

10
.2
6

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

愛
　

知

ク
埼

　
玉

10
.1
6

10
.1

10
.1

10
.2
0

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

埼
　

玉

千
　

葉
10
.2
4

10
.1

10
.1

10
.1
8

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

千
　

葉

京
　

都
10
.1
7

10
.1
6

10
.1
4

10
.2
4

10
.2
2

10
.7

10
.2

10
.1

10
.1

10
.1

京
　

都

兵
　

庫
10
.1
7

10
.1

10
.1

10
.1
9

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

兵
　

庫

Ｂ
静

　
岡

10
.1
4

10
.1
4

10
.1
2

10
.1
2

1
0.
5

10
.3

10
.5

10
.4

10
.3

10
.4

静
　

岡

滋
　

賀
10
.2
1

10
.2
0

10
.6

10
.2
5

1
0.
9

10
.8

10
.6

10
.5

10
.1

10
.3

滋
　

賀

ラ
茨

　
城

10
.1
6

10
.8

10
.6

10
.1
9

1
0.
4

10
.4

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

茨
　

城

栃
　

木
10
.7

10
.1

10
.1

10
.1
9

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

栃
　

木

ン
広

　
島

10
.3
0

10
.1

10
.1

10
.2
4

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

広
　

島

長
　

野
10
.2
9

10
.1

10
.1

10
.2
0

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.4

長
　

野

ク
富

　
山

10
.2
7

10
.1

11
.4

10
.6

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

富
　

山

三
　

重
10
.2
2

10
.1

9.
30

10
.1
9

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

三
　

重

山
　

梨
10
.1
7

10
.2
0

10
.1

10
.1
8

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1
4

10
.3

10
.1

山
　

梨

群
　

馬
10
.9

10
.7

10
.1
0

10
.1
3

1
0.
5

10
.8

10
.6

10
.7

10
.6

10
.6

群
　

馬

岡
　

山
11
.5

10
.2
7

10
.2
4

10
.3
0

1
0.
5

10
.2

10
.1

10
.1

10
.3

10
.2

岡
　

山

Ｃ
石

　
川

10
.3
0

10
.2
0

10
.6

10
.1
9

1
0.
5

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.2

石
　

川

香
　

川
10
.1
6

10
.5

10
.5

10
.2
4

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

香
　

川

奈
　

良
10
.2
4

10
.7

10
.6

10
.2
0

1
0.
3

10
.7

10
.6

10
.1

10
.4

10
.5

奈
　

良

ラ
宮

　
城

10
.2
4

10
.2
9

10
.1
9

10
.3
1

10
.1
6

10
.3

10
.5

10
.1

10
.1

10
.1

宮
　

城

福
　

岡
10
.2
2

10
.1
5

10
.1
3

10
.1
8

1
0.
5

10
.4

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

福
　

岡

山
　

口
10
.2
9

10
.6

10
.1

10
.1
0

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.5

山
　

口

ン
岐

　
阜

10
.1
7

10
.1

10
.1

10
.1
9

1
0.
1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

岐
　

阜

福
　

井
10
.2
1

10
.1

10
.6

10
.1
3

1
0.
4

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

10
.4

福
　

井

和
歌

山
10
.2
9

10
.1
3

10
.1

10
.1
9

10
.1
7

10
.2

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

和
歌

山

ク
北

海
道

10
.1
5

10
.6

10
.1
8

10
.1
8

1
0.
8

10
.8

10
.1

10
.1

10
.1

10
.3

北
海

道

新
　

潟
10
.2
1

10
.7

10
.5

10
.2
6

1
0.
4

10
.3

10
.1

10
.1

10
.1

10
.6

新
　

潟

徳
　

島
10
.1
6

10
.1
5

10
.1
9

10
.3
0

1
0.
1

10
.4

10
.1

10
.5

10
.1

10
.1

徳
　

島

福
　

島
10
.2
4

11
.2

10
.1

10
.6

1
0.
4

10
.3

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

福
　

島

大
　

分
10
.2
4

10
.2
0

10
.4

10
.2
0

1
0.
4

10
.1
7

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

大
　

分

山
　

形
10
.2
9

10
.2
9

10
.2
4

10
.2
4

10
.1
7

10
.1
6

10
.7

10
.6

10
.1

10
.1

山
　

形

Ｄ
愛

　
媛

10
.2
7

10
.2
0

10
.2
4

10
.3
1

10
.1
2

10
.3

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

愛
　

媛

島
　

根
10
.2
4

11
.6

10
.1
4

11
.6

1
0.
5

10
.4

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

島
　

根

鳥
　

取
10
.3
1

10
.2
9

10
.2
0

10
.2
5

1
0.
8

10
.4

10
.1
2

10
.6

10
.5

10
.5

鳥
　

取

ラ
熊

　
本

11
.5

10
.2
0

10
.1

10
.3
0

1
0.
1

10
.1
7

10
.1

10
.1

10
.1

10
.1

熊
　

本

長
　

崎
11
.4

10
.1
2

10
.2
4

10
.2
0

1
0.
1

10
.7

10
.6

10
.6

10
.6

10
.3

長
　

崎

高
　

知
10
.2
7

10
.2
6

10
.2
6

10
.2
6

10
.2
6

10
.1
8

10
.1
6

10
.1
3

10
.5

10
.5

高
　

知

ン
岩

　
手

10
.3
0

11
.1
1

10
.2
0

10
.2
7

1
0.
4

10
.1
6

10
.5

10
.1

10
.1

10
.4

岩
　

手

鹿
児

島
10
.2
8

10
.2
9

10
.1
3

10
.2
7

10
.1
9

10
.8

10
.1

10
.1

10
.1

10
.3

鹿
児

島

佐
　

賀
10
.2
9

10
.6

10
.2
1

10
.2
6

1
0.
4

10
.4

10
.2

10
.6

10
.4

10
.4

佐
　

賀

ク
青

　
森

10
.2
9

10
.1
6

10
.1
2

10
.2
4

10
.2
4

10
.1
8

10
.2
0

10
.6

10
.4

10
.4

青
　

森

秋
　

田
11
.3

10
.3
0

10
.1
3

10
.2
6

1
0.
5

10
.7

10
.6

10
.1

10
.1

10
.3

秋
　

田

宮
　

崎
11
.4

11
.2

10
.2
6

11
.2

10
.1
6

10
.1
6

10
.1

10
.6

10
.5

10
.4

宮
　

崎

沖
　

縄
11
.5

11
.6

10
.2
5

10
.2
6

10
.2
4

10
.9

10
.1

10
.1

10
.3

10
.3

沖
　

縄

-
 4

2
 -
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（
4）

　
加
重
平
均
額
と
引
上
げ
率
の
推
移
（

全
国
・
ラ
ン
ク
別
）

(円
）

年
度

平
成

２
２

２
３

２
４

２
５

２
６

２
７

２
８

２
９

３
０

令
和

元

ラ
ン

ク

　
　

全
　

　
国

73
0

73
7

74
9

76
4

78
0

79
8

8
2
3

8
4
8

8
7
4

9
0
1

(2
.3

8)
(0

.9
6)

(1
.6

3)
(2

.0
0)

(2
.0

9)
(2

.3
1)

(3
.1

3)
(3

.0
4)

(3
.0

7)
(3

.0
9)

A
ラ

ン
ク

79
2

80
4

81
7

83
6

85
5

87
5

9
0
0

9
2
0

9
4
7

9
7
5

(2
.9

9)
(1

.5
2)

(1
.6

2)
(2

.3
3)

(2
.2

7)
(2

.3
4)

(2
.8

6)
(2

.2
2)

(2
.9

3)
(2

.9
6)

B
ラ

ン
ク

72
4

72
5

73
4

74
7

76
3

78
1

8
0
6

8
2
1

8
4
7

8
7
4

(1
.9

7)
(0

.1
4)

(1
.2

4)
(1

.7
7)

(2
.1

4)
(2

.3
6)

(3
.2

0)
(1

.8
6)

(3
.1

7)
(3

.1
9)

C
ラ

ン
ク

68
6

69
1

69
9

71
1

72
5

74
2

7
6
4

7
8
7

8
1
2

8
3
8

(1
.9

3)
(0

.7
3)

(1
.1

6)
(1

.7
2)

(1
.9

7)
(2

.3
4)

(2
.9

6)
(3

.0
1)

(3
.1

8)
(3

.2
0)

D
ラ

ン
ク

64
3

64
8

65
4

66
6

67
9

69
5

7
1
7

7
3
9

7
6
3

7
9
1

(1
.9

0)
(0

.7
8)

(0
.9

3)
(1

.8
3)

(1
.9

5)
(2

.3
6)

(3
.1

7)
(3

.0
7)

(3
.2

5)
(3

.6
7)

(注
）

1　
金

額
は

適
用

労
働

者
数

に
よ

る
加

重
平

均
時

間
額

で
あ

る
。

2　
（　

　
)内

は
引

上
げ

率
（％

）を
示

す
。

3　
各

ラ
ン

ク
は

、
各

年
度

に
お

け
る

適
用

ラ
ン

ク
で

あ
る

。
4　

平
成

23
年

度
と

平
成

29
年

度
は

ラ
ン

ク
区

分
の

入
替

え
（例

え
ば

平
成

29
年

度
は

、
埼

玉
Ｂ

→
Ａ

、
山

梨
Ｃ

→
Ｂ

、
徳

島
Ｄ

→
Ｃ

）
が

あ
っ

た
た

め
、

引
上

げ
率

 等
の

比
較

に
は

注
意

が
必

要
。

-
 4

3
 -
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(
5
)
　

最
高

額
と

最
低

額
及

び
格

差
の

推
移

年
度

平
成
22

23
24

25
26

27
28

2
9

3
0

令
和
元

区
分

①
　

最
高

額
　

　
　

(
円

）
8
2
1

8
3
7

8
5
0

8
6
9

8
8
8

9
0
7

9
3
2

9
5
8

9
8
5

1
,0

1
3

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

東
京

②
　

最
低

額
　

　
　

(
円

）
6
4
2

6
4
5

6
5
2

6
6
4

6
7
7

6
9
3

7
1
4

7
3
7

7
6
1

7
9
0

※
１

岩
手

高
知

沖
縄

島
根

高
知

※
２

※
３

※
４

宮
崎

沖
縄

※
５

鹿
児

島
※

６

格
差

②
／

①
×

1
0
0

7
8
.2

7
7
.1

7
6
.7

7
6
.4

7
6
.2

7
6
.4

7
6
.6

7
6
.9

7
7
.3

7
8
.0

※
１

　
鳥

取
、

島
根

、
高

知
、

佐
賀

、
長

崎
、

宮
崎

、
鹿

児
島

、
沖

縄
※

２
　

鳥
取

、
島

根
、

高
知

、
佐

賀
、

長
崎

、
熊

本
、

大
分

、
宮

崎
、

沖
縄

※
３

　
鳥

取
、

高
知

、
長

崎
、

熊
本

、
大

分
、

宮
崎

、
沖

縄
※

４
　

鳥
取

、
高

知
、

宮
崎

、
沖

縄
※

５
　

高
知

、
佐

賀
、

長
崎

、
熊

本
、

大
分

、
宮

崎
、

鹿
児

島
、

沖
縄

※
６

　
青

森
、

岩
手

、
秋

田
、

山
形

、
鳥

取
、

島
根

、
愛

媛
、

高
知

、
佐

賀
、

長
崎

、
熊

本
、

大
分

、
宮

崎
、

鹿
児

島
、

沖
縄

-
 4

4
 -
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(
6
)
　

地
域

別
最

低
賃

金
引

上
げ

率
の

推
移

（
単

位
：

％
）

年
度

都
道

府
県

平
成

２
２

２
３

２
４

２
５

２
６

２
７

２
８

２
９

３
０

令
和

元
　

東
　

京
3
.
7
9

1
.
9
5

1
.
5
5

2
.
2
4

2
.
1
9

2
.
1
4

2
.
7
6

2
.
7
9

2
.
8
2

2
.
8
4

Ａ
神

奈
川

3
.
6
8

2
.
2
0

1
.
5
6

2
.
2
4

2
.
1
9

2
.
0
3

2
.
7
6

2
.
8
0

2
.
8
2

2
.
8
5

ラ
大

　
阪

2
.
2
3

0
.
9
0

1
.
7
8

2
.
3
8

2
.
3
2

2
.
3
9

2
.
9
1

2
.
9
4

2
.
9
7

2
.
9
9

ン
愛

　
知

1
.
7
8

0
.
6
7

1
.
0
7

2
.
9
0

2
.
5
6

2
.
5
0

3
.
0
5

3
.
0
8

3
.
1
0

3
.
1
2

ク
埼

　
玉

2
.
0
4

1
.
2
0

1
.
5
8

1
.
8
2

2
.
1
7

2
.
2
4

3
.
0
5

3
.
0
8

3
.
1
0

3
.
1
2

千
　

葉
2
.
2
0

0
.
5
4

1
.
0
7

2
.
7
8

2
.
7
0

2
.
3
8

3
.
0
6

3
.
0
9

3
.
1
1

3
.
1
3

京
　

都
2
.
7
4

0
.
2
7

1
.
0
7

1
.
8
4

2
.
0
7

2
.
2
8

2
.
9
7

3
.
0
1

3
.
0
4

3
.
0
6

Ｂ
兵

　
庫

1
.
8
0

0
.
6
8

1
.
3
5

1
.
6
0

1
.
9
7

2
.
3
2

3
.
1
5

3
.
0
5

3
.
2
0

3
.
2
1

　
静

　
岡

1
.
6
8

0
.
4
1

0
.
9
6

1
.
9
0

2
.
1
4

2
.
3
5

3
.
0
7

3
.
1
0

3
.
1
3

3
.
1
5

ラ
滋

　
賀

1
.
8
8

0
.
4
2

0
.
9
9

1
.
9
6

2
.
1
9

2
.
4
1

3
.
1
4

3
.
1
7

3
.
2
0

3
.
2
2

茨
　

城
1
.
7
7

0
.
2
9

1
.
0
1

2
.
0
0

2
.
2
4

2
.
4
7

3
.
2
1

3
.
2
4

3
.
2
7

3
.
2
8

ン
栃

　
木

1
.
7
5

0
.
4
3

0
.
7
1

1
.
8
4

2
.
0
9

2
.
4
6

3
.
2
0

3
.
2
3

3
.
2
5

3
.
2
7

広
　

島
1
.
7
3

0
.
8
5

1
.
2
7

1
.
9
5

2
.
3
2

2
.
5
3

3
.
1
2

3
.
1
5

3
.
1
8

3
.
2
0

ク
長

　
野

1
.
7
6

0
.
1
4

0
.
8
6

1
.
8
6

2
.
1
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業種別法違反の状況（令和２年１月～３月　全国計）

監督実施事業場数 違反事業場数 違反率％ 監督実施事業場数 違反事業場数 違反率％ 監督実施事業場数 違反事業場数 違反率％

01  製造業 5,689 753 13.2% 5,231 703 13.4% 468 50 10.7%

　01　食料品製造業 　 1,693 206 12.2% 1,680 204 12.1% 13 2 15.4%

  02  繊維工業 417 59 14.1% 412 59 14.3% 5 0 0.0%

  03  衣服その他の繊維製品製造業 613 74 12.1% 613 74 12.1% 0 0 0.0%

  04  木材・木製品製造業 164 15 9.1% 164 15 9.1% 0 0 0.0%

  05  家具・装備品製造業 86 12 14.0% 86 12 14.0% 0 0 0.0%

  06  パルプ・紙・紙加工品製造業 171 23 13.5% 171 23 13.5% 0 0 0.0%

  07  印刷・製本業 179 18 10.1% 178 18 10.1% 1 0 0.0%

  08  化学工業 433 58 13.4% 432 57 13.2% 1 1 100.0%

  09  窯業土石製品製造業 158 19 12.0% 134 14 10.4% 24 5 20.8%

  10  鉄鋼業 24 2 8.3% 16 1 6.3% 8 1 12.5%

  11  非鉄金属製造業 32 5 15.6% 24 4 16.7% 8 1 12.5%

  12  金属製品製造業 320 40 12.5% 320 38 11.9% 10 2 20.0%

  13  一般機械器具製造業 207 25 12.1% 107 14 13.1% 100 11 11.0%

  14  電気機械器具製造業 332 66 19.9% 96 42 43.8% 236 24 10.2%

  15  輸送用機械等製造業 66 8 12.1% 24 6 25.0% 42 2 4.8%

  16  電気・ガス・水道業 1 0 0.0% 1 0 0.0% 0 0 0.0%

  17  その他の製造業 793 123 15.5% 773 122 15.8% 20 1 5.0%

02  鉱業 2 0 0.0% 2 0 0.0% 0 0 0.0%

03  建設業  157 24 15.3% 157 24 15.3% 0 0 0.0%

04  運輸交通業 40 10 25.0% 40 10 25.0% 0 0 0.0%

  01  鉄道・軌道・水運・航空業 1 0 0.0% 1 0 0.0% 0 0 0.0%

  02  道路旅客運送業 11 4 36.4% 11 4 36.4% 0 0 0.0%

  03  道路貨物運送業 27 6 22.2% 27 6 22.2% 0 0 0.0%

  04  その他の運輸交通業 1 0 0.0% 1 0 0.0% 0 0 0.0%

05  貨物取扱業 4 0 0.0% 4 0 0.0% 0 0 0.0%

１号～５号  計 5,892 787 13.4% 5,434 737 13.6% 468 50 10.7%

06  農林業 88 22 25.0% 88 22 25.0% 0 0 0.0%

07  畜産･水産業 39 5 12.8% 39 5 12.8% 0 0 0.0%

08  商業 5,140 606 11.8% 5,093 599 11.8% 47 7 14.9%

  01  卸売業 854 95 11.1% 854 95 11.1% 0 0 0.0%

  02  小売業 3,536 437 12.4% 3,489 430 12.3% 47 7 14.9%

  03  理美容業 643 60 9.3% 643 60 9.3% 0 0 0.0%

  04  その他の商業 107 14 13.1% 107 14 13.1% 0 0 0.0%

09  金融・広告業 83 10 12.0% 83 10 12.0% 0 0 0.0%

10  映画・演劇業 6 0 0.0% 6 0 0.0% 0 0 0.0%

11  通信業 4 0 0.0% 4 0 0.0% 0 0 0.0%

12  教育・研究業 72 10 13.9% 72 10 13.9% 0 0 0.0%

13  保健衛生業 707 100 14.1% 707 100 14.1% 0 0 0.0%

  01  医療保健業 113 19 16.8% 113 19 16.8% 0 0 0.0%

  02  社会福祉施設 565 77 13.6% 565 77 13.6% 0 0 0.0%

  03  その他の保健衛生業 29 4 13.8% 29 4 13.8% 0 0 0.0%

14  接客娯楽業 2,929 457 15.6% 2,929 467 15.9% 0 0 0.0%

  01  旅館業 625 104 16.6% 625 104 16.6% 0 0 0.0%

  02  飲食店 2,142 341 15.9% 2,142 341 15.9% 0 0 0.0%

  03  その他の接客娯楽業 162 22 13.6% 162 22 13.6% 0 0 0.0%

15  清掃・と畜業 366 36 9.8% 366 36 9.8% 0 0 0.0%

16  官公署 1 0 0.0% 1 0 0.0% 0 0 0.0%

17  その他の事業 273 37 13.6% 273 37 13.6% 0 0 0.0%

  01  派遣業 20 3 15.0% 20 3 15.0% 0 0 0.0%

  02  その他の事業 253 34 13.4% 253 34 13.4% 0 0 0.0%

６号～１７号  計 9,708 1,283 13.2% 9,661 1,286 13.3% 47 7 14.9%

合計 15,600 2,080 13.3% 15,095 2,023 13.4% 515 57 11.1%

業　　　　種
合計 地域別最低賃金適用事業場 特定最低賃金適用事業場
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平成２９年 平成30年 前回比（％）

事業所数 （所） 2,189 2,152 -1.7

従業者数 （人） 76,840 77,264 0.6

現金給与総額 （百万円） 315,774 316,347 0.2

原材料使用額等 （百万円） 2,551,019 2,817,038 10.4

製造品出荷額等 （百万円） 3,814,248 4,178,495 9.5

付加価値額 （百万円） 1,034,794 1,094,226 5.7

（資料出所）

（注）　従業者４人以上の事業所

（参考）

平成２９年 平成30年 前回比（％）

従業者１人当たりの

現金給与総額 （万円） 411 409 -0.4

原材料使用額等 （万円） 3,320 3,646 9.8

製造品出荷額等 （万円） 4,964 5,408 8.9

付加価値額 （万円） 1,347 1,416 5.2

愛　媛　の　工　業　統　計

愛媛県ホームページ掲載の統計「愛媛の工業」より
「工業統計調査」（経済産業省所管）及び「経済センサス-活動調査」（総務省及び経済産業省
所管）をもとに、愛媛県内の製造業について集計結果を取りまとめたもの。
最新データは平成３０年の調査結果
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平成２６年 平成２８年 前回比（％）

卸売業

事業所数 （所） 3,063 3,456 12.8

従業者数 （人） 23,502 27,825 18.4

年間商品販売額 （億円） 19,287 23,328 21.0

小売業

事業所数 （所） 9,988 10,709 7.2

従業者数 （人） 65,266 71,082 8.9

年間商品販売額 （億円） 12,087 14,716 21.8

（資料出所）

（注１）　すべての事業所を対象としています。
（注２）　ここでいう従業者と労働基準法上の労働者の概念は一致しません。

（参考）

平成２６年 平成２８年 前回比（％）

（卸売業）従業者１人当たりの

年間商品販売額 （万円） 8,207 8,384 2.2              

（小売業）従業者１人当たりの

年間商品販売額 （万円） 1,852 2,070 11.8             

愛　媛　の　商　業　統　計

愛媛県ホームページ掲載の統計「愛媛の商業」より
平成28年６月１日現在で実施した「平成28年経済センサス-活動調査」をもとに、愛媛県内の卸売
業・小売業について集計結果を取りまとめたもの。
最新データは平成28年の調査結果

平成28年：「平成28年経済センサス-活動調査」（総務省・経済産業省所管）　平成28年6月1日を調査期日として実施

平成26年：「平成26年商業統計調査」（経済産業省所管）　平成26年7月1日を調査期日として実施

176



1 生産・公共工事・住宅着工

平成３０年 令和元年 前年比（％）

1 鉱工業生産指数 （２０１５年
＝１００） 99.0 99.8 0.8

2 公共工事請負金額※ （百万円） 153,832 184,910 20.2

3 新設住宅着工戸数 （戸） 7,178 7,756 8.1

4 建築着工床面積（非居住用） （㎡） 542,622 522,300 -3.7

　※ [2] は年度

2 消費・観光・物価

平成３０年 令和元年 前年比（％）

5 百貨店・スーパー販売額 （億円） 2,071 2,057 -0.7

6
コンビニエンスストア
商品販売額等（全国）

（億円） 119,780 121,841 1.7

7 乗用車新規登録台数※ （台） 25,273 24,664 -2.4

8 　同　（軽自動車） （台） 20,177 20,138 -0.2

9 道後温泉旅館宿泊客数 （人） 787,308 762,533 -3.1

10 大口電力使用量※※ （百万kWh）

11 消費者物価指数※※※
（２０１５年
＝１００） 101.0 101.3 0.3

　※　普通車・小型車の値　　　※※ [10] は28年度以降データなし　　　※※※＝松山市

3 雇用・企業倒産

平成３０年 令和元年 前年比（％）

12 有効求人倍率 （倍） 1.61 1.64 1.9

13 新規求人数 （人） 142,744 141,412 -0.9

14 新規求職者数 （人） 59,430 56,926 -4.2

15 企業倒産件数 （件） 44 48 9.1

16 　同　負債額 （百万円） 8,266 9,511 15.1

愛　媛　の　経　済　指　標
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4 金融・貿易

平成３０年 令和元年 前年比（％）

17 銀行預金残高※ （億円） 69,564 71,898 3.4

18 銀行貸出金残高※ （億円） 58,614 61,492 4.9

19 貿易輸出額 （百万円） 678,789 692,147 2.0

20 貿易輸入額 （百万円） 1,023,155 960,718 -6.1

　※ [17] [18] は各年末残高
（調査機関）

1 愛媛県統計課
2 西日本建設業保証
3 国土交通省
4 同上
5 四国経済産業局
6 経済産業省
7 四国運輸局
8 全国軽自動車協会連合会
9 道後温泉旅館協同組合
10 四国電力
11 総務省
12 愛媛労働局
13 同上
14 同上
15 東京商工リサーチ
16 同上
17 日本銀行
18 同上
19 神戸税関
20 同上
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愛媛県最低賃金の推移について

日額 引上額 引上率 時間額 引上額 引上率

（円） （円） （％） （円） （円） （％）

昭和48年 昭和48年4月1日 1,015 127

49年 昭和50年3月3日 1,533 518 51.03 192 65 51.18

50年 昭和51年2月27日 1,780 247 16.11 223 31 16.15

51年 昭和51年11月30日 1,950 170 9.55 244 21 9.42

52年 昭和52年11月6日 2,145 195 10.00 268 24 9.84

53年 昭和53年10月2日 2,285 140 6.53 286 18 6.72

54年 昭和54年10月7日 2,431 146 6.39 304 18 6.29

55年 昭和55年10月3日 2,601 170 6.99 325 21 6.91

56年 昭和56年11月8日 2,769 168 6.46 346 21 6.46

57年 昭和57年10月1日 2,917 148 5.34 365 19 5.49

58年 昭和58年10月1日 3,010 93 3.19 377 12 3.29

59年 昭和59年10月1日 3,103 93 3.09 388 11 2.92

60年 昭和60年10月1日 3,214 111 3.58 402 14 3.61

61年 昭和61年10月1日 3,310 96 2.99 414 12 2.99

62年 昭和62年10月1日 3,382 72 2.18 423 9 2.17

63年 昭和63年10月1日 3,483 101 2.99 436 13 3.07

平成元年 平成元年10月1日 3,623 140 4.02 453 17 3.90

2年 平成2年10月1日 3,796 173 4.78 475 22 4.86

3年 平成3年10月1日 3,982 186 4.90 498 23 4.84

4年 平成4年10月1日 4,152 170 4.27 520 22 4.42

5年 平成5年10月1日 4,283 131 3.16 536 16 3.08

6年 平成6年10月1日 4,386 103 2.40 550 14 2.61

7年 平成7年10月1日 4,486 100 2.28 563 13 2.36

8年 平成8年10月1日 4,582 96 2.14 574 11 1.95

9年 平成9年10月1日 4,685 103 2.25 588 14 2.44

10年 平成10年10月1日 4,770 85 1.81 597 9 1.53

11年 平成11年10月1日 4,813 43 0.90 602 5 0.84

12年 平成12年10月1日 4,852 39 0.81 607 5 0.83

13年 平成13年10月1日 4,885 33 0.68 611 4 0.66

14年 平成14年10月1日 （廃止） 611 0 0.00

15年 611 0 0.00

16年 平成16年10月1日 612 1 0.16

17年 平成17年10月1日 614 2 0.33

18年 平成18年10月1日 616 2 0.33

19年 平成19年10月25日 623 7 1.14

20年 平成20年10月24日 631 8 1.28

21年 平成21年10月1日 632 1 0.16

22年 平成22年10月27日 644 12 1.90

23年 平成23年10月20日 647 3 0.47

24年 平成24年10月24日 654 7 1.08

25年 平成25年10月31日 666 12 1.83

26年 平成26年10月12日 680 14 2.10

27年 平成27年10月3日 696 16 2.35

28年 平成28年10月1日 717 21 3.02

29年 平成29年10月1日 739 22 3.07

30年 平成30年10月1日 764 25 3.38

令和元年 令和元年10月1日 790 26 3.40

表１　　愛媛県最低賃金年次別推移

年　次

最低賃金日額推移 最低賃金時間額推移

改正発効年月日
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表２ 愛媛県最低賃金年次別推移（影響率未満率つき）

日額 目安への 引上額 引上率 時間額 1/8への 引上額 引上率 未満率 影響率

（円） 加算額 （円） （％） （円） 加算額 （円） （％） （％） （％）

平成5年 4,283 3 131 3.16 536 16 3.08 2.2 4.6

6年 4,386 1 103 2.40 550 1 14 2.61 2.0 2.7

7年 4,486 100 2.28 563 2 13 2.36 1.6 3.4

8年 4,582 3 96 2.14 574 1 11 1.95 1.1 1.7

9年 4,685 3 103 2.25 588 2 14 2.44 1.2 2.0

10年 4,770 1 85 1.81 597 9 1.53 1.7 2.1

11年 4,813 43 0.90 602 5 0.84 1.8 2.1

12年 4,852 1 39 0.81 607 5 0.83 1.4 2.0

13年 4,885 33 0.68 611 4 0.66 1.3 1.6

14年 (廃止) 611 0 0.00 2.2 2.2

15年 611 0 0.00 0.9 0.9

16年 612 1 0.16 0.7 0.7

17年 614 2 0.33 0.9 1.0

18年 616 2 0.33 1.2 1.3

19年  623 7 1.14 1.1 1.7

20年 631 8 1.28 2.0 2.7

21年  632 1 0.16 2.3 2.4

22年  644 12 1.90 1.8 3.4

23年  647 3 0.47 1.6 2.3

24年  654 7 1.08 1.1 1.8

25年  666 12 1.83 1.4 4.0

26年  680 14 2.10 1.8 3.3

27年  696 16 2.35 0.9 5.0

28年  717 21 3.02 1.4 6.5

29年  739 22 3.07 1.1 5.8

30年  764 25 3.38 1.4 8.8

令和元年  790 26 3.40 2.2 11.3

年　次
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参考 未満率及び影響率のイメージ図 

 

 

 

影響率 

 

未満率 

 

 

 

 

 

 

※ 曲線は、賃金額を横軸にとったときの労働者分布を表している。 
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全国の地域別最低賃金一覧表（金額順）
（単位：円）

都道府県名 時間額（円）
令和元年審議における

引上げ額（円）
発効予定年月日

東 京 1,013 28 2019年 10月1日
神 奈 川 1,011 28 2019年 10月1日
大 阪 964 28 2019年 10月1日
埼 玉 926 28 2019年 10月1日
愛 知 926 28 2019年 10月1日
千 葉 923 28 2019年 10月1日
京 都 909 27 2019年 10月1日
兵 庫 899 28 2019年 10月1日
静 岡 885 27 2019年 10月4日
三 重 873 27 2019年 10月1日
広 島 871 27 2019年 10月1日
滋 賀 866 27 2019年 10月3日
北 海 道 861 26 2019年 10月3日
栃 木 853 27 2019年 10月1日
岐 阜 851 26 2019年 10月1日
茨 城 849 27 2019年 10月1日
富 山 848 27 2019年 10月1日
長 野 848 27 2019年 10月4日
福 岡 841 27 2019年 10月1日
奈 良 837 26 2019年 10月5日
山 梨 837 27 2019年 10月1日
群 馬 835 26 2019年 10月6日
岡 山 833 26 2019年 10月2日
石 川 832 26 2019年 10月2日
新 潟 830 27 2019年 10月6日
和 歌 山 830 27 2019年 10月1日
福 井 829 26 2019年 10月3日
山 口 829 27 2019年 10月5日
宮 城 824 26 2019年 10月1日
香 川 818 26 2019年 10月1日
福 島 798 26 2019年 10月1日
徳 島 793 27 2019年 10月1日
島 根 790 26 2019年 10月1日
愛 媛 790 26 2019年 10月1日
山 形 790 27 2019年 10月1日
青 森 790 28 2019年 10月4日
岩 手 790 28 2019年 10月4日
秋 田 790 28 2019年 10月3日
鳥 取 790 28 2019年 10月5日
高 知 790 28 2019年 10月5日
佐 賀 790 28 2019年 10月4日
長 崎 790 28 2019年 10月3日
熊 本 790 28 2019年 10月1日
大 分 790 28 2019年 10月1日
宮 崎 790 28 2019年 10月4日
沖 縄 790 28 2019年 10月3日
鹿 児 島 790 29 2019年 10月3日

全国加重平均 901 27 -
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4
1
8
3
7

8
3
3

8
3
0

8
3
2

8
2
4

黄
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＝
Ａ
ラ
ン
ク

水
色
＝
Ｂ
ラ
ン
ク
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色
＝
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ラ
ン
ク

紫
色
＝
Ｄ
ラ
ン
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緑
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＝
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高
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第
３
３
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東
京
と
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差
２
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３
円
）

低
い
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第
１
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4
8
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6
1

7
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3

9
2
3

8
5
1

8
2
9
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平
成 元
平
成
2
平
成
3
平
成
4
平
成
5
平
成
6
平
成
7
平
成
8
平
成
9
平
成

1
0

平
成

1
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平
成
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平
成

1
3

平
成
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成
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成
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成
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成
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0
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成
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1
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成

2
2
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成
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3

平
成
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平
成

2
5

平
成

2
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平
成
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7

平
成

2
8

平
成

2
9

平
成
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0

令
和 元

男
性
月
額
26
6.
6
27
8.
0
28
8.
3
29
8.
6
30
4.
7
31
3.
5
31
6.
7
32
2.
7
32
5.
9
32
5.
8
32
3.
9
32
2.
6
32
5.
9
32
7.
7
32
2.
2
31
8.
5
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6.
8
32
6.
6
32
6.
1
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9
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3.
2
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8
31
3.
2
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8
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2
31
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3
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9
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6
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9
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6
32
1.
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女
性
月
額
15
0.
6
15
1.
7
15
7.
6
17
0.
9
18
0.
1
17
8.
9
18
5.
5
19
0.
1
19
4.
1
20
0
20
0.
1
20
6.
1
21
0.
1
21
3.
6
21
7.
4
21
3.
9
20
8.
4
21
3.
5
21
1.
6
21
1.
5
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2.
6
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3.
5
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2.
4
20
9.
8
21
6.
4
22
5.
1
21
8.
8
22
5.
8
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2.
4
22
1
22
7.
1

0

5
0

1
0
0

1
5
0

2
0
0

2
5
0

3
0
0

3
5
0

（
千
円
）

（
資
料
：
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
）
き
ま
っ
て
支
給
す
る
現
金
給
与
額

Ｇ
３
賃
金
月
額
の
年
次
推
移

（
愛
媛
県
・
全
産
業
・
男
女
別
）
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年
齢
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分
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資
料
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賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
）
き
ま
っ
て
支
給
す
る
現
金
給
与
額

Ｇ
５
賃
金
月
額
グ
ラ
フ
（
令
和
元
年
調
査
：
愛
媛
県
：
全
産
業
：
女
性
）

全
規
模

1
0
0
0
人
以
上

1
0
0
～
9
9
9
人

1
0
～
9
9
人
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賃
金
構
造
基
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）
き
ま
っ
て
支
給
す
る
現
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賃
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人
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４　労働者の生計費について

標準生計関係の各種指標

（１）標準生計費（松山市）

① 世帯人員数別標準生計費 （2019年4月） （円）

１人 ２人 ３人 ４人 ５人

22,270 35,090 43,440 51,800 60,160

41,790 33,530 36,110 38,700 41,270

2,450 6,920 7,700 8,470 9,230

24,990 22,170 37,670 53,150 68,650

3,920 9,190 11,160 13,130 15,100

95,420 106,900 136,080 165,250 194,410

雑費Ⅰ＝保健医療，交通・通信，教育，教育娯楽
雑費Ⅱ＝その他の消費支出（諸雑費，交際費等）

② 世帯人員数別標準生計費の年次別推移 （各年4月） （円）

１人 ２人 ３人 ４人 ５人

2015年 24,240 29,690 39,940 50,190 60,440
2016年 20,990 31,010 39,540 48,070 56,590
2017年 23,870 42,080 49,270 56,460 63,650
2018年 22,820 36,510 45,340 54,180 63,020
2019年 22,270 35,090 43,440 51,800 60,160
2015年 35,910 48,430 41,870 35,300 28,730
2016年 45,460 50,100 45,730 41,370 37,010
2017年 42,400 52,320 44,680 37,030 29,390
2018年 51,480 56,420 50,740 45,040 39,350
2019年 41,790 33,530 36,110 38,700 41,270
2015年 4,610 5,790 7,620 9,440 11,270
2016年 2,700 6,460 7,940 9,420 10,910
2017年 3,840 9,620 12,530 15,440 18,350
2018年 2,720 9,490 10,900 12,320 13,720
2019年 2,450 6,920 7,700 8,470 9,230
2015年 26,230 35,350 53,700 72,060 90,410
2016年 21,690 29,390 41,530 53,680 65,830
2017年 25,450 34,400 47,400 60,420 73,420
2018年 34,880 31,500 58,430 85,370 112,300
2019年 24,990 22,170 37,670 53,150 68,650
2015年 8,060 16,470 18,800 21,130 23,450
2016年 5,590 20,630 20,620 20,600 20,600
2017年 6,520 19,000 20,600 22,200 23,800
2018年 12,400 28,340 35,110 41,880 48,630
2019年 3,920 9,190 11,160 13,130 15,100
2015年 99,050 135,730 161,930 188,120 214,300
2016年 96,430 137,590 155,360 173,140 190,940
2017年 102,080 157,420 174,480 191,550 208,610
2018年 124,300 162,260 200,520 238,790 277,020
2019年 95,420 106,900 136,080 165,250 194,410

雑
費
Ⅱ

合
計

食
料
費

住
居
関
係
費
被
服
・
履
物
費

雑
費
Ⅰ

　　雑　費　Ⅱ

　　合　　　計

　区　　　　分

　区　　　　分

　　食　料　費

　　住居関係費

　　被服・履物費

　　雑　費　Ⅰ
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(2)消費者物価指数（松山市）

 品目別指数 (平成27年平均＝100)

ウェイト 10,000 2,615 2,031 742 378 402 429 1,502 354 924 622 9,602
2015年平均 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2016年平均 100.0 101.4 99.4 97.0 99.4 101.9 100.7 97.9 103.6 100.1 100.4 99.7
2017年平均 100.2 102.3 98.9 99.6 99.3 100.9 101.8 97.6 104.0 99.9 100.3 100.0
2018年平均 101.0 103.4 98.4 102.9 98.2 101.9 104.1 98.7 103.9 100.7 101.3 100.7
2019年平均 101.3 103.4 99.2 104.7 98.2 101.0 105.3 97.7 102.2 102.4 100.5 101.2
2019.   .10 101.4 104.3 99.3 103.9 100.3 103.8 106.6 97.8 95.3 104.4 96.6 101.2

11 101.6 104.7 99.2 105.3 99.6 104.3 106.3 98.1 95.3 104.2 96.8 101.5
12 101.6 104.5 99.3 104.9 98.8 102.9 106.4 98.4 95.3 104.6 97.1 101.6

2020.     .1 101.4 105.1 99.3 104.9 98.1 94.9 106.4 99.1 95.3 103.7 97.0 101.4
2 101.2 105.1 98.8 104.7 96.5 96.4 106.3 98.8 95.3 103.1 97.1 101.1
3 101.2 104.9 98.8 104.7 96.8 98.9 106.6 98.6 95.3 102.5 97.2 101.2

前月比 0.0 △ 0.2 0.0 △ 0.1 0.3 2.5 0.2 △ 0.2 0.0 △ 0.6 0.1 0.0
前年同月比 0.1 2.2 △ 0.5 △ 0.6 1.7 △ 1.6 1.7 6.0 △ 8.3 1.2 △ 4.8 0.1

.

【参　考】　―全　国―

ウェイト 10,000 2,623 2,087 745 348 412 430 1,476 316 989 574 9,586
2015年平均 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2016年平均 99.9 101.7 99.9 92.7 99.6 101.8 100.9 98.0 101.6 101.0 100.7 99.7
2017年平均 100.4 102.4 99.7 95.2 99.1 102.0 101.8 98.3 102.2 101.3 100.9 100.2
2018年平均 101.3 103.9 99.6 99.0 98.0 102.2 103.3 99.6 102.7 102.1 101.4 101.0
2019年平均 101.8 104.3 99.8 101.3 100.2 102.6 104.0 99.0 101.1 103.8 101.4 101.7

2019.   .10 102.2 105.5 100.3 99.8 102.3 105.4 104.7 99.4 94.8 105.6 99.0 102.0
11 102.3 105.3 100.3 101.3 102.2 105.9 104.6 99.5 94.8 105.2 99.0 102.2
12 102.3 105.2 100.4 101.2 101.9 104.7 104.4 99.9 94.8 105.6 98.9 102.2

2020.     .1 102.2 105.6 100.4 101.2 101.5 100.7 104.5 100.5 94.8 104.3 99.0 102.0
2 102.0 105.1 100.4 101.0 101.4 101.0 104.4 100.1 94.7 104.0 99.0 101.9
3 101.9 104.9 10.3 100.9 101.0 102.8 104.6 99.9 94.7 104.0 99.1 101.9

前月比 0.0 △ 0.1 0.0 △ 0.1 △ 0.3 1.8 0.1 △ 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0
前年同月比 0.4 1.4 0.8 △ 1.4 2.1 1.3 0.7 0.7 △ 7.9 1.5 △ 3.0 0.4

教育
教養娯
楽

諸雑費
生鮮食
品を除
く総合

生鮮食
品を除
く総合

年　月 総合 食料 住居
光熱・
水道

家具・
家事用
品

被服及
び履物

保健医
療

交通・
通信

被服及
び履物

保健医
療

交通・
通信

教育
教養娯
楽

諸雑費年　月 総合 食料 住居
光熱・
水道

家具・
家事用
品

11



産
業
計
（
男
）
産
業
計
（
女
）
製
造
業
（
男
）
製
造
業
（
女
）

卸
・
小
売

（
男
）

卸
・
小
売

（
女
）

宿
泊
，
飲
食

（
男
）

宿
泊
，
飲
食

（
女
）

サ
ー
ビ
ス
業

（
男
）

サ
ー
ビ
ス
業

（
女
）

賃
金
構
造
統
計

時
間
額
と
の
差
額

3
4
0

2
5
2

2
6
1

9
5

2
9
5

1
3
7

1
2
4

9
4

2
9
2

1
6
1

最
低
賃
金
額

7
9
0

7
9
0

7
9
0

7
9
0

7
9
0

7
9
0

7
9
0

7
9
0

7
9
0

7
9
0

賃
金
構
造
統
計

時
間
額

1
,1
3
0

1
0
42

1
0
51

8
8
5

1
0
85

9
2
7

9
1
4

8
8
4

1
,0
8
2

9
5
1

6
9
.9

7
5
.8

7
5
.2

8
9
.3

7
2
.8

8
5
.2

8
6
.4

8
9
.4

7
3
.0

8
3
.1

1
,1
3
0

1
0
4
2

1
0
5
1

8
8
5

1
0
8
5

9
2
7

9
1
4

8
8
4

1
,0
8
2

9
5
1

0

2
0
0

4
0
0

6
0
0

8
0
0

1
0
0
0

1
2
0
0

時 間 額 （ 円 ）

各
棒
頂
の
数
値
は
１
時
間
単
価
（
円
）、
棒
内
の
数
値
は
全
体
に
占
め
る
最
低
賃
金
額
の
割
合
（％
）

（
資
料
：
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
平
成
2
9
年
）短
時
間
労
働
者
の
１
時
間
当
た
り
所
定
内
給
与
額

Ｇ
６
１
時
間
単
価
グ
ラ
フ
（
令
和
元
年
調
査
：
愛
媛
県
：
短
時
間
労
働
者
）

賃
金
構
造
統
計

時
間
額
と
の
差
額

最
低
賃
金
額

賃
金
構
造
統
計

時
間
額
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1 愛媛県と全国の初任給の推移

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年
愛媛県の初任給 189,600 188,800 193,900 192,400 201,800 196,000

男性大卒 全国の初任給 202,900 204,500 205,900 207,800 210,100 212,800
指数 93.4 92.3 94.2 92.6 96.0 92.1
愛媛県の初任給 153,300 161,300 162,200 163,200 165,700 167,000

男性高卒 全国の初任給 161,300 163,400 163,500 164,200 166,600 168,900
指数 95.0 98.7 99.2 99.4 99.5 98.9
愛媛県の初任給 179,500 181,600 185,200 185,900 183,100 188,800

女性大卒 全国の初任給 197,200 198,800 200,000 204,100 202,600 206,900
指数 91.0 91.3 92.6 91.1 90.4 91.3
愛媛県の初任給 145,500 145,700 150,500 147,100 154,900 149,600

女性高卒 全国の初任給 154,200 156,200 157,200 158,400 162,300 164,600
指数 94.4 93.3 95.7 92.9 95.4 90.9

（資料出所）賃金構造基本統計調査報告 第4巻 参考表2 [都道府県、性、学歴別初任給額及び格差]
（注１）調査対象は10人以上の常用労働者を使用する事業所。
（注２）指数は全国の初任給を100とした場合の愛媛県の初任給の比率を示す。
（注３）「※」は、新規学卒者が少ないため、利用に際して注意を要す。

2 愛媛県の初任給の推移

愛媛県の初任給の状況（その１）

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

（
単
位
円
）

男性大卒

男性高

卒

女性大卒

女性高卒
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生活保護制度について    

（愛媛労働局賃金室作成，資料：厚生労働白書、生活保護手帳など） 

 

１ 目 的 

  生活保護法（昭和２５年５月４日法律第１４４号）に基づき、生活困窮者

に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行うことにより最低限度の生活を

保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 

 

２ 対 象 

①生計中心者が病気になった ②母子世帯になった ③障害者のために働

けない ④高齢のため働けない ⑤その他 

 

３ 生活保護費の決め方 

（１）扶助の種類 

①生活扶助 ②住宅扶助 ③期末一時扶助 ④教育扶助 ⑤医療扶助 

⑥出産扶助 ⑦生業扶助 ⑧葬祭扶助 ⑨その他 

（２）収入充当費の計算 

平均月額収入－（基礎控除等＋必要経費の実費）＝収入充当費 

（３）生活保護費の計算 

各種扶助額等の合計－収入充当費＝生活保護費 

 

４ 最低生活費の体系 

（１）生活扶助 

ア 第一類 個人単位の経費（食費・被服費） 

イ 第二類 世帯単位の経費（光熱費・家具什器）＋冬季加算額（１１～３月） 

   ウ 入院患者日用品費 病院又は診療所に入院している被保護者の一般生活費 

  エ 各種加算 母子加算・障害者加算等 

（２）住宅扶助 

  ア 家賃・間代 

  イ 補修費 

（３）期末一時扶助 

（４）教育扶助 

   一般基準額＋学級費 

（４）医療扶助 

現物給付 

（以下略） 
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５ 保護の基準 

（１）根拠と級地 

厚生労働省告示によって定められている。 

日本全国各市町村が、「１級地－１」、「１級地－２」、「２級地－１」、「２

級地－２」、「３級地－１」及び「３級地－２」の６つの級に分類され、級

ごとにこと細かく保護基準額が定められている。 

（２）級地区分 

   １級地－１ 東京都区部、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市など 

   １級地－２ 札幌市、仙台市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市など 

   ２級地－１ 徳島市、高松市、松山市、高知市など各県庁所在都市 

   ２級地－２ （四国該当なし）夕張市、三原市、尾道市など 

   ３級地－１ （愛媛）今治市、新居浜市、西条市、四国中央市 

         （香川）丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市など 

         （徳島）鳴門市、小松島市、阿南市 

         （高知）該当なし 

   ３級地－２ 上記以外の市町村、愛媛県では上記５市以外の市町 

   級地区分は、市町村合併による場合にも適用される。例えば、旧中島町

域は合併前「３級地－２」だったが、合併により「２級地－１」になった。 

15



愛媛県最低賃金と生活保護との比較（平成30年）

生活保護

(1) 生活扶助基準
① 第１類費及び第２類費

級地別人口 基準額×級地別人口 級地別人口加重平均

２級地－１ 514,865 36,905,523,200
３級地－１ 473,604 31,954,061,880
３級地－２ 396,793 25,823,288,440

1,385,262 94,682,873,520 68,350
② 冬季加算

加算期間 （月数） 加算額×加算期間 １か月平均額 
Ⅵ区 5 12,900 1,075
③ 期末一時扶助費

基準額 １か月平均額 級地別人口 １か月平均額×人口 級地別人口加重平均

２級地－１ 12,640 1,053 514,865 542,324,467
３級地－１ 11,390 949 473,604 449,529,130
３級地－２ 10,760 897 396,793 355,791,057

1,385,262 1,347,644,653 973

70,398

(2) 住宅扶助費
単身被保護世帯数 実績値×単身被保護世帯数 単身被保護世帯加重平均

松山市 8,284 240,287,361
松山市以外 6,329 103,205,737

14,613 343,493,098 23,506

生活保護 〔(1)＋(2)〕 93,904

愛媛県最低賃金との比較

最低賃金で法定労働時間働いた場合の収入（１か月当たり手取額）
① 愛媛県最低賃金（平成30年度） 764
② 月間労働時間（法定：週40時間） 173.8
③ 可処分所得割合（平成30年度） 0.818

最低賃金（１か月当たり手取額） 〔①×②×③〕 108,617

生活保護と愛媛県最低賃金の差額

差額 〔生活保護－最低賃金（１か月当たり手取額）〕 -14,713

最低賃金の必要引上げ額 〔差額÷月間労働時間÷可処分所得割合〕 -104

合　　　計

　生活保護に関するデータは、平成30年度のものを用いている。なお、住宅扶助費については、平成
30年被保護者調査 年次調査（個別調査）の実績値を用いている。
　級地別人口は、別表（平成27年国勢調査）により集計したもの。
　平成30年度の可処分所得割合は0.818（前年度は0.823）である。（平成30年度の鹿児島県地域別最
低賃金額の最低額761円を基に算定されたもの。）可処分所得割合が前年度より低下した理由は、最
低賃金の引上げにより社会保険料の標準報酬月額の等級が１等級上昇したため。

2,580

合　　　計

生活扶助基準 〔①＋②＋③〕

実績値 
29,006.2
16,306.8

基準額
71,680
67,470
65,080

合　　　計

加算額
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別　表

級地別人口の集計

２級地－１ ３級地－１ ３級地－２
514,865 514,865
158,114 158,114
77,465 77,465
34,951 34,951

119,903 119,903
108,174 108,174
44,086 44,086
36,827 36,827
87,413 87,413
38,919 38,919
34,613 34,613
7,135 7,135
8,447 8,447

30,064 30,064
21,239 21,239
16,742 16,742
9,626 9,626
4,072 4,072

10,705 10,705
21,902 21,902

1,385,262 514,865 473,604 396,793

平成27年国勢調査（総務省統計局）「都道府県・市区町村別統計表（平成27年）」より

愛 南 町

合 計

松 前 町
砥 部 町
内 子 町
伊 方 町
松 野 町
鬼 北 町

伊 予 市
四 国 中 央 市
西 予 市
東 温 市
上 島 町
久 万 高 原 町

今 治 市
宇 和 島 市
八 幡 浜 市
新 居 浜 市
西 条 市
大 洲 市

人　口　総　数

松 山 市
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別冊資料 

令和２年最低賃金に関する基礎調査の概要 

（愛媛県最低賃金改正審議用資料） 

 

１ 趣旨 

標記の調査は、愛媛県内の民間企業の賃金の実態について調査したものであり、

本資料は、愛媛県最低賃金の改正決定に資するため、その調査結果をとりまとめ

たものである。 

 

２ 調査の対象事業所 

平成 28 年経済センサス（活動調査）のデータを母集団として使用し、下表の

産業及び規模区分に該当する事業所のうちから無作為抽出したものである。 

産  業 規模区分 

製造業 1～9 人、10～29 人、30～99 人 

卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業、

医療,福祉、学術研究,専門･技術サービス

業、生活関連サービス業,娯楽業及びサー

ビス業(他に分類されないもの) 

1～9 人、10～29 人 

 

３ 調査対象労働者 

事業所規模 1～29 人は労働者の全数であり、30 人以上は労働者の半数である。 

 

４ 調査の内容 

令和２年６月１日現在の状況について、同年６月分の基本給、諸手当、所定労

働日数、１日の所定労働時間数等（賃金締切日の定めがある場合には６月の賃金

締切日以前の１か月間）の回答を求め、これらにより労働者ごとの１時間当たり

の賃金額を算出したものである。 

 

５ 調査の集計 

(1) 令和元年度から賃金改定状況調査で得られたデータを集計に含めないことと

なった。本年は、2,097 事業所（うち、地域別最低賃金対象 1,570 事業所）に

対し最低賃金基礎調査を実施し、データとりまとめ期日までに回収・点検が完

了した下表のデータで集計した。なお、本資料においては、愛媛県最低賃金の

改正決定に資するため、特定最低賃金が適用される事業所を除いている。 

 最低賃金基礎調査 

集 計 事 業 所 数 559 

集 計 労 働 者 数 4,604 

(2) 集計結果は総括表（３頁以降）のとおりであり、賃金分布として、賃金額階

級区分ごとの労働者数（最低の賃金額階級区分から累積した人数）を、規模別、

性別及び年齢階層別に集計したものである。なお、労働者数は、上記２のとお

り抽出した事業所に対する調査結果を母集団に復元した数値であり、産業・規

模区分ごとに復元倍率（母集団労働者数を集計した労働者数で除したもの）を

乗じて復元している。 
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最低賃金に関する基礎調査結果（地賃・男女計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）第１・２０分位数と最低賃金額との差 

 ２８年 ２９年 ３０年 元年 ２年 

第１・20 分位数 700 730 750 766 790 

最 低 賃 金 額 717 739 764 790  

差 ▲17 ▲9 ▲14 ▲24  

 

（３）未満率と影響率の推移（地賃・男女計） 

 ２８年 ２９年 ３０年 元年 ２年 

未 満 率 1.4 1.1 1.4 2.2 1.7 

影 響 率    6.5    5.8 10.9 11.3  

算出方法 10 円刻み １円刻み 
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総括表（１）の１（産業・就業形態別の賃金額階級別、規模別、性別表）
02年 総括表（１）の１ 【上段】 累積労働者数　　　　【下段】 累積構成比 1/3

１～９人 １０～２９人 ３０～９９人 男性 女性

189,913 83,161 90,192 16,560 79,285 110,628
円 189,913 83,161 90,192 16,560 79,285 110,628

1500 - (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
155,160 65,547 76,350 13,263 52,657 102,504

1400 - 1499 (81.7) (78.8) (84.7) (80.1) (66.4) (92.7)
147,626 62,645 72,943 12,038 47,495 100,131

1300 - 1399 (77.7) (75.3) (80.9) (72.7) (59.9) (90.5)
137,680 58,673 68,118 10,888 42,146 95,533

1200 - 1299 (72.5) (70.6) (75.5) (65.8) (53.2) (86.4)
125,474 53,931 62,347 9,196 35,897 89,577

1100 - 1199 (66.1) (64.9) (69.1) (55.5) (45.3) (81.0)
110,528 47,946 54,957 7,625 29,288 81,240

1000 - 1099 (58.2) (57.7) (60.9) (46.0) (36.9) (73.4)
90,389 39,026 45,377 5,986 20,319 70,070

900 - 999 (47.6) (46.9) (50.3) (36.1) (25.6) (63.3)
58,124 25,757 27,974 4,393 11,105 47,019

890 - 899 (30.6) (31.0) (31.0) (26.5) (14.0) (42.5)
56,371 25,088 27,309 3,974 10,821 45,550

880 - 889 (29.7) (30.2) (30.3) (24.0) (13.6) (41.2)
53,273 23,789 25,703 3,782 10,428 42,845

870 - 879 (28.1) (28.6) (28.5) (22.8) (13.2) (38.7)
49,544 22,364 23,477 3,703 9,154 40,390

860 - 869 (26.1) (26.9) (26.0) (22.4) (11.5) (36.5)
46,916 21,212 22,076 3,627 8,516 38,400

850 - 859 (24.7) (25.5) (24.5) (21.9) (10.7) (34.7)
36,915 17,521 16,073 3,321 5,867 31,048

841 - 849 (19.4) (21.1) (17.8) (20.1) (7.4) (28.1)
36,008 17,145 15,541 3,321 5,501 30,507

840 - 840 (19.0) (20.6) (17.2) (20.1) (6.9) (27.6)
34,206 16,482 14,975 2,749 5,306 28,900

839 - 839 (18.0) (19.8) (16.6) (16.6) (6.7) (26.1)
34,027 16,439 14,915 2,673 5,245 28,783

838 - 838 (17.9) (19.8) (16.5) (16.1) (6.6) (26.0)
33,990 16,439 14,878 2,673 5,245 28,745

837 - 837 (17.9) (19.8) (16.5) (16.1) (6.6) (26.0)
33,953 16,439 14,841 2,673 5,245 28,708

836 - 836 (17.9) (19.8) (16.5) (16.1) (6.6) (26.0)
33,825 16,311 14,841 2,673 5,245 28,581

835 - 835 (17.8) (19.6) (16.5) (16.1) (6.6) (25.8)
33,429 16,098 14,658 2,673 5,147 28,282

834 - 834 (17.6) (19.4) (16.3) (16.1) (6.5) (25.6)
33,429 16,098 14,658 2,673 5,147 28,282

833 - 833 (17.6) (19.4) (16.3) (16.1) (6.5) (25.6)
32,995 15,726 14,634 2,635 5,011 27,984

832 - 832 (17.4) (18.9) (16.2) (15.9) (6.3) (25.3)
32,890 15,644 14,611 2,635 4,970 27,919

831 - 831 (17.3) (18.8) (16.2) (15.9) (6.3) (25.2)
32,847 15,602 14,611 2,635 4,970 27,877

830 - 830 (17.3) (18.8) (16.2) (15.9) (6.3) (25.2)
30,876 14,669 13,877 2,330 4,635 26,241

829 - 829 (16.3) (17.6) (15.4) (14.1) (5.8) (23.7)
30,838 14,669 13,840 2,330 4,635 26,203

828 - 828 (16.2) (17.6) (15.3) (14.1) (5.8) (23.7)
30,608 14,669 13,647 2,292 4,635 25,973

827 - 827 (16.1) (17.6) (15.1) (13.8) (5.8) (23.5)
30,413 14,632 13,527 2,254 4,635 25,777

826 - 826 (16.0) (17.6) (15.0) (13.6) (5.8) (23.3)

規模別
（３手当を除く）

性別

計

時間当り所定内賃金額 合計
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2/3
１～９人 １０～２９人 ３０～９９人 男性 女性

30,338 14,632 13,491 2,215 4,599 25,739
825 - 825 (16.0) (17.6) (15.0) (13.4) (5.8) (23.3)

29,891 14,550 13,163 2,177 4,450 25,441
824 - 824 (15.7) (17.5) (14.6) (13.1) (5.6) (23.0)

29,811 14,507 13,127 2,177 4,371 25,441
823 - 823 (15.7) (17.4) (14.6) (13.1) (5.5) (23.0)

29,735 14,507 13,127 2,101 4,333 25,403
822 - 822 (15.7) (17.4) (14.6) (12.7) (5.5) (23.0)

29,699 14,507 13,090 2,101 4,333 25,366
821 - 821 (15.6) (17.4) (14.5) (12.7) (5.5) (22.9)

29,463 14,347 13,090 2,025 4,295 25,168
820 - 820 (15.5) (17.3) (14.5) (12.2) (5.4) (22.8)

27,535 13,795 11,868 1,872 3,930 23,605
819 - 819 (14.5) (16.6) (13.2) (11.3) (5.0) (21.3)

27,511 13,795 11,843 1,872 3,930 23,581
818 - 818 (14.5) (16.6) (13.1) (11.3) (5.0) (21.3)

27,296 13,618 11,843 1,834 3,808 23,488
817 - 817 (14.4) (16.4) (13.1) (11.1) (4.8) (21.2)

27,216 13,539 11,843 1,834 3,808 23,408
816 - 816 (14.3) (16.3) (13.1) (11.1) (4.8) (21.2)

27,102 13,498 11,770 1,834 3,808 23,294
815 - 815 (14.3) (16.2) (13.1) (11.1) (4.8) (21.1)

26,515 13,082 11,637 1,796 3,734 22,781
814 - 814 (14.0) (15.7) (12.9) (10.8) (4.7) (20.6)

26,445 13,082 11,567 1,796 3,734 22,711
813 - 813 (13.9) (15.7) (12.8) (10.8) (4.7) (20.5)

26,329 12,966 11,567 1,796 3,659 22,670
812 - 812 (13.9) (15.6) (12.8) (10.8) (4.6) (20.5)

26,329 12,966 11,567 1,796 3,659 22,670
811 - 811 (13.9) (15.6) (12.8) (10.8) (4.6) (20.5)

26,329 12,966 11,567 1,796 3,659 22,670
810 - 810 (13.9) (15.6) (12.8) (10.8) (4.6) (20.5)

25,137 12,509 10,832 1,796 3,431 21,705
809 - 809 (13.2) (15.0) (12.0) (10.8) (4.3) (19.6)

25,137 12,509 10,832 1,796 3,431 21,705
808 - 808 (13.2) (15.0) (12.0) (10.8) (4.3) (19.6)

24,975 12,420 10,759 1,796 3,431 21,543
807 - 807 (13.2) (14.9) (11.9) (10.8) (4.3) (19.5)

24,894 12,377 10,759 1,758 3,431 21,463
806 - 806 (13.1) (14.9) (11.9) (10.6) (4.3) (19.4)

24,894 12,377 10,759 1,758 3,431 21,463
805 - 805 (13.1) (14.9) (11.9) (10.6) (4.3) (19.4)

24,700 12,335 10,607 1,758 3,431 21,269
804 - 804 (13.0) (14.8) (11.8) (10.6) (4.3) (19.2)

24,621 12,292 10,570 1,758 3,431 21,189
803 - 803 (13.0) (14.8) (11.7) (10.6) (4.3) (19.2)

24,621 12,292 10,570 1,758 3,431 21,189
802 - 802 (13.0) (14.8) (11.7) (10.6) (4.3) (19.2)

24,621 12,292 10,570 1,758 3,431 21,189
801 - 801 (13.0) (14.8) (11.7) (10.6) (4.3) (19.2)

24,546 12,292 10,534 1,720 3,431 21,115
800 - 800 (12.9) (14.8) (11.7) (10.4) (4.3) (19.1)

13,420 5,785 6,721 914 2,113 11,307
799 - 799 (7.1) (7.0) (7.5) (5.5) (2.7) (10.2)

13,377 5,742 6,721 914 2,071 11,307
798 - 798 (7.0) (6.9) (7.5) (5.5) (2.6) (10.2)

13,336 5,701 6,721 914 2,071 11,266
797 - 797 (7.0) (6.9) (7.5) (5.5) (2.6) (10.2)

13,298 5,701 6,721 876 2,071 11,228
796 - 796 (7.0) (6.9) (7.5) (5.3) (2.6) (10.1)

時間当り所定内賃金額 合計 規模別 性別
（３手当を除く）
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3/3
１～９人 １０～２９人 ３０～９９人 男性 女性

13,260 5,701 6,721 838 2,071 11,190
795 - 795 (7.0) (6.9) (7.5) (5.1) (2.6) (10.1)

12,869 5,464 6,567 838 2,028 10,841
794 - 794 (6.8) (6.6) (7.3) (5.1) (2.6) (9.8)

12,354 5,379 6,137 838 1,939 10,415
793 - 793 (6.5) (6.5) (6.8) (5.1) (2.4) (9.4)

12,245 5,294 6,113 838 1,873 10,372
792 - 792 (6.4) (6.4) (6.8) (5.1) (2.4) (9.4)

12,202 5,252 6,113 838 1,873 10,330
791 - 791 (6.4) (6.3) (6.8) (5.1) (2.4) (9.3)

11,837 4,886 6,113 838 1,873 9,964
790 - 790 (6.2) (5.9) (6.8) (5.1) (2.4) (9.0)

3,198 1,076 1,476 646 709 2,489
789 - 789 (1.7) (1.3) (1.6) (3.9) (0.9) (2.2)

3,198 1,076 1,476 646 709 2,489
788 - 788 (1.7) (1.3) (1.6) (3.9) (0.9) (2.2)

3,174 1,076 1,452 646 709 2,466
787 - 787 (1.7) (1.3) (1.6) (3.9) (0.9) (2.2)

3,174 1,076 1,452 646 709 2,466
786 - 786 (1.7) (1.3) (1.6) (3.9) (0.9) (2.2)

3,136 1,076 1,452 608 671 2,466
785 - 785 (1.7) (1.3) (1.6) (3.7) (0.8) (2.2)

3,136 1,076 1,452 608 671 2,466
784 - 784 (1.7) (1.3) (1.6) (3.7) (0.8) (2.2)

3,136 1,076 1,452 608 671 2,466
783 - 783 (1.7) (1.3) (1.6) (3.7) (0.8) (2.2)

2,824 992 1,223 608 619 2,205
782 - 782 (1.5) (1.2) (1.4) (3.7) (0.8) (2.0)

2,781 950 1,223 608 619 2,162
781 - 781 (1.5) (1.1) (1.4) (3.7) (0.8) (2.0)

2,781 950 1,223 608 619 2,162
780 - 780 (1.5) (1.1) (1.4) (3.7) (0.8) (2.0)

2,781 950 1,223 608 619 2,162
- 779 (1.5) (1.1) (1.4) (3.7) (0.8) (2.0)

171,921 171,662 165,877 206,139 221,719 136,233
1,190 1,208 1,168 1,225 1,411 1,032

140 137 137 167 155 129
1,000 1,000 995 1,138 1,244 910

860 852 860 894 990 830
800 800 800 800 850 795
790 790 790 790 820 790

0.2429 0.2682 0.2117 0.2333 0.2630 0.1516四 分 位 偏 差 係 数

時間当り所定内賃金額

月 平 均 賃 金 額
時 間 当 平 均 賃 金 額
月 一 人 当 た り 労 働 時 間 数

第 １ ・ ２ ０ 分 位 数
第 １ ・ １ ０ 分 位 数

合計 規模別 性別
（３手当を除く）

第 １ ・ ４ 分 位 数
中 位 数
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総括表（１）の２（産業・就業形態別の賃金額階級別、年齢別表）
02年 総括表（１）の２ 【上段】 累積労働者数　　　　【下段】 累積構成比 1/3

１７歳以下 １８～１９歳 ２０～５４歳 ５５～５９歳 ６０～６４歳 ６５歳以上

189,913 258 1,383 52,823 7,469 8,168 9,184
円 189,913 52,823 7,469 8,168 9,184

1,500 - (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
155,160 34,231 4,005 5,692 7,087

1,400 - 1,499 (81.7) (64.8) (53.6) (69.7) (77.2)
147,626 30,337 3,369 5,268 6,880

1,300 - 1,399 (77.7) (57.4) (45.1) (64.5) (74.9)
137,680 26,691 2,715 4,722 6,377

1,200 - 1,299 (72.5) (50.5) (36.4) (57.8) (69.4)
125,474 21,895 2,245 3,951 6,165

1,100 - 1,199 (66.1) (41.4) (30.1) (48.4) (67.1)
110,528 258 1,383 17,233 1,873 3,367 5,175

1,000 - 1,099 (58.2) (100.0) (100.0) (32.6) (25.1) (41.2) (56.3)
90,389 185 1,143 11,972 980 1,985 4,055

900 - 999 (47.6) (71.7) (82.6) (22.7) (13.1) (24.3) (44.2)
58,124 185 476 6,214 363 927 2,940

890 - 899 (30.6) (71.7) (34.4) (11.8) (4.9) (11.3) (32.0)
56,371 185 476 6,033 363 890 2,874

880 - 889 (29.7) (71.7) (34.4) (11.4) (4.9) (10.9) (31.3)
53,273 185 476 5,678 363 890 2,836

870 - 879 (28.1) (71.7) (34.4) (10.7) (4.9) (10.9) (30.9)
49,544 185 476 5,334 246 710 2,204

860 - 869 (26.1) (71.7) (34.4) (10.1) (3.3) (8.7) (24.0)
46,916 185 439 5,149 133 673 1,937

850 - 859 (24.7) (71.7) (31.8) (9.7) (1.8) (8.2) (21.1)
36,915 75 207 3,268 96 637 1,584

841 - 849 (19.4) (29.0) (15.0) (6.2) (1.3) (7.8) (17.3)
36,008 75 207 3,060 96 600 1,463

840 - 840 (19.0) (29.0) (15.0) (5.8) (1.3) (7.3) (15.9)
34,206 75 170 3,060 96 564 1,341

839 - 839 (18.0) (29.0) (12.3) (5.8) (1.3) (6.9) (14.6)
34,027 75 170 3,037 96 526 1,341

838 - 838 (17.9) (29.0) (12.3) (5.7) (1.3) (6.4) (14.6)
33,990 75 170 3,037 96 526 1,341

837 - 837 (17.9) (29.0) (12.3) (5.7) (1.3) (6.4) (14.6)
33,953 75 170 3,037 96 526 1,341

836 - 836 (17.9) (29.0) (12.3) (5.7) (1.3) (6.4) (14.6)
33,825 75 170 3,037 96 526 1,341

835 - 835 (17.8) (29.0) (12.3) (5.7) (1.3) (6.4) (14.6)
33,429 75 170 2,939 96 526 1,341

834 - 834 (17.6) (29.0) (12.3) (5.6) (1.3) (6.4) (14.6)
33,429 75 170 2,939 96 526 1,341

833 - 833 (17.6) (29.0) (12.3) (5.6) (1.3) (6.4) (14.6)
32,995 75 170 2,864 96 526 1,280

832 - 832 (17.4) (29.0) (12.3) (5.4) (1.3) (6.4) (13.9)
32,890 75 170 2,864 96 526 1,239

831 - 831 (17.3) (29.0) (12.3) (5.4) (1.3) (6.4) (13.5)
32,847 75 170 2,864 96 526 1,239

830 - 830 (17.3) (29.0) (12.3) (5.4) (1.3) (6.4) (13.5)
30,876 75 170 2,589 96 502 1,203

829 - 829 (16.3) (29.0) (12.3) (4.9) (1.3) (6.1) (13.1)
30,838 75 170 2,589 96 502 1,203

828 - 828 (16.2) (29.0) (12.3) (4.9) (1.3) (6.1) (13.1)
30,608 75 170 2,589 96 502 1,203

827 - 827 (16.1) (29.0) (12.3) (4.9) (1.3) (6.1) (13.1)
30,413 75 170 2,589 96 502 1,203

826 - 826 (16.0) (29.0) (12.3) (4.9) (1.3) (6.1) (13.1)
30,338 75 170 2,552 96 502 1,203

825 - 825 (16.0) (29.0) (12.3) (4.8) (1.3) (6.1) (13.1)

時間当り所定内賃金額 合計（３手当を除く）

計
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2/3
１７歳以下 １８～１９歳 ２０～５４歳 ５５～５９歳 ６０～６４歳 ６５歳以上

29,891 75 170 2,479 96 464 1,165
824 - 824 (15.7) (29.0) (12.3) (4.7) (1.3) (5.7) (12.7)

29,811 75 170 2,400 96 464 1,165
823 - 823 (15.7) (29.0) (12.3) (4.5) (1.3) (5.7) (12.7)

29,735 75 170 2,362 96 464 1,165
822 - 822 (15.7) (29.0) (12.3) (4.5) (1.3) (5.7) (12.7)

29,699 75 170 2,362 96 464 1,165
821 - 821 (15.6) (29.0) (12.3) (4.5) (1.3) (5.7) (12.7)

29,463 75 170 2,324 96 464 1,165
820 - 820 (15.5) (29.0) (12.3) (4.4) (1.3) (5.7) (12.7)

27,535 75 55 2,149 96 464 1,092
819 - 819 (14.5) (29.0) (4.0) (4.1) (1.3) (5.7) (11.9)

27,511 75 55 2,149 96 464 1,092
818 - 818 (14.5) (29.0) (4.0) (4.1) (1.3) (5.7) (11.9)

27,296 75 55 2,149 96 464 970
817 - 817 (14.4) (29.0) (4.0) (4.1) (1.3) (5.7) (10.6)

27,216 75 55 2,149 96 464 970
816 - 816 (14.3) (29.0) (4.0) (4.1) (1.3) (5.7) (10.6)

27,102 75 55 2,149 96 464 970
815 - 815 (14.3) (29.0) (4.0) (4.1) (1.3) (5.7) (10.6)

26,515 75 55 2,074 96 464 970
814 - 814 (14.0) (29.0) (4.0) (3.9) (1.3) (5.7) (10.6)

26,445 75 55 2,074 96 464 970
813 - 813 (13.9) (29.0) (4.0) (3.9) (1.3) (5.7) (10.6)

26,329 0 55 2,074 96 464 970
812 - 812 (13.9) (0.0) (4.0) (3.9) (1.3) (5.7) (10.6)

26,329 0 55 2,074 96 464 970
811 - 811 (13.9) (0.0) (4.0) (3.9) (1.3) (5.7) (10.6)

26,329 0 55 2,074 96 464 970
810 - 810 (13.9) (0.0) (4.0) (3.9) (1.3) (5.7) (10.6)

25,137 0 55 1,892 96 418 970
809 - 809 (13.2) (0.0) (4.0) (3.6) (1.3) (5.1) (10.6)

25,137 0 55 1,892 96 418 970
808 - 808 (13.2) (0.0) (4.0) (3.6) (1.3) (5.1) (10.6)

24,975 0 55 1,892 96 418 970
807 - 807 (13.2) (0.0) (4.0) (3.6) (1.3) (5.1) (10.6)

24,894 0 55 1,892 96 418 970
806 - 806 (13.1) (0.0) (4.0) (3.6) (1.3) (5.1) (10.6)

24,894 0 55 1,892 96 418 970
805 - 805 (13.1) (0.0) (4.0) (3.6) (1.3) (5.1) (10.6)

24,700 0 55 1,892 96 418 970
804 - 804 (13.0) (0.0) (4.0) (3.6) (1.3) (5.1) (10.6)

24,621 0 55 1,892 96 418 970
803 - 803 (13.0) (0.0) (4.0) (3.6) (1.3) (5.1) (10.6)

24,621 0 55 1,892 96 418 970
802 - 802 (13.0) (0.0) (4.0) (3.6) (1.3) (5.1) (10.6)

24,621 0 55 1,892 96 418 970
801 - 801 (13.0) (0.0) (4.0) (3.6) (1.3) (5.1) (10.6)

24,546 0 55 1,892 96 418 970
800 - 800 (12.9) (0.0) (4.0) (3.6) (1.3) (5.1) (10.6)

13,420 0 55 1,380 41 112 525
799 - 799 (7.1) (0.0) (4.0) (2.6) (0.5) (1.4) (5.7)

13,377 0 55 1,338 41 112 525
798 - 798 (7.0) (0.0) (4.0) (2.5) (0.5) (1.4) (5.7)

13,336 0 55 1,338 41 112 525
797 - 797 (7.0) (0.0) (4.0) (2.5) (0.5) (1.4) (5.7)

13,298 0 55 1,338 41 112 525
796 - 796 (7.0) (0.0) (4.0) (2.5) (0.5) (1.4) (5.7)

13,260 0 55 1,338 41 112 525
795 - 795 (7.0) (0.0) (4.0) (2.5) (0.5) (1.4) (5.7)

12,869 0 55 1,295 41 112 525
794 - 794 (6.8) (0.0) (4.0) (2.5) (0.5) (1.4) (5.7)

時間当り所定内賃金額 合計（３手当を除く）
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3/3
１７歳以下 １８～１９歳 ２０～５４歳 ５５～５９歳 ６０～６４歳 ６５歳以上

12,354 0 55 1,248 41 112 483
793 - 793 (6.5) (0.0) (4.0) (2.4) (0.5) (1.4) (5.3)

12,245 0 55 1,182 41 112 483
792 - 792 (6.4) (0.0) (4.0) (2.2) (0.5) (1.4) (5.3)

12,202 0 55 1,182 41 112 483
791 - 791 (6.4) (0.0) (4.0) (2.2) (0.5) (1.4) (5.3)

11,837 0 55 1,182 41 112 483
790 - 790 (6.2) (0.0) (4.0) (2.2) (0.5) (1.4) (5.3)

3,198 0 55 494 0 112 48
789 - 789 (1.7) (0.0) (4.0) (0.9) (0.0) (1.4) (0.5)

3,198 0 55 494 0 112 48
788 - 788 (1.7) (0.0) (4.0) (0.9) (0.0) (1.4) (0.5)

3,174 0 55 494 0 112 48
787 - 787 (1.7) (0.0) (4.0) (0.9) (0.0) (1.4) (0.5)

3,174 0 55 494 0 112 48
786 - 786 (1.7) (0.0) (4.0) (0.9) (0.0) (1.4) (0.5)

3,136 0 55 456 0 112 48
785 - 785 (1.7) (0.0) (4.0) (0.9) (0.0) (1.4) (0.5)

3,136 0 55 456 0 112 48
784 - 784 (1.7) (0.0) (4.0) (0.9) (0.0) (1.4) (0.5)

3,136 0 55 456 0 112 48
783 - 783 (1.7) (0.0) (4.0) (0.9) (0.0) (1.4) (0.5)

2,824 0 55 404 0 112 48
782 - 782 (1.5) (0.0) (4.0) (0.8) (0.0) (1.4) (0.5)

2,781 0 55 404 0 112 48
781 - 781 (1.5) (0.0) (4.0) (0.8) (0.0) (1.4) (0.5)

2,781 0 55 404 0 112 48
780 - 780 (1.5) (0.0) (4.0) (0.8) (0.0) (1.4) (0.5)

2,781 0 55 404 0 112 48
- 779 (1.5) (0.0) (4.0) (0.8) (0.0) (1.4) (0.5)

171,921 72,898 69,341 232,884 259,720 214,816 159,859
1,190 886 908 1,439 1,572 1,340 1,273

140 85 76 161 163 155 129
1,000 850 900 1,287 1,450 1,200 1,000

860 813 850 1,017 1,095 1,000 875
800 813 820 866 949 875 800
790 813 820 830 900 800 790

0.2429 0.1101 0.0560 0.2529 0.2613 0.2385 0.2770
【上段】

中 位 数

四 分 位 偏 差 係 数

時間当り所定内賃金額 合計（３手当を除く）

月 平 均 賃 金 額
時 間 当 平 均 賃 金 額
月 一 人 当 た り 労 働 時 間 数

第 １ ・ ２ ０ 分 位 数
第 １ ・ １ ０ 分 位 数
第 １ ・ ４ 分 位 数
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miyaokah
四角
ここにメモを書いてください。
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